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はじめに 

 
 本報告書は「国⼟交通省 令和 2 年度 BIM を活⽤した建築⽣産・維持管理プロセス円
滑化モデル事業」に採択された「維持管理 BIM 作成業務等に関する効果検証・課題分析」
の検証結果をまとめています。 
 国⼟交通省では BIM を設計・施⼯・維持管理で活⽤するためのガイドラインとして   
令和 2（2020）年 3 ⽉に『建築分野における BIM の標準ワークフローとその活⽤⽅策に関
するガイドライン（第 1 版）』（以下，『ガイドライン（第 1 版）』）を発⾏しました。『ガイド
ライン（第 1 版）』には標準ワークフローとして 5 つのパターンが⽰されています。今回の
検証は設計施⼯分離で発注された事務所・店舗（賃貸）の維持管理 BIM を題材として，標
準ワークフロー②（設計・施⼯・維持管理段階で連携し BIM を活⽤する）の効果検証・課
題分析を実施しました。業務の役割は施⼯者（総合⼯事会社）が施⼯期間中（S5）に維持管
理 BIM 作成者とライフサイクルコンサルティング業者を担い，引き渡し（S6）をする場⾯
を想定しています。 
 維持管理段階(S7)における BIM の活⽤は低調であり,なかなか適⽤が進んでいないのが
現状です。将来的には施設所有者が施設の管理や運営を効率的におこなうために BIM を活
⽤することが期待されています。⼀⽅，誰が維持管理 BIM をどのように作成し，引き渡し
（S6）をするのが効率的なのか，あるいは施設所有者はどのように活⽤すれば効率的なのか
を具体的に⽰した事例が少ないのも課題のひとつです。 

本検証・分析では施設所有者が維持管理段階（S7）で BIM を活⽤するために，建築⽣産
と維持管理をつなげる流儀を⽰したいと考えています。維持管理段階(S7)において維持管
理 BIM の活⽤により期待される効果や課題点，施⼯期間中（S5）に維持管理 BIM の作成
を始める際の⼿順や課題点，引き渡し（S6）段階の考え⽅をそれぞれの⽴場で整理いたしま
した。 

本報告書が今後の維持管理段階（S7）における BIM の推進につながることを期待してい
ます。 
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第１章 補助事業に係るプロジェクトの情報 
 
1-1 建築物の概要 

（１）建築物の概要 
 「維持管理 BIM 作成業務等に関する効果検証・課題分析」の対象とした建築物の概
要を図 1-1，完成予想図を図 1-2 と図 1-3 に⽰す。 
 
建物名称 （仮称）K 計画新築⼯事 
所在地 東京都 
主要⽤途 事務所・店舗（賃貸） 
発注者・維持管理者 株式会社荒井商店 
設計・監理 株式会社⽇建設計 
施⼯ 前⽥建設⼯業株式会社 
延床⾯積 約 5,300 ㎡ 
階数 地下 3 階 地上 10 階 塔屋 1 階 
構造 SRC 造 
施⼯期間 2018（平成 30）年 10 ⽉〜2021（令和 3）年 3 ⽉ 

図 1-1 建築物の概要 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
図 1-2 完成予想図（外観） 図 1-3 完成予想図（外観） 
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発注者の株式会社荒井商店は，1966（昭和 41）年の設⽴以来 50 年余を⼀貫して賃貸
ビル事業，および不動産開発事業に携わっており，賃貸事務所や店舗を現在 14 棟保有
し運営・管理を担っている。今回の建物は東京近郊のターミナル駅近くに計画された賃
貸の事務所・店舗ビルである。前⾯道路は百貨店や店舗が集まる駅近のメインストリー
トになっており，正⾯ファサードは通りの街並みと調和を図ることを狙って，庇によっ
て⽔平ラインを強調した外装デザインを採⽤している。ガラスを多⽤することで外部か
らの⾃然採光を取り⼊れ，ガラスには Low-E 複層ガラスを採⽤することで環境負荷の
低減も図った。これらの取り組みにより環境性能評価および省エネルギー評価認証を取
得している。構造は地下階から地上まで SRC 造であり，外壁はコンクリート躯体で構
成されている。 

対象にした建築物では，施⼯期間中（S5）から⼊居するテナントを募集しており，設
計者と施⼯者は⼊居予定者のニーズに合わせて A ⼯事だけでなく，B ⼯事や C ⼯事に
ついても同時に対応する必要があった。B ⼯事の⼯事内容の確定にともない間仕切り壁
の設置や A ⼯事に反映する項⽬の整理などの設計変更が発⽣している。それ以外でも
共⽤部の間仕切壁の位置変更や建具の配置や開き勝⼿の変更などが発⽣しており，施⼯
図や製作図についても同様に変更に追従する必要があった。これらの変更対応は外構⼯
事を除いて竣⼯の３か⽉前には概ね終息した。 
 
（２）建築⽣産プロセスにおける BIM の活⽤ 

計画された建築物の発注形式は設計施⼯分離であった。『ガイドライン（第 1 版）』で
⽰されたライフサイクルコンサルタント業者や維持管理 BIM 作成者を担う会社は位置
づけられていない。 

BIM は設計期間（S1~S2）と施⼯期間（S5）においてそれぞれ活⽤をしている。設計
者は設計期間中（S1~S2）に発注者との打合せにおいてデザインの説明や形状等のシュ
ミュレーション等に活⽤した。発注者は BIM による完成形イメージの共有が従来の CG
による⼿法との違いを体感することができた。特に主要なデザイン決定段階のプレゼン
時に決裁権者に対し計画のデザインイメージを明確に理解させることに⼤きな効果が
⾒られた。このような体験から完成する建物の「出来栄え」が向上すること実感したこ
ともあり，施⼯期間（S5）や竣⼯後の維持管理（S7）において BIM を活⽤する計画と
した。施⼯者への⼯事⾒積条件には，BIM ソフトウェアを使⽤して施⼯図の作成を⾏
い，建築と設備の⼲渉チェック等を実施することが設計図の特記仕様書に⽰された。 

施⼯者は施⼯期間中（S5）に施⼯計画や BIM モデル合意による施⼯図・製作図の調
整に BIM を適⽤した。施⼯計画に関する取り組み内容を図 1-4 に，BIM モデル合意に
関する取り組みを図 1-5 に⽰す。BIM モデル合意の取り組みでは発注者や設計者，設
備専⾨⼯事業者，専⾨⼯事業者（建築系，構造系）が⼀同に参画する BIM 調整会議を
開催し，施⼯図や製作図の調整や施設管理者視点から設備機器のメンテナンスルートの
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確認作業などをおこなった。なお，実際に施設管理を担当する維持管理業者は BIM 調
整会議の期間中には選定されていなかったので参加していない。 

維持管理期間（S7）における BIM の活⽤は，⼯事着⼯当初に施⼯者が発注者に対し
て⾃社で保有する「維持管理システム」と維持管理 BIM との連携（以下，維持管理 BIM
システム）を業務の効率化として提案した。竣⼯時には完成図として BIM データの納
品が求められていたが，明確な納品条件が⽰されていなかったこともあり，施⼯者とし
ては施⼯段階の BIM モデルを参考データ（完成した建物と同⼀でないため）として納
品する計画にしていた。そのため，施⼯ BIM の実⾏計画は施⼯図・製作図の調整業務
を主⽬的とし，最終の承認⾏為は図⾯とした。したがって，BIM モデル合意後の設計変
更対応は図⾯データのみが更新され，BIM モデルは更新されていない。結果，維持管理
に必要な属性情報の項⽬や⼊⼒範囲，維持管理に必要な BIM モデルの在り⽅すら定義
されておらず曖昧であった。このことから維持管理段階（S7）で使⽤する BIM モデル
の作成は⼯事請負の範疇ではないと考えられ，設計段階の情報を引き継いで維持管理で
活⽤するためには，⽬的に合った BIM モデルを準備する職能が新たに必要と思われる。
このような背景から発注者と施⼯者は，建築⽣産プロセスの中で維持管理 BIM や竣⼯
BIM の在り⽅を定義するだけでなく，発注者や設計者，施⼯者（専⾨⼯事業者を含む）
の役割分担を明確にする必要性を感じていた。 
 

 
図 1-4 施⼯計画 BIM の取り組み 

左図︓構台計画｜中央図︓鉄⾻仮設｜右図︓施⼯計画検討会の開催状況 

 
図 1-5 BIM モデル合意の取り組み 

左図︓鉄⾻と設備配管の⼲渉確認｜中央図︓調整事項リスト｜右図︓BIM 調整会議の様⼦ 
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1-2 試⾏・検証対象の概要 

（１）事業の名称 
 維持管理 BIM 作成業務等に関する効果検証・課題分析 
 
（２）事業期間 
 令和 2 年度内（2020 年 7 ⽉ 17 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 5 ⽇）［単年度事業］ 
 

（３）検証する標準ワークフロー 
 パターン②：設計・施⼯・維持管理段階で連携し BIM を活⽤する（図 1-6） 
 事業の特徴は施⼯者が⼯事請負契約と別に S5（施⼯）期間中に維持管理 BIM 作成業
務を担うことを想定した取り組みになっていることである。ライフサイクルコンサルテ
ィング業務については今回の検証範囲が維持管理 BIM 作成に特化しているため，維持
管理 BIM 作成者と施⼯者との連携を中⼼とした内容を検証の対象とした。 
 
 検証は標準ワークフローで⽰された通り，S5（施⼯）と同時進⾏で維持管理 BIM モ
デルを作成する作業⼯程になるため，施⼯者と維持管理 BIM 作成者とはリアルタイム
で情報を共有しながら業務を進めることを想定した。維持管理段階における発注者（維
持管理者）のメリットの検証は，構築した維持管理 BIM システムを 2021 年 4 ⽉以降
に使⽤した場合を想定して実務へのバーチャル適⽤という形で試みた。維持管理 BIM
システムを今までの業務に適⽤した場合の効果や課題点を抽出することで，維持管理
BIM の在り⽅や活⽤する効果を検証する。合わせて標準ワークフローの S6（引き渡し）
段階における維持管理 BIM の在り⽅に関する検証も実施した。 
 

 
図 1-6 標準ワークフロー（パターン②） 
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（４）維持管理 BIM システム 
維持管理段階において施設管理に関わる情報を BIM モデルだけで管理・運⽤するの

は⽇常の更新作業を考えると難しい側⾯が多いため，施設に関する情報の更新は施設管
理システム等を活⽤することも有効な⽅策のひとつと⾔える。今回はケーススタディと
して維持管理 BIM と維持管理システムを連携させて効果や課題点の検証を進めること
にした。検証結果は，あくまでも⼀般的な知⾒としての記載を⼼掛けた。 

今回使⽤する維持管理システムは，前⽥建設⼯業が保有するアイクロアを想定した
（第 7 章 7-8 を参照）。維持管理システムは維持管理 BIM が無くてもシステム単体で運
⽤することができ，適⽤事例として事務所，学校，庁舎，研究施設，道路などで活⽤さ
れている。維持管理 BIM システムの概要を図 1-7 に⽰す。 

 

 
図 1-7 施設管理 BIM システム（概要） 

 

（５）検証する効果等とその課題等 
検証する効果等と課題等を以下に⽰す。 
① 維持管理 BIM を作成する⼿順を検証し，必要なモデリング・⼊⼒ルールを策定す

るための基礎的な知⾒を整理することで，効率的な成果物の作成フローを⽰す。 
② 維持管理 BIM 作成者と施⼯者が，施⼯段階で確定していく設備施⼯情報の効率的

な受け渡し⼿順を策定する。デジタル情報の在り⽅を検証し，維持管理における
BIM の活⽤に関する基礎的な知⾒を⽰す。 
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③ 設計段階や施⼯段階において，維持管理段階のフロントローディングすべき項⽬
を検証し，発注者が設計者や施⼯者に伝えるべき要件を整理することで，BIM を
活⽤するメリットを具体的に⽰す。 

④ 発注者がいままで実施してきた施設管理の経験を踏まえ，竣⼯後の施設改修や⽇
常管理業務に BIM を活⽤することを想定した効果と課題を⽰す。なお，施設管理
を担当する維持管理業者（以下，BM 会社）への委託先選定業務などへの影響に
ついても検証をおこなう。 

⑤ 以上の知⾒から BEP（BIM 実⾏計画書），EIR（BIM 発注者情報要件），ライフサ
イクルコンサルティング，維持管理 BIM 作成の在り⽅を⽰す。 

 
（６）実施の⼿順 

施⼯期間（S5）に実施した施⼯ BIM と維持管理 BIM 作成との関連性を図 1-8 に⽰
す。維持管理 BIM モデル作成業務の検討は，地上階の鉄⾻建⽅⼯事が開始される直後
から始まった。この時期に図⾯が承認されているのは地下階の躯体図，鉄⾻製作図（地
下），総合図，地上階では躯体図，鉄⾻製作図（地上），総合図，鉄⾻階段製作図等であ
る。部屋の間仕切り位置や設備機器類のプロットの検討は始めていたが，すべてが確定
されているわけではなかった。この段階では⼊居するテナントが決まっておらず，発注
者側の⼯事となる B ⼯事についても情報は確定されていない。そのため⼀旦は設計図
書の通りに平⾯詳細図，天井伏図，総合図の作成を続けた。2020 年 12 ⽉時点において
も共⽤部を中⼼として間仕切り位置等の設計変更が発⽣しており，その後も竣⼯図の作
成を開始する 2 ⽉まで平⾯詳細図や天井伏図の修正が続けられていた。 

 

 
図 1-8 ⼯事⼯程と維持管理 BIM 作成業務との関係 
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ﾌﾟﾛｾｽ 検証⼿順 具体的な内容 
① 維持管理段階の課題等の

考察 
発注者がこれまでに知り得ている維持管理段階
のニーズや課題を抽出する。その結果から維持管
理 BIM システムを活⽤するユースケースを想定
する 

② 維持管理で必要となるデ
ジタル情報の分析 

設計者，施⼯者（元請，専⾨⼯事業者）への聞き
取り調査を実施して必要と考えられる情報を整
理する。施⼯者と維持管理 BIM 作成者との情報
の受け渡しとして設計 BIM や施⼯ BIM とのデ
ータ連携に係わる活⽤⼿順を整理する 

③ 維持管理BIMモデルの作
成ルールを策定し維持管
理 BIM システムの構築 

プロセス①と②の結果から維持管理 BIM のモデ
リングする範囲，属性情報として必要な項⽬を整
理する。その結果から維持管理 BIM システムを
構築する。 

④ 維持管理BIMシステムの
構築とバーチャル適⽤ 

維持管理 BIM システムを構築し，発注者がバー
チャルで試⾏をしてみて効果を検証する 

⑤ 考察・まとめ プロセス①〜④の結果から，維持管理 BIM 作成
者の在り⽅，ライフサイクルコンサルティング業
務の在り⽅，BEP・EIR の在り⽅を提⽰する 

図 1-9 検証⼿順 
 

 
図 1-10 各プロセスの実施時期 

 
維持管理 BIM 作成業務等の検証⼿順は図 1-9 に⽰す通り，概ね以下の 5 つのプロセ

スで進めた。検証⼿順と検証時期の関係性を図 1-10 に⽰す。維持管理段階における参
画者を整理するために，プロセス②の期間中に設計者と維持管理 BIM モデルの作成に
関与する可能性が考えられる施⼯者（総合⼯事業者，設備専⾨⼯事業者）と専⾨⼯事業

◎ 作業の進め⽅ 2020 2021
8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

③維持管理BIMモデル
の作成ルールを策定

④ 維持管理BIMシステムの構
築とバーチャル適⽤

⑤ 考察・まとめ

① 維持管理段階の課題等を考察

②維持管理で必要とな
るデジタル情報を分析

③ 維持管理BIM
システムの構築
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者に対して聞き取り調査を実施した。聞き取り調査をした専⾨⼯事業者の⼯種は以下の
通りである。 
 

① 電気設備専⾨⼯事業者 
② 機械設備専⾨⼯事業者 
③ 鉄⾻ファブリケーター 
④ 鉄⾻階段ファブリケーター 
⑤ アルミ製建具業者 
⑥ 昇降機設備業者 
⑦ 機械式駐⾞場設備業者 

 

（７）本事業による成果 
本事業により以下の 3 項⽬を検証の成果として進める。 

① 維持管理 BIM モデルの在り⽅ 
・BIM モデルのモデリング・⼊⼒ルールの策定 
・維持管理 BIM モデルの作成において施⼯者との情報連携の⼿法 

② 標準ワークフロー②における BEP・EIR の整理 
③ ライフサイクルコンサルティングの在り⽅ 

・発注者とともに維持管理 BIM を運⽤する視点から必要な項⽬の検証や活⽤し
た効果（バーチャル検証） 

・維持管理 BIM 運⽤のランニングコスト算出 
 
本事業では，維持管理段階で BIM を活⽤するために，建築⽣産と維持管理をつなげ

る流儀を発注者視点で⽰すことを⽬指す。そのためには，建築⽣産・維持管理プロセス
において，BIM を効率的に活⽤するために『ガイドライン（第 1 版）』で新たに定義さ
れた業務（ライフサイクルコンサルティング業務，維持管理 BIM 作成業務，など）で
実施すべき内容を具体的に整理する必要があると考えられる。整理する上の課題として
は，以下の２項⽬を指摘できる。 

① ライフサイクルコンサルティング業者や維持管理 BIM 作成者が実施すべき項⽬
を実案件での検証から明確化すること。 

② 設計 BIM・施⼯ BIM を実施するうえにおいて，維持管理段階におけるフロント
ローディングの在り⽅を明確化すること。 

最終的には上述した 3 項⽬の成果から具体的な効果や課題を考察し，それらの結果を
『ガイドライン（第１版）』に反映させることを⽬指すことにする。 
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（８）実施の体制 
実施の体制は，前⽥建設⼯業（施⼯者）と荒井商店（発注者・施設所有者・維持管理

者）の 2 社から構成される「国交省 BIM 検討 WG」を設置して検証を進めた。前⽥建
設⼯業が代表企業と事務局を務めた。 

各社の役割分担を図 1-11 に，体制表を図 1-12 に⽰す。 
 

構成員 会社名 主な作業内容 
（代表者） 
・施⼯者 
・LSC 業者 
・ 維 持 管 理

BIM 作成者 
 

前⽥建設⼯業株式会社 ・維持管理 BIM モデルの作成 
・発注者，施⼯者等への聞き取り調査から

現状の課題や⽅策を分析 
・維持管理 BIM モデルのモデリングルー

ル，⼊⼒情報ルールの策定 
・EIR・BEP の検討 

（構成員） 
・発注者 
・維持管理者 
・施設所有者 

株式会社荒井商店 ・発注者の視点から設計，施⼯，維持管理
に関する現状の課題分析 

・維持管理段階における知⾒の整理 
・維持管理 BIM システムを活⽤した場合

の効果や課題に関する分析 
・EIR・BEP の検討 

図 1-11 役割分担⼀覧 

 

 
図 1-12 体制表 

発注者
（荒井商店）設計者 総合⼯事業者

（前⽥建設）

設備専⾨⼯事業者

専⾨⼯事業者

維持管理BIM作成者
（前⽥建設）

維持管理システム
（前⽥建設）

（業務委託）

使⽤許諾契約

維持管理システムと
維持管理BIMの連携設定

業務委託
（EIR・BEP）情報提供

情報の受け渡し

施⼯者

ライフサイクル
コンサルティング

業者
（前⽥建設）

維持管理
業者

業務委託

使⽤

EIR
BEP

1-② 施⼯者との
情報伝達の課題

1-③ 作成者の在り⽅

1-① 維持管理BIMの
⼊⼒ルール

1-③ 業者の在り⽅

2-① 効率的な維持管理の付加価値
2-② 修繕計画・施⼯時の作業⼿間
2-③ ⽇常管理の作業⼿間

⼯事現場
と別部隊
が担当
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国交省 BIM 検討 WG 構成メンバー（敬称略，順不同） 
 
代表者 ：曽根 巨充 前⽥建設⼯業株式会社 建築事業本部 建築部 主幹 
副代表者：清⽔ 浩司 株式会社荒井商店 技術マネジメント部 部⻑ 
 
メンバー：宗 永芳   前⽥建設⼯業株式会社 建築事業本部 建築部 ICT 推進担当 
     北川 直樹 前⽥建設⼯業株式会社 建築事業本部 企画推進部 主査 

並⽊ 昭⼈ 前⽥建設⼯業株式会社 東京建築⽀店 建築所⻑ 
     江富 和朗 前⽥建設⼯業株式会社 東京建築⽀店 建築副所⻑ 

 
藤川 雄司 株式会社荒井商店 技術マネジメント部 副部⻑ 

     曽根 昭彦 株式会社荒井商店 技術マネジメント部 課⻑ 
     和出  強 株式会社荒井商店 技術マネジメント部 課⻑ 
     ⻘⽊  友 株式会社荒井商店 技術マネジメント部 主任 
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第 2 章 提案内容 
 
2-1 設定した検討課題と解決策の⽅向性 

（１）分析する課題 
「BIM データの活⽤・連携に伴う課題の分析等」の検証を進める上において，具体的

に設定した分析する課題は以下の 3 項⽬である。 
① 維持管理 BIM モデルのモデリング・⼊⼒ルールの分析 
② 施⼯者と維持管理 BIM 作成者間の情報伝達に関する課題の分析 
③ BEP（BIM 実⾏計画書），EIR（BIM 発注者情報要件），ライフサイクルコンサル

ティング業務，維持管理 BIM 作成の標準的な在り⽅の分析 
 

（２）『BIM ガイドライン（第 1 版）』に該当する箇所 
主に該当する箇所は以下の通りである。 
① 2-2. 標準ワークフロー パターン②:設計・施⼯・維持管理で連携し BIM を活⽤, 

pp.25-34 
② 3-2．「設計・施⼯・維持管理段階で連携し BIM を活⽤する」⼿法について, pp.73-

76 
 
（３）解決策の⽅向性 

維持管理段階に関する現状の課題点を発注者，設計者，施⼯者，維持管理者から聞き
取り調査を実施して現状の課題を整理・分析することから始める。それらの結果と想定
される維持管理 BIM モデルの活⽤⼿法を当てはめて課題解決に向けて解決策を策定す
る。 

具体的な実施⼿順は以下の通りとする。 
① 発注者が施設の維持管理を実施する際に必要な項⽬やいままでの課題点などをと

りまとめる。 
② それらのニーズに対して維持管理 BIM の在り⽅や⼊⼒ルール，デジタル情報で管

理すべき項⽬に層別する。維持管理 BIM システムを実際に構築し，BIM モデル
のデータ活⽤に関するワークフローを整理する。 

③ 構築した維持管理 BIM システムを運⽤することを想定し，BIM モデルの在り⽅，
設備施⼯情報伝達の業務内容を検証し，BEP（BIM 実⾏計画書），EIR（BIM 発注
者情報要件），ライフサイクルコンサルティング，維持管理 BIM 作成に関する書
式の在り⽅を考察する。 
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2-2 設定した定量的に検証する効果と⽐較基準，⽬標 

（１）定量的に検証する効果 
「BIM の活⽤による⽣産性向上等のメリットの検証等」の検証を進めるために設定

した定量的な効果は以下の通りである。 
① 設計 BIM や施⼯ BIM を活⽤して維持管理のフロントローディングにより，竣⼯

後の施設管理に及ぼすリスク低減効果や維持管理に係わるコスト削減効果に関す
る検証 
・ 建築や設備の更新を同等規模の標準的な施設実績に照らした更新時期の延命

（時間） 
・ 維持管理のフロントローディングにより，竣⼯後の使い勝⼿の悪さから改修⼯

事が発⽣するリスクの低減効果（低減リスク項⽬数） 
② 維持管理 BIM システムの構築により，修繕⼯事やリニューアル⼯事における図⾯

作成業務や⼯事管理業務などに係わる作業⼈⼯数の検証 
  ・ 紙の情報を活⽤している場合の業務量との⽐較（時間） 
③ 維持管理 BIM システムを活⽤した際の⽇常管理業務量の検証 
  ・ 紙の情報を活⽤している場合の業務量との⽐較（時間） 
 

（２）⽐較基準 
上述の①〜③の⽐較基準は同等規模の施設における作業の歩掛実績や更新時期等と

する。 
 
（３）効果の⽬標 

① 効率的な維持管理の付加価値：10％の低減（予防保全との組合せ） 
② 修繕計画・施⼯時の作業⼿間：10％の低減 
③ ⽇常管理の作業⼿間    ：10％の低減 

 
（４）実施の⼿順 
 発注者のいままでの維持管理における知⾒と新たに維持管理 BIM システムを活⽤し
た場合との⽐較検証を⼼掛けることとし，以下の⼿順で進める。 

① 発注者が同等規模の施設における作業の歩掛りや課題点などをとりまとめる。 
② 維持管理 BIM システムを構築し，発注者，実際にビル管理を担当する BM 会社が

バーチャルで適⽤をする。適⽤時に維持管理 BIM システムに起因する課題は，
BIM データの活⽤・連携に伴う課題の分析にフィードバックする。 

③ 適⽤した検証結果から，施設管理の効率化に維持管理 BIM が寄与する定量的な数
値を考察する。 
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第 3 章 BIM データの活⽤・連携に伴う課題の分析等について 

 

3-1（様式 1）維持管理 BIM のモデリング・⼊⼒ルールの分析 

3-2（様式 1）施⼯者と維持管理 BIM 作成者間の情報伝達に関する課題の分析 

3-3（様式 1）BEP、EIR、ライフサイクルコンサルティング業務，維持管理 BIM 

作成の標準的な在り⽅の分析 

3-4（様式 1）に関する補⾜説明資料 
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BIM データの活用・連携に伴う課題の分析等について 採択事業者名 前田建設工業・荒井商店 

概 

要 

検討する課題 

※カッコ内に通し番号を設定・記

載 

（①） 維持管理 BIM のモデリング・入力ルールの分析 

検討の結果（課題の解決

策）の概要 

結果① 発注者への聞き取り調査より，維持管理 BIM の活用方法は

以下となった。 

 （１）設備の系統等をすみやかに把握・説明したい。 

 （２）建築は現物を見ても分かりにくい部分を把握したい。 

 （３）部材・部品類の交換時の対応をすみやかに処理したい。 

 （４）外壁に足場を計画する際の手間を減らしたい。 

結果② 維持管理 BIM の作成は以下の 2 通りに分かれる。 

（１）設計 BIM（意匠・構造・設備）を使用する場合は，設計者

が確認申請から施工期間中（S5）に発生する設計変更（計

画変更 BIM）にまで対応している必要がある。対応して

いれば竣工 BIM に引き継がれ，それを活用して維持管理

BIM を構築することができる。 

（２）設計 BIM（意匠・構造・設備）が施工期間中（S5）に発生

する設計変更等に対応できていない場合は，施工段階

（S5）で確定した情報に基づいて竣工直前から新たに作

成するのが効率的である。 

結果③ 維持管理 BIM（建築）は設計図（一般図）と同等の情報量

で良い。維持管理 BIM（設備）は活用目的により総合図（プ

ロットを含む）と同等の情報量が必要になる。その場合は

設備専門工事業者の情報を継承する必要がある。 

結果④ 維持管理で必要な属性情報の項目は維持管理 BIM で閲覧

するのか,維持管理システムで閲覧・更新するのかを先に

決める必要がある。それに合わせて維持管理 BIM に入力す

る属性情報を決める。閲覧だけであれば属性入力は最低限

で良い。 

結果⑤ 維持管理 BIM で必要となる属性情報は，設計者が作成する

設計 BIM で使用するファミリやオブジェクト（以下，ライ

ブラリ）に追記できるようにするのが望ましい（ライブラ

リは設計 BIM の作成段階から使用する）。 

詳 

細 

検討に当たっての前提条

件 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構

造種別などの特性，該当するワーク

フロー，使用実態等）に沿って記載し

てください。 

① 用途：事務所・店舗（賃貸）。施工期間中に B,C 工事が発生し

た。 

② 規模：地下 3 階，地上 10 階，塔屋 1 階｜延床面積：約 5,300 ㎡ 

③ 該当するワークフロー：標準ワークフロー② 

④ 設計者は基本設計段階（S1～S4）まで設計 BIM を作成したが施

工者への引き渡しはなかった。施工者は施工期間中（S5）に施

工 BIM を作成したが，建築-設備の大所の調整で BIM の更新は

終了した。それ以降の設計変更等の対応は図面で追従してい

る。 
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⑤ 施工者（総合工事業者）が施工期間中（S5）に維持管理 BIM を

新たに作成する計画とした。 

⑥ 維持管理 BIM の作成には工事を請け負った設備専門工事業者

と専門工事業者に作成の協力を依頼した。 

課題と前提条件を踏まえ

た検討の実施方法，体制 

※検討に当たり，留意する点や想定し

ていた課題も含め記載してくださ

い。 

① 発注者から維持管理段階で必要となる情報を聞き取り調査し，

維持管理 BIM で必要となる形状の詳細度や属性情報を明らか

にする。 

② 聞き取り調査はライフサイクルコンサルティング業者（今回は

総合工事業者）が実施することを想定する。 

③ 聞き取り調査に基づいて，維持管理 BIM を作成する。 

④ 課題点は施工期間中（S5）に維持管理 BIM を作成することを想

定していたので，設計変更等による変更箇所が多大になると維

持管理 BIM がいつまでたっても完成しないことが想定された。 

検討の結果（課題の解決

策）の詳細 

※単に先端的な結果を記載するだけで

なく，今後成果を公表した際に他の

事業者を先導し，成果を横展開でき

るよう意識してください。 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構

造種別などの特性，該当するワーク

フロー，使用実態等）に沿って記載し

てください。 

※検討の過程なども詳細に記載してく

ださい。 

 

結果① の詳細 

発注者に維持管理 BIM や維持管理システムを活用する場面を聞

き取りした結果を【参考資料 3-1】に示す。 

最初に維持管理 BIM の表現については「設備の系統等をすみや

かに把握・説明したい」ニーズがあった。具体的には建物のカタチ

と配管類の系統と経路，レベル，鉄骨のスリーブ位置（配線の位置

を検討）等が要求された。これは，テナント入退去時に工事区分

（A/B/C 工事）を明示したいという理由による。次に「建築部位に

ついては現物を見ても分かりにくい部分を把握したい」ことが示

された。具体的には，壁種（構造壁・雑壁｜躯体壁・乾式壁｜A 工

事・B 工事）が分かれば原状回復よりも C 工事の計画で有効であ

るとのことだった。「部材・部品類の交換時の対応をすみやかに処

理したい」では，型番やメーカーを容易に把握できれば良いとのこ

とであった。「外壁に足場を計画する際の手間を減らしたい」では，

将来に工事が発生した際に，新築時の外部足場計画を継承できる

可能性があるとのことだった。 

 その結果，維持管理 BIM の作成ルールは以下とした。 

〇 活用方法｜維持管理 BIM はビューアーで閲覧する。 

・図面では説明・確認しにくい空間構成を把握する。 

・ 維持管理 BIM モデルはワンモデルでなくても良い。 

 ⇒中間ファイル形式で構築する。 

・系統で見えるようにビューを設定する。 

・設備機器類の属性情報を閲覧できる。 

・閲覧する BIM モデルはクラウド環境で構築する。 

〇 更新作業｜維持管理システムを使用する。 

・内製で BIM モデルの更新は難しいため，関係者が容易に情報を

閲覧・更新できるシステムが必要 

・維持管理業者が入力・更新する項目がある。 

・維持管理システムはクラウド環境で情報更新する。 
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〇 台帳整備｜維持管理システムで入力・更新する。 

・設備・建具系。 

〇 テナント入居フロアは B 工事まで作成する。 

・発注者は B 工事までを資産管理している。 

 

結果②の詳細 

本事業では『ガイドライン（第１版）』で示された通り施工期間

中（S5）に維持管理 BIM を作成することを試行した。どのように

維持管理 BIM を作成するのかを検討した結果，新たに作成するこ

とになった。背景としては設計 BIM が施工者や維持管理 BIM 作成

者に提示されていなかったこと，施工 BIM が最後の設計変更まで

追従していないこと，維持管理段階で必要な情報や必要な BIM モ

デルの詳細度が不明なため，発注者への聞き取りが必要であった

ことによる。『ガイドライン（第１版）』で示された通り，設計 BIM

を維持管理 BIM のベースとして使用するための議論を実施した。

一番の問題は，設計 BIM が実施設計図と同等である事や施工期間

中に発生する設計変更に追従していないと，維持管理 BIM 作成者

側で設計変更箇所を突き合わせて設計 BIM を修正する業務が発生

してしまうことである。各段階間でデータ連携を想定する場合は，

上流から正しい情報で作成された BIM が引き渡されなければなら

ない。施工期間中の設計変更に伴う修正作業を維持管理 BIM 作成

者がリアルタイムで実施することは業務範疇ではないと考えられ

る。維持管理 BIM 作成者は正しい設計 BIM を受け取り，維持管理

に必要な属性情報の追記や活用目的に合わせて BIM の入れ替えや

維持管理システムとの連携作業が主業務と想定される。技術的に

は可能であるが，作業人工増にともなう費用負担が発注者に及ぶ

ため，その費用を負担する価値があるのかを見極める必要がある。 

設計変更対応や属性情報の確認時期をキーデートとして 3 回確

保した。それぞれの時期で作業量は増えて，最終的には 2 倍以上の

作業量となった。竣工時から作成する場合を 1 と想定して，今回の

作業人工を試算してみた。 

 

確 認 時
期＼ 
分野 

竣 ⼯ 後
か ら 作
成 （ 基
準） 

11/1 の
図 ⾯ か
ら作成 

12/上旬
の 図 ⾯
を確認 

12/中旬
の 図 ⾯
を確認 

1/ 上 旬
の 図 ⾯
を確認 

3/ 上 旬
の 現 地
確認 

建築 1.0 1.0 1.5 1.8 2.0 2.1 
電気 1.0 1.0 1.6 1.8 1.9 2.0 
機械 1.0 1.0 1.6 1.9 2.1 2.3 
 

一方，施工 BIM においても施工期間中に発生する設計変更に最

後まで対応することを活用目的として設定することはほとんどな

い。一方，専門工事業者によっては製作図の最終形直前まで BIM
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が追従していることが聞き取り調査で判明した。工種によっては

施工 BIM の詳細度を落として維持管理 BIM に転用することが可

能であったため，専門工事業者にも作成の一部を依頼した。作成し

た維持管理 BIM を【参考資料 3-2～5】に示す。維持管理 BIM 作成

の基準とした情報（設計図・施工図・製作図）と作成者の関係を【参

考資料 3-6】に示す。 

 

結果③の詳細 

維持管理 BIM で表現する範囲は発注者や設備専門工事業者，専

門工事業者からの聞き取り調査を基にして使用する場面から想定

した。作成する範囲の考え方を【参考資料 3-7】に示す。 

発注者から建築（意匠・構造）については,現物を見ても詳細が

分かりにくい箇所の情報を把握したいニーズが高く，具体的には

壁種（構造壁・雑壁，躯体壁・乾式壁，A 工事・B 工事）が示され

た。躯体（コンクリート・鉄骨）に関しては形状のみが要求された

ため，コンクリート躯体は躯体図から BIM モデルを作成し，鉄骨

は鉄骨 FAB と鉄骨階段 FAB が作成した BIM を使用した。その際

はデータの軽量化を図るため維持管理で必要としない部品を削除

した。昇降機設備についても同様であったため，メーカーが作成し

た BIM を使用した。それ以外では建具に関しては金物などの消耗

品があるため，台帳整理をする情報の必要性が示されたため外部

サッシに関してはメーカーが作成した BIM（属性入力含）を使用

し，内部建具に関しては維持管理 BIM 作成者が BIM の作成と属性

情報を入力した。表現した範囲を【参考資料 3-8】に示す。 

設備（電気設備・機械設備）では各系統をすみやかに把握し社内

や維持管理者と状況を共有したい，というニーズが高いことが示

された。例えばテナントの入退去時に A,B 工事の区分をテナント

や工事業者に説明する際に図面より BIM による 3 次元モデルが有

効であるとのことだった。そのため配管等の系統と経路，レベルの

閲覧ができるように作成を進めることにした。鉄骨のスリーブ位

置についてもテナントの入居時等で配管やダクト等の増設を検討

するのに有効であることも確認できた。このような事から設備に

関しては設備専門工事業者が作成する施工 BIM の形状・配置が必

要であることが確認できた。そのため，設備専門工事業者に維持管

理 BIM の設備分野の作成を依頼した。属性情報に関してはすでに

運用されている設備台帳から必要とされる項目をあらためて精査

をおこない確定させた。表現した範囲を【参考資料 3-9】に示す。 

外壁の修繕工事や屋上に設備機器等を新設する際は，外部足場

の設置が必要になる。従来，新築工事中の施工計画類の情報が引き

継がれることは想定していなかったが，直近で修繕工事をした事

務所ビルの外部足場を計画（壁繋ぎの位置）するのに苦心した，と

いう経験から今回は維持管理 BIM のひとつとして閲覧できるよう
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に整えた。施工段階ではくさび式足場の部材形状が丸形状だった

ためデータ量が増えてしまい閲覧に苦労した。そのため，維持管理

用では丸形状ではなく８角形の形状で新たに作成し，閲覧の処理

に問題がないように配慮した（維持管理 BIM で使用する場合は，

施工 BIM の段階で形状の簡素化をしても良いと考えられる）。配置

位置が分かれば良いので，クランプ類は表現から外した。 

表現した範囲を【参考資料 3-10】に示す。 

 

結果④の詳細 

属性情報として管理するデータは，BIM の属性情報にこだわら

ずデジタル情報として更新する必要がある項目とした。そのため，

発注者がいままでに作成していた台帳を参考にして項目の整理を

進めた。その結果，台帳として整理が必要な部位は，部材・部品類

の交換時にすみやかな対応が求められる項目となった。具体的に

は次の部位とした。必要とした属性情報を【参考資料 3-11】に示

す。 

① 外部サッシ（金物系） 

② 内部建具（金物系） 

③ 設備機器類（機械設備・電気設備） 

①についてはメーカー側が把握している情報があるので，維持

管理 BIM 作成者からメーカーに情報の整理を依頼する必要があっ

た。②については製作図に記載される情報であるので施工者（総合

工事業者）から情報を入手し維持管理 BIM 作成者が整理した。③

については設備専門工事業者側が情報を持っているので，維持管

理 BIM 作成者から台帳作成を依頼した。これらの情報が揃わない

と維持管理 BIM の属性に情報を入れることができない。維持管理

に必要な属性情報の整理と BIM への属性情報の入力は建築と設備

で異なる。建築は総合工事業者から情報を入手し維持管理 BIM 作

成者が情報の整理と入力を担当し，設備に関しては維持管理 BIM

作成者から工事を担当した設備専門工事業者に維持管理 BIM の作

成と属性情報の整理，BIM への属性情報の入力を依頼した。設備

専門工事業者では工事を担当する現場代理人が正しい情報を把握

しているが，工事の繁忙期と重なり現場代理人がそれらを担うこ

とは無理であった。そのため，各社の支援部門から維持管理 BIM

の担当者を配置して建築現場と必要な情報を連携していただく体

制とした。 

これらの検証結果から，維持管理段階で使用する属性情報は閲

覧する形状・配置の情報（維持管理 BIM）と更新するテキスト情報

（維持管理システム）に大別しても良いと考えられる。属性情報の

扱い方を【参考資料 3-12】に示す。 
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結果⑤の詳細 

維持管理 BIM に台帳整備で示された属性情報を入力することを

試みた。属性情報の項目が多い設備では施工 BIM を転用すること

にしたため維持管理で必要な属性項目が記載できるライブラリが

施工開始前から準備されていなかった。さらに施工 BIM では活用

目的として中間ファイルフォーマット（IFC）で運用され，属性情

報の入力が必須ではなかったこともその要因として挙げられる。

BIM ソフトウェアでは属性情報の項目リストをエクスポートして

から表計算ソフトウェアで追記してインポートすることにより追

記できる機能が搭載されているが，作成途中から項目を追加する

機能がないため，BIM をすでに作成している状態から転用するこ

とが難しいことが判明した。そのため必要な箇所の属性情報を都

度開いて記入する作業が発生した。この機能は空欄でも記入する

項目が作成前に用意できていれば搭載されている機能を使用する

ことができるため，建築・設備とも設計段階から維持管理 BIM で

使用する属性情報を記入できるライブラリが必須であることを確

認した。このように属性情報の項目は設計段階から準備されてい

ないと，設計 BIM を使用して維持管理 BIM に転用することはでき

ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

試行錯誤した点や当初

の目論見から外れた点

（検証に当たり直面し

た，想定していなかっ

た課題・事象等を含

む。）や，そこから解決

に至った過程 

施工期間中に維持管理 BIM を作成するに伴い以下の試行錯誤等が

あった。 

① 施工期間中の設計変更に追従する作業は非効率であること 

本事業では竣⼯ 5 か⽉前の 10 ⽉末時点の施⼯図・製作図から維
持管理 BIM の作成を開始した。これ以降は⼤きな設計変更はない
だろう，という想定のもとで開始したが，共⽤部の壁の位置変更や
建具の位置，開き勝⼿の変更，便器レイアウト変更，などが発⽣し
た。施⼯図（2 次元図⾯）の修正は都度追従しているが，BIM の変
更作業は情報量が多いため，修正の作業⼿間が煩雑となった。変更
箇所の把握は基準とした施⼯図からの変更箇所を総合⼯事業者の
施⼯図担当者と設備専⾨⼯事業者の現場代理⼈に整理していただ
き，維持管理 BIM 作成者が修正対応を進めた。そのため，維持管
理 BIM 作成者の作業が断⽚的となってしまい，⽣産性のある作成
⼿順とはならなかった（施⼯者側も⼯事繁忙期に別の労⼒が発⽣
していた）。そのため，施⼯図の情報がすべて確定したのち，集中
的に維持管理 BIM や台帳整理，属性情報の⼊⼒を進めていくこと
が望ましいと考えられる。 

② 維持管理 BIM の作成に必要な情報は施工者のみが対応してい

ること 

⼯事に忙殺される時期では維持管理に必要な情報の整理まで⼿
が回らないことが確認できた。特に設備専⾨⼯事業者においては
その傾向が顕著であった。そのため，本社の⽀援部⾨から維持管理
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※提案した課題ごとに本様式に沿って作成してください。１枚に収まらない場合は複数ページにまた

がっても結構です。適宜参考資料を添付してください。 
※複数年度事業であって，検討に着手していない部分等については「今後実施予定」等と適宜記載して

ください。 
※検証結果報告書の「（５）結果から導き出される，より発展的に活用するための今後の課題」を見据え

て具体的に記載してください 
 
  

BIM の作成に対応できる技術者に参画していただいたが，⼯事に
関与しているわけではないので，情報の⼊⼿は受け⾝となってし
まう。今回は維持管理 BIM で必要な範囲や属性情報の整理から始
めたために時間を要した。このことから⼯事が開始されるときに
維持管理段階で必要となる情報がすべて開⽰され，BIM のライブ
ラリが設計 BIM から引き継がれていれば準備期間が短縮できる可
能性がある。 

③ 作成した維持管理 BIM と実際の建物との整合性が担保されて

いること 

維持管理 BIM は図⾯から作成するのが⼀般的と思われ，現物を
確認する機会がないことが考えられる。当然，作成者により図⾯か
ら⾃主チェックされるが，成果物をあらためてライフサイクルコ
ンサルタント業者がすべて確認するのは難しい。そのため確認作
業は⽬視によることが想定される。さらに確認者は，すべての知識
を有し，現場対応で変更された箇所までを把握する必要がある。そ
のため，維持管理 BIM と現物との差異があった場合でも維持管理
段階（S7）では影響がない範囲を⽰すことも重要になる。今回は維
持管理 BIM 作成者（設備専⾨⼯事業者含む）が維持管理 BIM と現
地との整合を施⼯者の⽴ち合いのもと確認する場を設けた。特に
設備におけるダクトや配管のルートでは，現場合わせで施⼯図と
の整合がとれていない箇所があることも確認できた。今回は，発注
者側に技術者がいるため，多少の差異は読み替える知識がある。こ
の場合，維持管理 BIM の活⽤⽬的のひとつが系統把握であること
を考えると，⼤きな影響はないと思われる。⼀⽅，現物と維持管理
BIM の不整合性により現地確認が必要となるのでは，本末転倒で
ある。維持管理 BIM が現物とどこまで合致しているのかを，作成
前の段階で活⽤するレベル分けとして分類しておく必要がある。 

設計者への聞き取りからは，施⼯時の状況を点群データや 360°

カメラで撮影し、エビデンスとして残すことはテナント⼯事の際
に役に⽴つ。特に天井や壁の裏側の設備配線等の細かな情報は
BIM でも追いきれないため有効であると指摘された。 
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BIM データの活用・連携に伴う課題の分析等について 採択事業者名 前田建設工業・荒井商店 

概 

要 

検討する課題 

※カッコ内に通し番号を設定・記載 

（②） 施工者と維持管理 BIM 作成者間の情報伝達に関する課

題の分析 

検討の結果（課題の解決

策）の概要 

結果① 維持管理 BIM 作成者は，『ガイドライン（第 1 版）』に記

載されている通り，施工期間中（S5）に作成に必要な情報

を施工者から入手した。そのため，施工図・製作図の最新

版と変更箇所を総合工事業者と維持管理 BIM 作成者が共

有する必要があり，お互いに最新情報の伝達・入手の作業

が発生した。維持管理 BIM 作成者が施工期間中（S5）に

発生する設計変更の修正対応に生産性は見いだせなかっ

た。維持管理 BIM の作成は，設計変更等による施工図や

製作図の情報が確定した段階から始める選択肢を設ける

ことが望まれる。その場合は，納期が竣工・引き渡し後に

なることを考慮する。 

結果② ライフサイクルコンサルタント業者は維持管理 BIM で必

要になる情報と竣工図や竣工引き渡し図書（以下，図書類）

との整合を担保させるような配慮が必要と考えられる。本

案件では発注者と設計者，施工者が図書類に関する打合せ

を始めたのは，竣工・引き渡しの 3 か月前だった。図書類

が完成するのは竣工・引き渡し後になることも慣習として

あり得ることから，維持管理 BIM の作成が先行する場合

は，施工者が維持管理 BIM 作成者に情報伝達する業務と

重複させないような進め方が望まれる。 

結果③ 維持管理 BIM は，部位により設備専門工事業者や専門工

事業者（メーカー含む）が工事請負契約とは別に作成をし

ても良いと考えられる。統合（重ね合わせ）は維持管理BIM

作成者が実施する。その際は施工を請け負った時期に，納

品の条件（属性の扱い，BIM の詳細度）が提示され，工事

範囲が終了した時点で納品されていることが望まれる。維

持管理で必要な情報は，専門工事業者側が保持している場

合が多いので，台帳整備や属性入力について協力をしてい

ただくことも考えられる。その際は使用する BIM ソフト

ウェアやデータ連携，必要な属性情報に関する協議を事前

に取り決めておくことが望ましい。 

結果④ 維持管理 BIM 作成者と設計者の関係（役割分担）が見え

にくい。発注者から建物に要求される品質や使い勝手など

は設計者が最も把握しているはずである。施工期間中

（S5）に発生する設計変更等に関する情報（計画変更）に

ついても同様である。設計 BIM は維持管理 BIM の作成に

関するベースとなるため，どのように作成されるのかを把

握する必要がある。 

結果⑤ 施工段階（S5）に維持管理 BIM を作成した場合の引き渡



別 紙 様 式 1 

28 
 

し（S6）の着眼点は，設計 BIM の成果物や竣工図，竣工

引き渡し図書や現物との整合などを発注者・設計者・施工

者を交えて施工段階から協議できる体制を構築すること

が望まれる。 

 

詳 

細 

検討に当たっての前提条

件 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構

造種別などの特性，該当するワークフ

ロー，使用実態等）に沿って記載して

ください。 

① 用途：事務所・店舗（賃貸）。施工期間中に B,C 工事が発生し

た。 

② 規模：地下 3 階，地上 10 階，塔屋 1 階｜延床面積：約 5,300 ㎡ 

③ 該当するワークフロー：標準ワークフロー② 

④ 設計者は基本設計段階まで設計 BIM モデルを作成した。施工

者への引き渡しはなかった。 

⑤ 施工者は施工期間中に施工 BIM モデルを作成した。承認行為

は図面によるため，施工 BIM モデルは建築-設備の大所の調整

で更新は終了した。それ以降の設計変更等の対応は図面で追従

している。 

⑥ 施工者（総合工事業者）が施工期間中に維持管理 BIM モデル

を作成する計画とした。ただし，作成者は工事現場とは別の部

門が担当している。 

課題と前提条件を踏まえ

た検討の実施方法，体制 

※検討に当たり，留意する点や想定して

いた課題も含め記載してください。 

① 維持管理 BIM 作成者は，施工者（総合工事業者）から施工図・

製作図の最新版を受領して建築 BIM モデルを作成する。 

② 設備については維持管理 BIM 作成者から工事を請け負った設

備専門工事業者に維持管理 BIM 用の BIM モデル（属性含む）

の作成を依頼する。 

③ 製作図で承認されている部位（建築）については，施工 BIM に

対応した専門工事業者が維持管理 BIM 用の BIM モデル（属性

含む）を作成する。 

④ 専門工事業者が作成した BIM モデルは中間フォーマットファ

イルでの受け渡しとなる（維持管理に必要な属性情報の入力は

不要とする）。 

検討の結果（課題の解決

策）の詳細 

※単に先端的な結果を記載するだけで

なく，今後成果を公表した際に他の事

業者を先導し，成果を横展開できるよ

う意識してください。 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構

造種別などの特性，該当するワークフ

ロー，使用実態等）に沿って記載して

ください。 

※検討の過程なども詳細に記載してく

ださい。 

 

結果①の詳細 

維持管理 BIM 作成者は，総合工事業者の施工図担当者から施工

図の最新版を受領して，建築 BIM モデルを新たに作成した。これ

は設計 BIM が継承されていなかった事と施工 BIM で使用した

BIM モデルが設計変更に追従できていなかったためである。途中

段階の BIM の修正箇所を逐一探すより，確定した情報を基に最初

から作成するのが効率的と考えられたからである。施工期間中に

維持管理 BIM を作成するには，施工期間中の変更にどのように対

応するのかが重要になる。設計 BIM が存在していても，設計変更

に都度対応されていなければ継承しにくい。維持管理 BIM 作成者

が都度変更に対応しながら維持管理 BIM を作成するのは非効率

といえる。維持管理 BIM 作成者が施工そのものに関与するのは，

費用面からも想定しにくい。そのため，発注者は竣工・引渡しと
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同時に維持管理 BIM が必要であれば，作成の非効率を含めて維持

管理 BIM 作成者に EIR の提示をおこなう。維持管理 BIM 作成者

が施工側に情報を取りに行くフローを【参考資料 3-13】に示す。 

 

結果②の詳細 

維持管理 BIM 作成時期が竣工図・竣工引渡し図書の作成より早

くなることに留意すべきである。維持管理 BIM からは竣工図を作

成することを想定していない。その結果，竣工図と維持管理 BIM

との整合性を確認する作業が発生してしまう。さらに竣工図がど

の BIM モデルから作成するのかを考えた場合，設計 BIM から作

成されるのが望ましい。そうなると，維持管理 BIM は，竣工図が

作成された設計 BIM に維持管理に必要な情報を付加することで

整合性が確保できると考えられる。一方，竣工引渡し図書には設

備機器類の仕様や取り扱い説明書などが含まれることが一般的で

ある。そのため，維持管理 BIM 作成のための情報整理と引渡し図

書を作成するための情報整理が 2 つに分かれてしまうことも考え

られる。ライフサイクルコンサルティング業者と発注者は，施工

者が維持管理 BIM 作成に必要となる情報の整理と竣工図や竣工

引渡し図書の作成業務が別々になることで，作業が重複しないよ

うに事前に調整をしておくことが望まれる。その場合，維持管理

BIM で必要となる属性情報は，すべての情報が確定された竣工図

や竣工引渡し図書を使用してから作成されるのが望ましいと考え

られる。これらの進め方は見積段階で設計者や施工者に示す必要

がある。場合によっては，設備工事専門業者や専門工事業者にも，

維持管理 BIM 作成や必要な属性情報の整理を見積条件にしてお

く必要がある。 

 

結果③の詳細 

「（①）維持管理 BIM のモデリング・入力ルールの分析」にお

いて記述した通り，維持管理 BIM の活用目的によっては，専門工

事業者が作成した BIM を取り入れる必要がある。施工者との連携

に関する課題を【参考資料 3-14】に示す。今回の検証では，維持

管理 BIM の作成を鉄骨建方中に開始しているため，関連する部位

はすでに図面承認が終わっていた。維持管理段階では新規テナン

トの設備増設計画の検討時に，鉄骨スリーブ位置が必要と示され

ていたため，鉄骨 FAB が作成した製作図同等の BIM を転用する

ことで，正しい情報を維持管理 BIM に継承することができる。想

定される工種は製作図を作成し工場で製品を作る鉄骨 FAB，鉄骨

階段 FAB，外部建具，設備機器（機械・電気），昇降機設備，機械

式駐車場，などが考えられる。維持管理 BIM を作成する BEP に

どの BIM から構成されるのかを先に決めておくのが良い。 

今回は，以下の設備専門工事業者と専門工事業者，メーカーに
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対応状況の聞き取り調査をおこなった。 

 

① 電気設備専門工事業者 

 維持管理 BIM の作成実績なし。エクセルの一覧表に情報記入を

要求されることはある。ただし，使い道まで説明されることはな

い。施工 BIM では最新版管理は図面である。T-fas で作成してい

るので指定された Rebro にデータを移行する必要がある。現場代

理人が最新情報を保有しているが，工事優先のため支援部門で対

応をする。 

② 機械設備専門工事業者 

維持管理 BIM の作成実績なし。エクセルの一覧表に情報記入を

要求されることはある。ただし，使い道まで説明されることはな

い。施工 BIM では最新版管理は図面である。T-fas で作成してい

るので指定された Rebro にデータを移行する必要がある。現場代

理人が最新情報を保有しているが，工事優先のため支援部門で対

応をする。 

③ 鉄骨ファブリケーター 

維持管理 BIM の作成実績なし。施工 BIM では製作図承認の手

間まで情報を更新したので，提供は可能である。専用 CAD を使用

しているので，IFC での提供となる。維持管理段階で鉄骨の情報

を要求されることはない。データの軽量化のためにボルト類は削

除する必要がある。2 次部材までの形状データのみの作成とした。 

④ 鉄骨階段ファブリケーター 

維持管理 BIM の作成実績なし。施工 BIM では製作図承認の手

前まで情報を更新したので，提供は可能である。専用 CAD を使用

しているので，IFC での提供となる。維持管理段階で鉄骨の情報

を要求されることはない。データの軽量化のためにボルト類は削

除する必要がある。また，踊り場等の床コンクリートまでは表示

していない（工事範囲外）。 

⑤ アルミ製建具業者 

 維持管理 BIM の作成実績なし。施工 BIM では製作図承認の手

前まで情報を更新したので，提供は可能である。建築系の BIM ソ

フトウェアで作成しているので，ネイティブのデータ提供は可能

である。工場製作とのデータ連携があるので，データの軽量化を

する必要がある。枠形状や水切り，幕板の表現は簡易としたので，

データの編集作業が発生する。 

⑥ 昇降機設備業者 

維持管理 BIM の作成実績なし。施工 BIM では製作図承認の手

間まで情報を更新したので，提供は可能である。建築系の BIM ソ

フトウェアで作成しているので，ネイティブのデータ提供は可能

である。工場製作とのデータ連携があるので，データの軽量化を

する必要がある。そのため，簡易形状としてかご，三方枠，敷居，
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扉，押し釦程度とする。 

⑦ 機械式駐車場設備業者 

維持管理 BIM の作成実績なし。施工 BIM には対応していない

ので，製作図から BIM を作成できるため，提供は可能である。3

次元 CAD を使用しているので DXF での提供となる。データの軽

量化をする必要があるため，パレットとレール等の簡易形状とし

た。 

⑧ 維持管理業者 

 維持管理 BIM を使用した実績はない。社内で BIM を扱える人

材や環境が整っていない。 

  

結果④の詳細 

維持管理 BIM の作成時期中では，設計者の関与を考慮していな

かった。『ガイドライン（第 1 版）』で示されていた通り，施工者

とのみ情報のやりとりをおこなった。その作業過程で，維持管理

BIM が設計 BIM とのデータ連携を実現させるために，設計者（特

に設備部門）も参画し，設計変更が生じた時期に作成手間や維持

管理 BIM として必要な項目をアドバイスできる体制がないと，竣

工図や竣工引き渡し図書との整合を図ることが難しいと感じた。

建築生産・維持管理プロセスで流通するライブラリについても，

情報の上流である設計者から発信されることが必要である。設計

図と施工図，竣工図の関係性を今一度見直す必要が先決になる。 

設計者への聞き取り調査では，一般論として設計や施工で用い

ている BIM は情報としては図面（設計図、竣工図、施工図）に記

載されている情報である。これまでは図面等の情報を竣工時に引

き渡すことで維持管理に使っていましたが、今後は効率の上がる

情報のデジタル化が維持管理には求められてくると考えていま

す。そのため、設計段階で維持管理の方法をフロントローディン

グで検討することが求められてくる可能性がある，と指摘された。 

 

結果⑤の詳細 

施工期間中に引き渡し（S6）における着眼点を【参考資料 3-15】

に示す。それぞれの立場で着眼点を示した。 

 

 

 

 

 

試行錯誤した点や当初

の目論見から外れた点

（検証に当たり直面し

た，想定していなかった

課題・事象等を含む。）

や，そこから解決に至っ

た過程 

① 施工期間中に情報を取りに行くことが施工者に大きな負担と

なる 

 竣⼯の数か⽉前は⼯事の繁忙期になるため，⼯事の進捗に直接
関連しない業務が後回しになる傾向がある。維持管理に必要な情
報は，総合⼯事業者や設備専⾨⼯事業者，専⾨⼯事業者が保有し
ている。今回は施⼯期間中（S5）段階で情報の整理については，
考慮していない請負契約だった。LSC 業者と維持管理 BIM 作成者
が同じ総合⼯事業者であったため，作業所⻑との円滑な情報共有
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※提案した課題ごとに本様式に沿って作成してください。１枚に収まらない場合は複数ページにまた

がっても結構です。適宜参考資料を添付してください。 
※複数年度事業であって，検討に着手していない部分等については「今後実施予定」等と適宜記載して

ください。 
※検証結果報告書の「（５）結果から導き出される，より発展的に活用するための今後の課題」を見据え

て具体的に記載してください。

 

や専⾨⼯事業者の招集などに⼤きな⽀援をいただき，その後の打
合せもスムーズに進めることができた。施⼯者として現場運営に
関する段取りを熟知している⾯も⼤きいと思われる。維持管理
BIM 作成者が施⼯者と情報の共有を担う際には，施⼯の状況に関
する知識を持ち合わせていないと，お互いに苦労する⾯が多いと
感じた。これは施⼯期間中に維持管理 BIM 作成者が，施⼯者から
情報を取りに⾏くには，⼯事進捗に合わせて，どのような情報を
整理していただくのかを的確に指⽰する必要が⽣じるためであ
る。維持管理 BIM 作成者は施⼯者の状況を確認しながらこのよう
な作業を進める必要性を感じた。 

② 維持管理 BIM と竣工図・竣工引き渡し図書との関係の整理 

 維持管理 BIM の作成を始める際には，竣⼯図作成との関係性を
あまり認識していなかった。⼀から作成することになっていたか
らである。作成が進むにつれ，属性情報の整理が必要になってく
ると，竣⼯引き渡し図書との関連を認識しないわけにはいかなか
った。施⼯者からの視点で LSC 業者や維持管理 BIM 作成者であ
ったことも関係があるだろう。今回の検証では，そこまでの整理
には⾄らなかった。今後，LSC 業者が整理すべきであろうが，各
社で決めることではなく，発注者や設計者を含めて，在り⽅を定
義して標準化し，誰が担っても効率的に作成できるようにする必
要があろう。 
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BIM データの活用・連携に伴う課題の分析等について 採択事業者名 前田建設工業・荒井商店 

概 

要 

検討する課題 

※カッコ内に通し番号を設定・記載 

（③） BEP（BIM 実行計画書），EIR（BIM 発注者情報要件），ラ

イフサイクルコンサルティング業務，維持管理 BIM 作成

の標準的な在り方の分析 

検討の結果（課題の解決

策）の概要 

結果① BEP および EIR の標準的な在り方 

 発注者は維持管理段階において BIM をどのように活⽤したい
のかをあらかじめ EIR 等で明確に記載する必要がある。記載され
た活⽤⽅法が維持管理 BIM の構成や詳細度，属性情報を含めた
維持管理 BIM の作成に要する作業量に⼤きく影響する。維持管
理 BIM 作成者は EIR の項⽬を受けて BEP を作成することが望ま
しいため，EIR と BEP は対⽐しながら同時に整備すべきと考えら
れる。記載する必須項⽬は予め明⽰された選択肢からチェックす
る⽅法が記⼊しやすい。BEP には，受託者にある程度⾃由度を持
たせる必要があることから，EIR は詳細を規定するものではなく
⽅向性や⽅針を⽰す内容であることが望ましい。 
結果②ライフサイクルコンサルティング業務の標準的な在り方 

 ライフサイクルコンサルティング業者（以下，LSC 業者）には
４つのスキルが要求されると考えられる。 
（１）設計段階や施⼯段階において BIM がどのように活⽤され

るべきかをプロジェクトに合わせて提案し，維持管理 BIM
との連携を視野においた準備ができる技術を保有するこ
と。 

（２）維持管理段階における発注者の業務を分析し，効果的な維
持管理システムの提案や維持管理 BIM の活⽤⽅向を⾒極
めることができる技術を保有すること。 

（３）各種 BIM ソフトウェアの特性やライブラリ（ファミリ）の
作り⽅，操作に関する技能等の BIM に関する技術を保有す
ること。 

（４）設計者や施⼯者と連携して維持管理のフロントローディン
グを⾏う場を設け，点検ルートや作業スペース等について
発注者や施設管理者の意向を建物に反映していく技術を保
有すること。  

従来ではそれぞれの分野における技術を有している技術者は少
なからず存在していると思われるが，これらを⼀元的に扱える技
術者の存在は稀であると考えられる。そのため，LSC 業者は各分
野の専⾨家で構成される可能性を否定できない。そうなると発注
者にとって費⽤の負担になることから，今後の BIM を活⽤する
ための新たな職能として位置付ける必要がある。 

LSC 業者は維持管理システムと維持管理 BIM との連携（紐づ
け）作業は維持管理 BIM 作成者が実施するのか，維持管理システ
ム業者が実施するのかを判断し，それらが正しく構築されている
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のかを検証する役割も担うことになる。 

結果③維持管理 BIM 作成の標準的な在り方 

維持管理 BIM 作成者は設計図のみならず施⼯図や製作図を読
み解いて BIM モデルを作成できる技能が必要である。そのため，
BIM マネージャーや BIM コーディネーター，BIM モデラーの職
能で構成されるのが望ましい。維持管理 BIM では属性情報を⼊
⼒する作業が発⽣するため，ライブラリの基本知識等を有するこ
とが望まれる。維持管理 BIM では設備系の情報管理の重要性が
⾼くなる場⾯が多いため，設備の施⼯図も読み解けて，現地との
整合を確認できる技能の保有も必要と思われる。 

維持管理 BIM の構築⽅法によっては，様々なソフトウェア，フ
ァイル形式で作成された BIM データを統合するため，まず初め
に互換性と変換精度を担保できる基幹ソフトウェアを選定し，レ
イヤーの設定や⼊⼒する属性情報を定めるとともに関係者の役割
分担を確認しながら進めることが重要になる。  

詳 

細 

検討に当たっての前提条

件 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構

造種別などの特性，該当するワークフ

ロー，使用実態等）に沿って記載して

ください。 

① 用途：事務所・店舗（賃貸）。施工期間中に B,C 工事が発生し

た。 

② 規模：地下 3 階，地上 10 階，塔屋 1 階｜延床面積：約 5,300 ㎡ 

③ 該当するワークフロー：標準ワークフロー② 

④ 施工者（総合工事業者）が施工期間中に維持管理 BIM モデル

を作成する。 

⑤ 発注者側に施設の維持管理を専属で担当する部門がある。 

課題と前提条件を踏まえ

た検討の実施方法，体制 

※検討に当たり，留意する点や想定して

いた課題も含め記載してください。 

① 発注者（施設所有者）から維持管理段階で必要となる情報を聞

き取り調査により整理して，BEP および ERI に必要となる項

目を明らかにする。 

② 聞き取り調査は LSC 業者（今回は施工者）が実施する。 

③ 維持管理 BIM および必要な属性情報は，部位により専門工事

業者が作成し，それらを維持管理 BIM 作成者が統合する。 

④ 留意点は，発注者（施設管理者）が維持管理 BIM と属性情報

を施設管理業務においてどのように利用するかを明らかにす

ることである。 

⑤ 課題点は，将来的に少なからず生じてくる実際の建物と維持管

理 BIM との齟齬について，発注者が更新時期と更新方法をど

のように考えるかである。 

検討の結果（課題の解決

策）の詳細 

※単に先端的な結果を記載するだけで

なく，今後成果を公表した際に他の事

業者を先導し，成果を横展開できるよ

う意識してください。 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構

造種別などの特性，該当するワークフ

ロー，使用実態等）に沿って記載して

ください。 

※検討の過程なども詳細に記載してく

ださい。 

結果①の詳細 

EIR ではプロジェクトの維持管理段階における BIM の活⽤場
⾯を捉えて，主に維持管理 BIM の利⽤⽬的，利⽤⽅法，利⽤環境
を提⽰し，維持管理 BIM 作成の業務内容と業務範囲，維持管理に
必要な情報（属性）などとともに⽰すことが重要と考えた。⼀⽅，
BEP はプロジェクトの維持管理段階における BIM の作成場⾯を
捉えて，主に BIM の作成⽅法，モデルの統合および関係者の役割
分担を提⽰し，業務内容と業務連携を進める枠組みとそのステッ
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 プを⽰すことが重要と考えた。この中で維持管理 BIM の活⽤⽅
法すなわち活⽤場⾯を設定することが，構成（レイヤー設定），リ
アリティ（詳細度），操作性（⼊⼒する属性データを含めたデータ
量）に⼤きく影響することがわかった。EIR および BEP に必要と
思われる項⽬を具体的に⽰す（第 6 章を参照）。サンプルの作成に
当たり，記⼊⽅法についても検討した結果，単に指定した項⽬に
記⼊するものでなく，選択肢を準備してチェック形式で記⼊する
⽅が，各項⽬の要求内容や要求⽔準が具体的でわかりやすくなる
ことが判った。 

EIR は維持管理 BIM 作成者が BEP を策定する際の拠り所とす
べき内容となるため，詳細を規定するものではなく⽅針や⽅向性
を⽰すに留め，BEP において組織体制や作成⽅法などの具体と詳
細，⼿順を⽰すべきと考える。このことから今後整備が進められ
る EIR と BEP は，それぞれの項⽬を対⽐しながら同時に進めら
れるのが望ましい。なお，プロジェクトの発注形態は様々であり，
発注形態によって関係者の役割分担及び責任も⾃ずと変化するた
め，EIR および BEP の内容も発注の形態により，内容や項⽬が若
⼲異なる可能性があると認識している。 
 

結果②の詳細 

発注者側に維持管理を専⾨とする部⾨があったため，維持管理
段階における BIM の活⽤を想定し，ユースケースとしてまとめ
ることができた。まとめる期間は３か⽉程度の期間が必要だった。
LSC 業者は仮に発注者側に専属の部⾨が配置されていないとさ
らに期間を有する可能性があるばかりか，作成する維持管理 BIM
を発注者⾃体が活⽤しないことも考えられる。ユースケースから
維持管理 BIM に要求される項⽬をとりまとめ，維持管理 BIM 作
成者に伝えた。 

発注者側では汎⽤の 2 次元 CAD により物件の図⾯を管理して
いるが，BIM に関する取り組みは今後であるため，維持管理 BIM
は BIM ビューアーで閲覧をすることにした。維持管理 BIM を更
新する際は，維持管理 BIM 作成者に依頼をすることになる。 

さらに，維持管理のフェーズは⻑期にわたることから，施設管
理者が少しでも安全かつ容易に維持管理業務が⾏えることを⽬的
とし，施⼯中であっても点検ルートや作業スペース等について発
注者や施設管理者の意向を建物に反映していけるよう，維持管理
のフロントローディングを⾏う場を設けることが望ましい。また，
施設の供⽤開始後において作成した BIM モデルは，機器や設備
の更新，改修等により実際の建物と徐々に⾷い違いが⽣じてくる。
維持管理業務に⽀障が⽣じる前に BIM モデルの更新が望まれる
が，更新する基準や時期などは，施設所有者とライフサイクルコ
ンサルタントが⼗分に協議して，⼤規模修繕時などに更新を⾏う
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等，その時期と⽅法，費⽤負担などについてあらかじめ協議して
おくことが望ましい。 

 

結果③の詳細 

 本検証では維持管理 BIM の作成に設計 BIM から引き継ぐこと
ができなかったため，新たに作成することになった。そこで要求
された詳細度から必要な部位を⼯種別に洗い出した。施⼯段階で
は設備専⾨⼯事業者や専⾨⼯事業者が施⼯ BIM に取り組んでい
たため，それらを統合して作成することにした。依頼をした⼯種
は鉄⾻（IFC），鉄⾻階段（IFC），外装サッシ（Revit），電気設備
（T-Fas），機械設備（T-Fas），昇降機械設備（Revit），機械式駐
⾞場設備（3D-CAD）である。施⼯ BIM の詳細度は不要なため，
詳細度を落として再作成をした。専⾨⼯事業者では専⽤のソフト
ウェアを使⽤しているため，⼀部の⼯種のデータ形式は IFC とな
った。ここでは維持管理 BIM として属性情報は不要なため，形状
の情報のみとなり問題はなかった。 

このように様々なソフトウェア，ファイル形式で作成された
BIM データは，維持管理 BIM 作成者が統合することになるため，
発注者からの指定がない場合においては始めに互換性と変換精度
を担保できる基幹ソフトウェアを選定することが重要である。そ
の後 EIR 等に⽰された利⽤⽬的に照らして，レイヤーの設定や⼊
⼒する属性情報を定めるとともに関係者の役割分担を⾏う。 

作成にあたり選定した基幹ソフトウェアと各々の作成データが
問題なく統合できるか早期に確認すべきである。例えば基準階 
1 フロアや 1 ブロックのデータを持ち寄って統合作業を試⾏し，
表⽰やデータの⽋落，操作性に問題が無いかを確認するステップ
を設けると後の⼿戻り防⽌につながる。 

 

 

 

 

試行錯誤した点や当初

の目論見から外れた点

（検証に当たり直面し

た，想定していなかった

課題・事象等を含む。）

や，そこから解決に至っ

た過程 

①維持管理 BIM と現物との照査方法 

LSC 業者は維持管理 BIM 作成者が構築した BIM と現物との照
合をする術がないことが挙げられる。基本的には図⾯通りに作成
しているため，問題はないと考えられるが，分業化による重ね合
わせ作業では⾷い違いの発⽣が考えられる。そこで，維持管理
BIM と現地との照合を維持管理 BIM 作成者と⼀緒に⾏う必要が
ある。今回は施⼯者（総合⼯事業者の作業所⻑・設備専⾨⼯事業
者の現場代理⼈）に⽴ち会っていただき，照合を実施した。 
②竣工図や竣工引き渡し図書と維持管理 BIM の整合 

施⼯者は竣⼯時に竣⼯図の作成と引き渡し図書を作成する業務
がある。竣⼯図は維持管理をする上で必要になる図⾯になるが，
設計者から受領した設計図の CAD データから作成することにな
っており，維持管理 BIM との整合性まで確認できていない。また
維持管理システムでは部屋名をデータベースで記載するが，竣⼯
図や引き渡し図書で作成される部屋名との⾷い違いが無いように
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※提案した課題ごとに本様式に沿って作成してください。１枚に収まらない場合は複数ページにまた

がっても結構です。適宜参考資料を添付してください。 
※複数年度事業であって，検討に着手していない部分等については「今後実施予定」等と適宜記載して

ください。 
※検証結果報告書の「（５）結果から導き出される，より発展的に活用するための今後の課題」を見据え

て具体的に記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配慮する必要があった。今回は維持管理 BIM で命名した部屋名
を施⼯者に渡すことで竣⼯図に反映をしていただくことにした。
これらの情報は設計段階から継承されるべきと考えられる。 
②維持管理 BIM 作成に設計者の関与が不明瞭 

『ガイドライン（第１版）』では維持管理 BIM に必要な情報は
施⼯者から受領することになっていたため，特に設計者の関与を
意識していなかったが，施⼯期間中の設計変更対応などは設計者
から情報発信される場合も多い。今回は設計者と LSC 業者や維持
管理 BIM 作成者と具体的な打合せをする機会を設けなかったが，
施⼯期間中に維持管理 BIM を作成する場合では設計者の関与も
必要と考えられる。設計変更にともない維持管理 BIM を変更す
る作業にかかる費⽤の発⽣や作業期間が延びることを認識してい
ただく必要があった。次回以降では関与の仕⽅を EIR で事前に提
⽰する必要がある。 



 

38 
 

 



39 

 

【参考資料 3-1】維持管理 BIM の活⽤⽬的（ユースケースの設定） 
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【参考資料 3-2】作成した維持管理 BIM（外観） 
 

【参考資料 3-3】作成した維持管理 BIM（断⾯①） 
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【参考資料 3-4】作成した維持管理モデル（断⾯③） 
 

【参考資料 3-5】作成した維持管理モデル（断⾯③） 
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【参考資料 3-6】維持管理 BIM の基準とした情報と作成者 



43 

 

【参考資料 3-7】維持管理 BIM で必要な要素 
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【参考資料 3-8】維持管理 BIM で必要な情報（意匠＋構造） 
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【参考資料 3-9】維持管理 BIM で必要な情報（電気設備＋機械設備） 
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【参考資料 3-10】維持管理 BIM で準備した外部⾜場 
 
 
 
 

【参考資料 3-12】維持管理段階で必要な情報の管理⽅法 

〇 台帳として必要な項⽬
・建築︓サッシ・鋼製建具・シャッター
・設備︓電気設備・機械設備

〇 修理・修繕・更新の履歴
・事象・対応⽅法・発⽣⽇時・原因、等

〇 形状・配置と連携｜形状・配置を補完
・竣⼯引き渡し書類（取説、図⾯類、等）

〇 法定内外点検（作業⼯程・報告書）＋⽇常管理（修繕・修理）
〇 A⼯事・Ｂ⼯事＋C⼯事（⼊退去）の⼯事履歴

〇 ⾒えない・⾒えにくい部分を可視化
・建築︓壁種・スリーブ・建具類
・設備︓配置・系統・プロット
・施⼯計画（外部⾜場）

〇 テキスト情報＝属性情報
・建築︓壁種記載
・台帳管理＝属性情報

⇒ 消耗品・部品のメーカー・型番、等

〇 A⼯事・Ｂ⼯事を対象

形状・配置
（維持管理BIM）

テキスト情報
（維持管理システム）

維持管理に必要な
デジタル情報

同じ情報をどち
らからでも閲覧

記録した内容を仮
想空間で表⽰

表現されていないテキ
スト情報と連携

・更新

・閲覧
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【参考資料 3-11】維持管理 BIM で必要な属性情報 
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【参考資料 3-13】維持管理 BIM 作成者が施⼯者に情報を取りに⾏くフロー 
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【参考資料 3-14】施⼯者との連携における課題  
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【参考資料 3-15】成果物（S6）における着眼点 
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第４章 BIM の活⽤による⽣産性向上等のメリットの検証等について 

 

4-1（様式 2）①効率的な維持管理の付加価値 

4-2（様式 2）②修繕計画・施⼯時の作業⼿間 

4-3（様式 2）③⽇常業務の作業⼿間 

4-4（様式 2）に関する補⾜説明資料 
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BIM の活用による生産性向上等のメリットの検証等について 採択事業者名 前田建設工業・荒井商店 

概 

要 

検証する定量的な効果 
※カッコ内に通し番号を設定・記載 

（①） 効率的な維持管理の付加価値 

期待される効果の目標数値 
※定量的に記載 
※アラビア数字・％表示に統一 

10％の低減 

記載される効果の実績数値 
※検証後の結果を記載 
※定量的に記載 
※アラビア数字・％表示に統一 

BIM モデル活用による図面検討作業の短縮，維持管理システムに

よる情報共有化のメリット等で約 14％業務量削減見込み 

 

効果を測定するための 

比較基準 

同等規模の施設における一般的な業務フロー日数との比較検討 

検証の結果について（概要） 結果① 維持管理システムに維持管理BIMモデルを関連づけるこ

とにより，不具合箇所の特定，配管経路，上層階の詳細が

複数の竣工図面を開くことなく確認できる。原因の想定

が容易になるため，現地確認業務時間が短縮・効率化さ

れる。設備図面を読み解くスキルなしに天井内の配管経

路やバルブ位置，ポンプ配置などが確認可能になる。 

結果② ビル単体では維持管理システムのメリットが感じにくい

ため，導入時の敷居が高いと思われる。ビル単体での管

理では，メリットは日常管理業務や維持管理実績（履歴）

情報の一元化に留まる一方，導入に要する PC スペック

や維持コストとの対比によりコストパフォーマンスに劣

ると判断され導入自体が見送られる懸念がある。 

結果③ （一時的に）既存システムとの併用が不可避なため，デ

メリット面が強調されてしまう懸念がある。セキュリテ

ィ上の問題もあり，物件にかかるすべての情報が一元化

されるわけではなく，既存システムの併用・共存が求め

られる。導入後も一時的には，物件担当者への業務負担

量増加が不可避と想定され，メリットよりもデメリット

が強調されることで，維持管理システム継続への疑義が

生じる可能性がある。 

結果④ 維持管理システムで工事履歴や報告書類が一元管理さ

れ,ペーパーレス化が可能となることで,効果が実感され

るまでには時間がかかるが，情報一元化の効果に期待が

できる。ビル売買時，検討客側へ修繕履歴を提出する際

には，現在,サーバー内にあるデータを探し出してコピー

しているが，物件毎に情報が一元化されることにより，

業務効率化が期待される。 

以下に数値化できないメリットを挙げる。 

■施工 BIM による効果（【参考資料 4-1】）： 

① 地下工事早期の段階で VR による地下 3 階機械室の点検ルー

トシミュレーションを行い，マンホール位置や釜場，ポンプ

位置の変更，機械室内にある階段手摺形状変更等を確認でき
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た。メンテナンス手順や点検ルートが直感的に理解出来た。 

② 駐輪場ラックと電気配線ケーブルラックの干渉を施工 BIM

により検討し，配線ラックのルート変更を行った。 

③ 受水槽FM弁の取付位置について早期に検討する機会があり，

高さの変更を指示した。これにより，更新作業が容易となる

ものと推察できる。 

④ BIM による地下 1 階喫煙室排気ファンの機種選定・天井フト

コロの検討により，喫煙室の配置を地下 2 階に移動し，更新

作業が容易となるように計画した。 

⑤ 1 階非常用発電機燃料タンクの給油口位置が点検口扉と干渉

することがBIM上で判明し，事前に位置の変更指示が出せた。 

⑥ 管理会社選定にあたり，施工 BIM を閲覧しながら，ガラス清

掃の注意ポイントについて説明を受けた。これにより見積徴

収のための図渡し時の説明時に具体的な指示が行えた。 

⑦ 設備配管系統の色分けにより，PS 内のバルブ閉鎖による影響

範囲が容易に分かる。 

詳 

細 

検証に当たっての前提条件 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構造

種別などの特性，該当するワークフロ

ー，使用実態等）に沿って記載してくだ

さい。 

① 維持管理システム（アイクロア）を導入する。 

② 維持管理 BIM モデルは，ビューアーで閲覧する。 

検証する効果と前提条件を

踏まえた，検証の実施方法，

体制 

※検証に当たり，留意する点や想定して

いた課題も含め記載してください。 

① 維持管理システムの利用を前提とした管理会社選定 

② 維持管理システム利用者への教育実施（BIM モデルによる点

検ルート，バルブ・分電盤位置などの事前確認会開催） 

 

検証の結果（定量的な効果）

の詳細 

※単に先端的な結果を記載するだけでな

く，今後成果を公表した際に他の事業

者を先導し，成果を横展開できるよう

意識してください。 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構造

種別などの特性，該当するワークフロ

ー，使用実態等）に沿って記載してくだ

さい。 

※検証の過程なども詳細に記載してくだ

さい。 

 

特定のユースケース（清掃・その他維持管理のポイント周知，管

理人着任時のビル内部ツアー，貸室レイアウト変更相談，月次点

検業務フロー）を想定した。各々のフローに対して現在要してい

る日数を勘案し，BIM モデルや維持管理システムにより短縮が可

能な業務フローとその見込み日数を社内で議論した。製本された

竣工図を比較検討するフローや，管理会社と当社で点検予定を二

重に入力する業務の省力化が見込まれる。 

※具体的な業務別の効果を【参考資料 4-2】に示す。 

 

 

 

 

試行錯誤した点や当初

の目論見から外れた点

（検証に当たり直面し

た，想定していなかった

課題・事象等を含む。）

や，そこから解決に至っ

た過程 

① 維持管理 BIM を維持管理するハードルは高い 

BIM モデルを良好な状態に保つには，2 次元 CAD の図面と同

様に，更新作業が必要と考えられる。更新を行うには，建築・

設備と両方の技術的な知識が必要と思われた。そのため，改変

頻度はコストをかけて逐一，外注して維持していくことにな

る。自社内で対応できるようになると活用範囲が広がる可能性

がある。 

② 導入費用が手頃な BIM ソフトや維持管理システムが必要 

維持管理システムの導入に際しては，導入にかかるイニシャル

コスト及びランニングコストがより低いことが望まれる。一
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※提案した検証する効果ごとに本様式に沿って作成してください。１枚に収まらない場合は複数ペー

ジにまたがっても結構です。適宜参考資料を添付してください。 
※複数年度事業であって，検討に着手していない部分等については「今後実施予定」等と適宜記載して

ください。 
※検証結果報告書の「（５）結果から導き出される，より発展的に活用するための今後の課題」を見据え

て具体的に記載してください。 

方，未だ，容易に具申できる程度のコストではなく敷居が高い。 

③ 競争入札がしにくくなり管理費増加につながる可能性 

維持管理システム導入の結果，今後の新規開発案件についての

発注が既存システムに縛られる懸念がある。 

特に大手管理会社には，採用を想定していた別システムを運用

中のところもあり，検討段階で入札辞退（見積依頼断念）の懸

念がある。発注先が限定されてしまうことで，管理費削減には

寄与しない懸念がある。 

④ 業務手順の変更内容が明確になるマニュアルの整備 

今後はマニュアル整備が必要になる。セキュリティ管理上の問

題で利用者の追加変更がシステム管理者に限定されるため何

等かの業務手順を示す文書が必須と考える。その他，現行シス

テムとの差異や業務フロー変更についてもビル稼働時までに

検討・周知が必要と考える。 

⑤ 既存工事履歴データの取り扱い 

現在，施設に関する情報は，社内でデータベースソフトにより

構築・管理している。これらの既存ビルすべてのデータを一時

的に移行することが困難なため，システム併用が必須となり，

部分的に業務負担増大が見込まれる。 

当初期待した効果の目

標と結果が異なった場

合や検証過程で支障が

生じた場合，その要因の

分析結果と解決策 

上記に記述した①～⑤に対する解決策 

①②③：パソコンへの負荷が少ない汎⽤ BIM ソフトウェア，共
通プラットフォームによる維持管理システムの開発を⽀援
していただき，低コスト汎⽤ BIM システム普及を推進して
いただきたい。 

④：別途，委員会を⽴ち上げ検討予定 

⑤：維持管理システムの効果検証が完了するまでは，継続・終了
の判断がつかないため，当⾯併⽤することとした。 
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BIM の活用による生産性向上等のメリットの検証等について 採択事業者名 前田建設工業・荒井商店 

概 

要 

検証する定量的な効果 
※カッコ内に通し番号を設定・記載 

（②） 修繕計画・施工時の作業手間 

期待される効果の目標数値 
※定量的に記載 
※アラビア数字・％表示に統一 

10％の低減 

記載される効果の実績数値 
※検証後の結果を記載 
※定量的に記載 
※アラビア数字・％表示に統一 

維持管理システムによる機器仕様情報入手，維持管理 BIM によ

る配管ルートの事前確認等により約 8％の業務量削減見込み 

 

効果を測定するための 

比較基準 

同等規模の施設における計画時や工事時の作業手間と比較 

（業務フロー見直しによる想定工数削減について検証） 

検証の結果について（概要） 結果① 維持管理 BIM の閲覧により,事前に不具合箇所の情報を

得ることが容易になる。一次対応処理が迅速化し,現地確

認の頻度減少が期待される。特に貸室内へはテナント営

業中には,人の出入りが制限されることが多く,有効と考

える。機器故障の場合は,過去の修繕履歴情報や,設置年

情報の確認が容易となることで,更新か修理かの判断が

容易となる。 

結果② 空調室外機更新の作業手順など,ビル管理担当のみが管

理している情報についても,修繕履歴情報と関連づけて

管理できるため,次回更新時の参考として利用すること

が可能となる。 

結果③ 改修工事時にあらかじめイメージを共有化することがで

きる。 

詳 

細 

検証に当たっての前提条件 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構造

種別などの特性，該当するワークフロ

ー，使用実態等）に沿って記載してくだ

さい。 

① 作業者の維持管理システム（アイクロア）習熟度確認 

② 施設内・管理会社・本社のインターネット環境整備 

検証する効果と前提条件を

踏まえた，検証の実施方法，

体制 

※検証に当たり，留意する点や想定して

いた課題も含め記載してください。 

① 維持管理システムに慣れることを主眼とし，架空の修繕工事

案件での一連の業務フローを試行 

② 今回検証した以外の物件については，管理会社が各々別々で

ある。そのため，順次展開していくことを想定する。従って，

当面，既存システムとの併用が必須となり，システム併用の

弊害についても検証する。 

検証の結果（定量的な効果）

の詳細 

※単に先端的な結果を記載するだけでな

く，今後成果を公表した際に他の事業

者を先導し，成果を横展開できるよう

意識してください。 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構造

種別などの特性，該当するワークフロ

ー，使用実態等）に沿って記載してくだ

さい。 

※検証の過程なども詳細に記載してくだ

さい。 

 

① 維持管理システムによる機器情報や修繕履歴の確認，見積書

データの共有化，報告書ファイリング業務の削減が見込まれ

る。 

② 維持管理BIMにより普段立入りの難しい貸室内の機器配管の

状態が事前に確認出来ることで，現調時間が短縮され原因特

定が容易になることが期待される。 

※具体的な業務別の効果を【参考資料 4-3】に示す。 
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※提案した検証する効果ごとに本様式に沿って作成してください。１枚に収まらない場合は複数ペー

ジにまたがっても結構です。適宜参考資料を添付してください。 
※複数年度事業であって，検討に着手していない部分等については「今後実施予定」等と適宜記載して

ください。 
※検証結果報告書の「（５）結果から導き出される，より発展的に活用するための今後の課題」を見据え

て具体的に記載してください。 

 

 

 

 

試行錯誤した点や当初

の目論見から外れた点

（検証に当たり直面し

た，想定していなかった

課題・事象等を含む。）

や，そこから解決に至っ

た過程 

① システムのセキュリティ管理上，利用者が限定される（閲覧

のみも不可） 

②  既存システムとの併用が社内の他部署へも影響する。新規

維持管理システムを自部門以外の部署も利用する必要があ

り，利用頻度に応じた教育が必要 

③ B・C 工事の内容を維持管理 BIM に反映する必要性の検討。 

テナント退去時の原状回復状態確認を目的として，B・C 工事

検討前のデータを BIM モデルに反映してもらうことで決定。 

④ 年度管理予定はシステムで賄えるが，機器更新等の修繕予定

の基となる中長期修繕計画は，別途表計算ソフトで作成する

必要がある。維持管理システムで置き換え可能なこと，不可

なことの仕分けが重要となるが，利用してはじめて分かる事

案もあり，当面は混乱が予想される。 

⑤ 部位ごとに修繕履歴の検索が容易となるため，修繕予算策定

の効率化が見込める。 

当初期待した効果の目

標と結果が異なった場

合や検証過程で支障が

生じた場合，その要因の

分析結果と解決策 

① システムを利用できない関係者との連絡・周知方法を確立 

② 維持管理を担当する部署の業務によりアクセスしたい情報が

違う。部署毎に必要なデータを明確にし，手順をマニュアル

化しておく。 
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BIM の活用による生産性向上等のメリットの検証等について 採択事業者名 前田建設工業・荒井商店 

概 

要 

検証する定量的な効果 
※カッコ内に通し番号を設定・記載 

（③） 日常管理の作業手間 

期待される効果の目標数値 
※定量的に記載 
※アラビア数字・％表示に統一 

10％の低減 

記載される効果の実績数値 
※検証後の結果を記載 
※定量的に記載 
※アラビア数字・％表示に統一 

維持管理システム利用による情報共有化により約 14％の削減見

込み 

 

効果を測定するための 

比較基準 

同等規模の施設における日常管理業務の歩掛りとの比較 

（業務フロー見直しによる想定工数削減について検証） 

検証の結果について（概要） 結果① 図面を見慣れていないビル管理人にも BIM モデルで視

覚的に積算メーターやバルブ,分電盤位置に辿り着くこ

とが容易となる。日常,立入りが困難な貸室内について

も,新規の担当者への教育用ツールとして有用と考える。 

結果② BIM モデルで,上下階や天井内の配管状況が視認できる

ため,意匠図・設備図を見比べて検討する作業が省力化

できる。 

結果③ FAX による報告（日報など）が無くなり，テレワーク対

応が可能となる PDF 化の手間削減，物件担当者以外の

業務見える化,判読文字の確認手間が減る一方，管理人

とのコミュニケーション不足が懸念される。 

結果④ 日常・定期点検実施状況の情報共有が一元化できる。月

次予定に沿った日常・定期点検等の実施状況が見える化

される。 

結果⑤ 工事実績・履歴がクラウドで運営される維持管理システ

ムに残ることで，検索が容易になる。物件毎に維持管理

に必要な情報が一元化されることで，案件発生から報告

書保管までのプロセスが一望でき，過去事例の検索が容

易となる。 

結果⑥ 定例会議時の月次報告書印刷が不要になり紙の削減に

つながる。最新データへの更新がいつでも可能となり 

紙書類保管の必要がなくなる。 

詳 

細 

検証に当たっての前提条件 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構造種

別などの特性，該当するワークフロー，

使用実態等）に沿って記載してください。 

維持管理システムに精通した管理会社の選定 

 

 

検証する効果と前提条件を

踏まえた，検証の実施方法，

体制 

※検証に当たり，留意する点や想定してい

た課題も含め記載してください。 

① 実績のある会社から管理会社を選定 

 維持管理システム導入済，若しくは利用可能な管理会社に見

積依頼し，条件提示を行う。 

② 現地採用する管理人若しくは担当社員による入力，連絡，報

告等の教育の機会を設ける。 

③ 維持管理システム併用による業務フロー変更検討及び周知

会を開催する。 
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※提案した検証する効果ごとに本様式に沿って作成してください。１枚に収まらない場合は複数ペー

ジにまたがっても結構です。適宜参考資料を添付してください。 
※複数年度事業であって，検討に着手していない部分等については「今後実施予定」等と適宜記載して

ください。 
※検証結果報告書の「（５）結果から導き出される，より発展的に活用するための今後の課題」を見据え

て具体的に記載してください。 
 
 
 
 
 

④ BIM ビューアー用 PC の必要スペック検証。日常業務で利用

される PC スペックでの使用を想定し，BIM モデル情報量を

必要最低限に絞る。 

検証の結果（定量的な効果）

の詳細 

※単に先端的な結果を記載するだけでな

く，今後成果を公表した際に他の事業者

を先導し，成果を横展開できるよう意識

してください。 

※プロジェクトの実情（用途・規模・構造種

別などの特性，該当するワークフロー，

使用実態等）に沿って記載してください。 

※検証の過程なども詳細に記載してくださ

い。 

 

担当者のみが取り扱うデータの共有化や業務の分散化が図れる

ことで，業務の負担軽減,分散化が図れる。 

※具体的な業務別の効果を【参考資料 4-4】に示す。 

 

 

 

 

試行錯誤した点や当初の

目論見から外れた点（検

証に当たり直面した，想

定していなかった課題・

事象等を含む。）や，そこ

から解決に至った過程 

① 現行の業務すべてが維持管理システムに変わるのではなく，

あくまでも補助的な役割である（トータル業務量の一部が置

き替わる）。定期点検や修繕工事のテナント周知は従前通り

の書式に改変して，配付・掲示する必要があることや，社内

承認フローが既存システム必須であることなど,既存業務の

一部を補助するものであり，現状で過大な期待は出来ない。 

② 既存システムデータの取り扱い（過渡期においては二重にデ

ータが存在することになる） 

当初期待した効果の目標

と結果が異なった場合や

検証過程で支障が生じた

場合，その要因の分析結

果と解決策 

① 当社の業務システムに対し，新しい維持管理システムの業務

フローが，どこまで関連づけられるかが今後の課題であり，

徐々に移行できるものと思料する。 

② コスト面や人的資源の問題から既存ビルのデータすべてを

一時期に移行することは困難であり，過渡期においてデータ

が二重に存在することは仕方がないと考える。 



59 
 

 
【参考資料 4-1】維持管理業務｜施⼯時に保守点検ルート等の検証 
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【参考資料 4-2】空間を説明・共有する業務にて検証 
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管
理
の
ポ
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室
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変
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⽉
次
点
検
業
務
フ
ロ
ー

◎
管
理
⼈
着
任
時
の
ビ
ル
内
部
ツ
ア
ー

7⽇

現
地
視
察
の
⽇
程
調
整
（
0.5
⽇
）

現
地
調
査
(1
)

清
掃
⽅
法
の
検
討

現
地
で
最
確
認
（
1)

6⽇

現
地
案
内
の
⽇
程
調
整
（
0.5
）

共
⽤
部
管
理
動
線
を
現
地
で
確
認
(0
.5)

操
作
⽅
法
、
注
意
事
項
を
現
地
で
説
明
・
確
認
（
0.5

）

▲
11

%

▲
33

%
(0
.25
）

12
⽇

必
要
な
図
⾯
を

準
備
し
て
配
布
（
1.0
）

テ
ナ
ン
ト
側
内
装
業
者
で
レ

イ
ア
ウ
ト
案
作
成
(1
2.0
)

レ
イ
ア
ウ
ト
案

を
修
正
（
6.0
）

11
.5⽇

9.5
⽇

▲
5%

0.5
担
当
者
が
内
容
を

チ
ェ
ッ
ク
（
1.0
）

管
理
会
社
担
当
者
が
各
テ
ナ
ン
ト
へ
予
定
表
配
付
（
0.5
）

点
検
作
業
（
1.0
）

▲
7%

点
検
予
定
を
年
間
計
画
表
に
⼊
⼒
（
0.5
）

3.5
⽇

点
検
報
告
書
受
領

内
容
確
認
（
1.0
）

3⽇

■
補
⾜

・
点
検
⽅
法
や
清
掃
⽅
法
は
施
⼯
段
階
の
BI
M
調
整
会
議

に
お
い
て
、
す
で
に
検
討
済
み
で
あ
る
た
め
、
効
率
的

な
管
理
に
つ
な
が
る

従
来

BI
M

従
来

BI
M

従
来

BI
M

従
来

BI
M

8.5
⽇

1.5
⽇

1.0
⽇

19
⽇

18
⽇

7.5
⽇

7.0
⽇

■
補
⾜

・
テ
ナ
ン
ト
が
⼊
居
し
て
い
る
と
、
室
内
の
案
内
は
頻
繁

に
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
に
BI
M
で
隠
ぺ
い
部
が

確
認
で
き
る
こ
と
は
有
効
と
な
る

■
補
⾜

・
C⼯

事
の
業
者
が
BI
M
を
活
⽤
す
れ
ば
デ
ー
タ
の
流
通

が
は
じ
ま
る
（
現
在
、
CA

Dデ
ー
タ
が
流
通
）

・
そ
の
際
は
発
注
者
側
も
BI
M
を
扱
え
る
必
要
が
あ
る

■
補
⾜

・
直
接
的
に
BI
M
の
効
果
は
少
な
い
分
野

・
維
持
管
理
シ
ス
テ
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テ
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で
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）
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【参考資料 4-3】空調機の修理・更新（貸室内）業務で検証 

設
置
年
の
確
認
（
概
ね
15
〜
18
年
経
過
で
更
新
を
判
断
)（

0.5
）

業
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⾒
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ー
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・
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⾯
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現
地
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▲
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▲
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⾒
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（
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）
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（
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⽇
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⼯
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⼈
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３
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⽇
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【参考資料 4-4】⽇常業務で検証 
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第５章 今後の課題 
 
5-1 検討・解決すべき課題と⽅策 

（１）発注者 

１）BIM の課題 
発注者として感じている現時点の BIM 運⽤の課題を以下に⽰す。 
① 開発業務全般を通じて，⼀貫した BIM 運⽤のルールが確⽴されておらず，設計・

施⼯・維持管理まで BIM のデータが連携できていない。 
② ⼀貫したデータ活⽤ができないため，設計から施⼯，施⼯から維持管理の段階で

BIM モデルを新たに作成する作業⼿間や作業コストを負担する必要がある。 
③ BIM 運⽤に伴うコストと得られるメリットが明確でなく，経済合理性を可視化す

ることが困難な事から投資に向けたエビデンスが社内で説明できない。 
④ BIM のソフトウェアは発展途上であり技術者向けの製品が⼤半である。それに対

して 2 次元 CAD は業界全般に浸透しフリーソフトウェアも流通しており，発注
者も含め普及期に⼊っている。同様に BIM 運⽤が発注者も含め普及する為には，
⼿軽に導⼊でき，操作性も簡便かつ導⼊コストに負担の少ない BIM ソフトウェア
の流通が必要である。また，⼀般的な事務⽤パソコンではストレスなく BIM を運
⽤することは困難であるため，新たにハードウェアを導⼊整備するする必要があ
る事もネックとなる。 

⑤ ⼀般的に普及している 2 次元 CAD と⽐較して，必要とされる操作スキルの専⾨
性が⾼く，通常業務の範囲でスキルを習得する事は現実的でないと感じている。
組織として本格的に運⽤するためには，専⾨オペレーターの雇⽤まで踏み込んで
検討する必要があり，⼈員を含めた運⽤体制の構築となる為，会社としての⼤き
な判断が求められる 

２）組織・⼈材 
今回は発注者の社内に維持管理段階の情報を蓄積して計画⽴案ができる体制が存在

しており，維持管理 BIM システムの構築⼿法の検討が可能であったと⾔える。そのた
め，維持管理 BIM を活⽤した施設管理を⾏う前には，維持管理段階の情報を蓄積・分
析して，それらを活⽤する体制や知⾒，更には会社組織としての意識がなければ発注者
のメリットは⾒えにくいだろう。 

ここで⾔う維持管理段階の情報は，保守点検（維持管理者）や修理・修繕・更新，改
修⼯事に関する内容を指すが，維持管理 BIM ではこれらの情報を直接更新するのでは
なく，関係者間での意思決定を補助する要素にしかならないことも確認できた。更新す
る情報の⼊⼒や分析作業は，例えば維持管理システムのようなデータベースで管理する
⽅が効率的である。 
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これらの情報管理を維持管理業者が担っているようだと，直接的に維持管理段階の情
報の価値が⾒えにくく，BIM どころか維持管理システムで情報を蓄積して活⽤をする
⽅向性にも⾄らない可能性が⾼いように思われる。発注者側に BIM モデルの作成や修
正ができる⼈材がいないことも BIM の活⽤が⾒える化で留まってしまう背景でもある。 

⼀⽅，維持管理担当者から，社内関係者各⼈は，維持管理に関する情報が必要な時に
⾃ら維持管理システム上のデータベースを検索して⼊⼿するのではなく，維持管理担当
者に直接状況確認を⾏うことが多いことが指摘された。担当者は⽇常業務として修繕や
機器の更新が発⽣した時点の記録を⾏っているが，それらは毎⽇更新されているわけで
は無い為，記録先の信頼性を損なう結果となってしまう。維持管理システムが管理ツー
ルとして浸透するためには，クラウド環境等の構築により容易に情報が更新でき，かつ
容易に⼊⼿できることが必要である。 
３）他システムとデータ連携ができるインターフェースの必要性 

維持管理段階の情報は施設の修繕履歴等が重要であるが，テナント⼊退去に伴う原状
回復等を含む履歴情報がより重要性が⾼いことを確認した。現在の運⽤では不動産情報
を管理するシステムと維持管理情報を管理するシステムが⼀元化されていない。新たな
維持管理 BIM システムの構築では，特定のシステムのみを使⽤するのではなく，既存
のシステムと連携できることが望ましい。本格的に維持管理システムの運⽤が普及する
為には，他のシステムで作成された情報の受け渡しや共有化が図れるインターフェース
が標準で準備されていることが必要である。 
４）発注者に BIM が浸透するには 

BIM 運⽤の利点が，単に 3 次元による⾒える化だけでは利⽤価値が半減してしまう。
属性情報を含めて施設に関わる情報の集積ができるようにすることが必要であり，その
ためには，以下に⽰す⽅策がポイントになると考えられる。 

① BIM の有⽤性に関する社会的認知 
社会的に BIM 活⽤の有⽤性が認知されることにより，開発計画のスタート時点で
BIM 活⽤のメリットが社内に理解されるような環境が醸成されていることが望ま
しい。 

② 社会的要請 
テナント⼊居に関する営業資料は，10 年程前までは竣⼯時の図⾯に⼿書きで賃貸
区画を線引きして作成していた。現在では営業資料は汎⽤ 2 次元 CAD を使⽤し
て図⾯を作成し配付することが当たり前になってきている。これに伴い，客先か
らも CAD データの提出を求められる機会が増えている。原状回復等を請け負う
内装業者等もこれまで履歴情報の伴わない竣⼯図を頼りにレイアウト図を起こし
ていたが，より正確な情報として 2 次元 CAD の利⽤が浸透してきたと感じてい
る。テナントによっては⽔廻り増設などの要望もあり，問合せの都度検討してい
るのが現状である。今後，BIM の普及が進むにつれて，BIM データ提出の要望が
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増えてくることに対応できる環境が必要になる。 
③ 安価な汎⽤ BIM ソフトウェアが必要 

BIM の活⽤を検討するにあたり，課題として挙げられたのが BIM データの管理
である。テナント内装時のデータ（A・B・C ⼯事）のどこまでの⼊⼒を求めるか，
データの更新⼿順をどのように定めるか，社内で BIM モデルの更新が可能かを検
討した。 

設計段階や施⼯段階では AUTODESK 社の Revit を採⽤していたが，これをそ
のまま⾃社に導⼊し維持をするには，⾼性能なハイスペックのパソコンが必要で
あり，⼀般事務作業には過⼤である。また，BIM モデルを扱う社員も専⾨のスキ
ルを⾝につけなければ実務としての運⽤は難しいと結論づけた。 
 ライフサイクルコンサルティング業者（今回は前⽥建設⼯業）との打合せのな
かで，⽇々扱い必要と感じている情報は建築より設備の⽐率が⾼い，との認識を
再確認した。ライフサイクルコンサルティング業者より情報提⽰された設備系
BIM ソフトウェアである NYK システムズの Rebro の導⼊を，最有⼒の候補とし
て検討するに⾄っている。建築設備専⽤ CAD の為，設備機器や配管類の設計変
更，⾒直しが容易であり，PC に求められる CPU，GPU パワーも軽く，スペック
不⾜によるストレスがさほどかからないことが⼤きなメリットである。⼀⽅，社
内で継続して BIM モデルを活⽤するためには建築系の機能が不⾜しており，部分
的な詳細図の作成や既存事務所ビルに⽔平展開するために BIM モデルを⾃前で
構築するには，建築モデルを含め作成する必要があり，建築・設備両⾯で安価で汎
⽤性があり発注者が導⼊検討の際の敷居が低くなる BIM ソフトウェアの登場や
普及に期待したい。 

 
（２）ライフサイクルコンサルティング業者 

１）維持管理 BIM の仕様書作成の時期と期間 
設計段階や施⼯段階において，維持管理段階で必要な情報を⽰す役割を担うが，施設

の特徴に合わせて発注者側で要求される維持管理 BIM モデルの在り⽅（使⽤する⽬的）
や情報の在り⽅（属性情報の項⽬）を⽰すことができる仕様書を作成するには期間を要
する。 

本事業においても 3 か⽉を費やしており，最低でも 6 か⽉以上の期間が必要である
と考えられる。今回は建物の概要が設計図として⽰されているため検討作業が具体的に
進めることができたが，設計図が無い段階で『ガイドライン（第１版）』で⽰されたよ
うに設計者との契約前に維持管理 BIM に求めるモデリングルールや⼊⼒ルールが決め
られるのは⼀般論で留まるため，基本設計終了時点までに具体的な項⽬の確定を設計者
と協議し，作成しておく必要があると考えられる。 
２）維持管理システムの早期選定 
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発注者がどのような維持管理システムを採⽤するのか，または BIM との連携作業の
有無から，作業期間，作業⼈⼯数も把握しておく必要がある。その為，設計段階から使
⽤する維持管理システムは確定させておくのが望ましい。 

すでに発注者側で採⽤されているシステムがあれば確定しやすいが，その反⾯，維持
管理者の選定にあたり採⽤されるシステムによっては競争原理が働かないことやコス
トアップの可能性があることが懸念される。そのため発注者の意向を踏まえて臨機応変
に対応する必要があり，採⽤される維持管理システムの業者を確定させるフローもキー
デートに成り得ることを前提に⼯程管理を⾏う必要があると考えられる。これらの条件
により，結果として使⽤する BIM ソフトウェアのネイティブデータが必要なのか中間
ファイルフォーマット形式で良いかが決まってくる。 
３）設計者や維持管理作成者に⽰すライブラリの整備 

維持管理 BIM で必要なライブラリは，必要な項⽬を提⽰するのみになるため，設計
者に計画した建物に合わせて準備の指⽰を⾏う。維持管理 BIM 作成者が施⼯者になる
可能性もあるので，維持管理 BIM の納期や維持管理システムの運⽤開始時期を発注者
と事前に協議しておき，ライブラリ整備についても無理の無い作業⼯程を計画しておく
必要がある。 
４）竣⼯図・竣⼯引き渡し図書の作成時期との整合性 

建物の竣⼯・引き渡しの時期には施⼯者が発注者や設計者と協議した竣⼯引き渡し図
書の作成業務がある。これらには維持管理段階で必要となる情報が含まれる。施⼯者や
維持管理 BIM 作成者が効率的な情報連携ができるように事前に必要な資料⼀覧，納期
等を⽰し，維持管理 BIM の納期との整合を図る必要がある。 

維持管理 BIM との連携作業は竣⼯図や引き渡し図書の作成が完了し，竣⼯引渡が完
了してからでないと作業ができない部分がある。それらの作業⼯程を加味した維持管理
BIM の作成時期を設定しておく必要がある。 
５）現物と維持管理 BIM の整合性 

ライフサイクルコンサルティング業者や維持管理 BIM 作成者は，施⼯者からの情報
提供を受けた図書類から維持管理 BIM を作成すると思われる。したがって現地・現物
をすべて把握し，作成を開始する場⾯は少ないと考えられる。また提供を受けた図⾯が
現物とすべて⼀致していることも考えにくい。これは現地合わせや現地での軽微な変更
まで，施⼯図にリアルタイムですべてを反映させていないことによる。今回は，施⼯期
間中（S5）に作成を開始したため，現物が確定される前に維持管理 BIM が存在してお
り，このような場合は，維持管理 BIM が現物とすべて⼀致していることになりにくい。 

今回はライフサイクルコンサルティング業者として，発注者に引き渡し（S6）をする
前に維持管理 BIM と現物との整合性を確認する機会をもった。建物の竣⼯・引き渡し
前の 3 ⽉に維持管理 BIM を現地に持ち込んで確認作業をした。その結果，プロット図
からの変更箇所や配管ルートの違いなどがみつかった。不具合箇所の⼀例を図 5-1 に⽰
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す。ただし，設備の各系統については合致していることを確認した。 
維持管理 BIM を活⽤する⽬的や閲覧するユーザーによっては，現物とすべて整合が

ないと業務に混乱をきたすことも考えられるが，活⽤側に読み替える技術⼒があれば，
⼤きな問題になりにくい可能性もある。したがって BIM と現物との整合を図るには，
作成時期を現物がすべて揃ってからにするのが望ましく，どこまでの整合が要求される
のかを⽰す必要もある。 
 

図 5-1 現地と維持管理 BIM の確認 
 

（３）設計者 

１）設計 BIM をベースに作成するなら計画変更から完了検査まで BIM で対応 
BIM モデルが流通しないのは，前⼯程の情報を次⼯程で活⽤できないことに起因し

ている事が⼤きな要因のひとつである。維持管理 BIM は『ガイドライン（第１版）』で
は設計 BIM から作成と⽰されているが，確認申請までしか設計 BIM が存在しない場
合，維持管理 BIM 作成者が設計変更の修正から始めなければならないことが想定され
る。施⼯期間中に維持管理 BIM 作成者が設計変更対応として維持管理 BIM を都度修正
するのは維持管理 BIM 作成業務の本来業務とは異なると思われる。 

このような作業に要する費⽤は結果として発注者が負担することになるため，そのよ
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うな場合は確定した情報に基づいて最初から維持管理 BIM を作成する⽅がよほど効率
的である。このようなことから確認申請 BIM は計画変更 BIM，完了検査 BIM として
設計業務として最後まで使⽤され続けることが望ましい。確認申請に必要な BIM の作
成は，申請業務に精通する設計者が作成する事が合理的であり，設計変更等の項⽬も基
本的に設計者が把握している。⼀貫した BIM モデルの構築を考えるのであれば確認申
請 BIM の延⻑線上に竣⼯ BIM が存在し，竣⼯図についても竣⼯ BIM から図⾯が作成
することを考えるべきである。今後，BIM が⼀般的に普及した状況下を想定した場合，
設計者が担う業務になると思われる。 

現状の業務フローでは，本来設計者が担う業務を他者が担うことで，業務に係る労⼒
が⾒えにくいこともあると思われる。従来，不⽂律的に設計者の職能として意匠担当者
がすべての情報をとりまとめる傾向が多いように⾒られるが，意匠・構造・設備分野の
担当者だけでなく情報をコントロールする職能が必要になる可能性を検証していく必
要を提案したい。デジタル時代となりデータの複製が容易となり，多⽅⾯での共有化や
有効な活⽤が可能となる反⾯，厳格な保守管理が必要な現在において，BIM の普及に
伴うモデルやその他属性情報などの整合性や維持管理に伴うデジタル情報のコントロ
ール，保守管理に対する職務をデザイナーや設計技術者が担うことには無理があると考
えられる。 
２）設計者が⾃由に使⽤できるテンプレートやライブラリの整備 

BIM の⼀貫した利⽤を前提とすると，設計者は維持管理 BIM で必要な属性情報を次
⼯程に沿って⼊⼒作業できるように準備する必要がある。標準テンプレートが BIM 作
成の最上流にて設定されていれば，⼊⼒する項⽬が空欄であってもインポートやエクス
ポートの機能を使⽤して追記できる。項⽬がない場合，オブジェクトをひとつずつ開い
て記載する作業が発⽣してしまう。これらのテンプレートは各社が⼀から作成するので
はなく，BIM に関わるすべての技術者がベースとなるテンプレートやライブラリを⾃
由にダウンロードしてアレンジして使⽤できる環境が整っている事が望ましい。 

⼀⽅，⾃社で作成されたテンプレートやライブラリを他社に渡すことは作成のノウハ
ウを渡すことにもなるため，抵抗を感じる設計者も多く，現実的には，それらの情報が
流通し⼀般化されないと下流にデータを渡すことには障害が残る可能性がある。 
 

（４）施⼯者 

１）施⼯期間中（S5）の設計変更や情報の提供には施⼯者側に労⼒が発⽣ 
本事業では，維持管理 BIM 作成者は総合⼯事業者であるが，必要に応じて設備専⾨

⼯事会社や専⾨⼯事会社にも作成を依頼している。維持管理 BIM の作成段階で⼯場に
おける製造⼯程が終了していた鉄⾻系（鉄⾻ FAB，鉄⾻階段 FAB）や外装サッシにつ
いては，すでに情報が確定されているので維持管理 BIM は作成しやすかった。⼀⽅，
内装仕上系（内装壁，建具等）や設備系（電気・機械）については，製作図や仕様の承
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認期限はあるものの，設計変更の発⽣により最後まで修正対応が必要な結果となった。
施⼯者として施⼯段階（S5）に発⽣した設計変更を，⼯事の進捗を把握していない第三
者に伝達するには労⼒が必要であり，総合⼯事業者には変更箇所を図 5-2 に⽰すように
旧と新の図⾯を重ね合わせて変更箇所が分かるようにする作業が発⽣している。変更に
係わる製作図等も必要になり，実際にこのような作業が必要になったのは，総合⼯事業
者と設備専⾨⼯事業者である。本事業での維持管理 BIM の作成期間中に，⼤規模な設
計変更を 2 回以上繰り返し，作業所や設備代理⼈への問合せを⼊れると⼗数回にも及ぶ
設計変更対応業務が発⽣している。機械設備については情報をすべて把握している現場
代理⼈が⼯事管理に掛かり切りとなり，必要な情報を整理する余裕がない状況だった。
竣⼯・引き渡しと同時に維持管理 BIM が必要であれば，施⼯者は情報をリアルタイム
で提供する⼈員配置を考慮しておく必要がある。 
 

図 5-2 変更箇所の把握（基準階・部分） 
 

２）維持管理 BIM モデルの作成を依頼された場合の対応 
施⼯ BIM では細部にわたる建設作業に必要な情報量を扱うため，総合⼯事業者や設

備専⾨⼯事業者，専⾨⼯事業者が作成する BIM が混在する。総合図と同等の検討を⾏
う BIM 調整会議において使⽤する BIM は，各社の中間ファイルフォーマットを重ね合
わせて⼲渉確認をしているため，BIM ソフトウェアが指定されることは少ない。各社
は⾃社の業務体制の中で BIM ソフトウェアを選定しており，⾃社でカスタマイズされ
ている場合もある。そのため，維持管理 BIM の作成（属性⼊⼒も含む）を施⼯者に依
頼する場合は，⼯事の⾒積段階で納品する BIM ソフトウェアや属性項⽬（台帳作成），
打合せ・納品先を⽰す必要がある。その際は元請の総合⼯事業者経由で依頼するのか，
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直接ライフサイクルコンサルティング業者や維持管理 BIM 作成者とやりとりするのか
を決めておく必要がある。本事業では施⼯者（総合⼯事業者）がその両⽅を兼ねていた
ため，作業所と別組織の体制を構築していたが作業所⻑と進捗や課題の共有に問題はな
かった。 

専⾨⼯事業者では⾃社で対応できない BIM ソフトウェアでの納品が条件になると，
外注として納品に対応する必要が⽣じる。維持管理 BIM の納期にバラツキが発⽣する
可能性を想定しておく必要がある。 
３）台帳は維持管理 BIM の属性情報にインポート・エクスポートができる書式 

施⼯者は維持管理 BIM に必要な属性情報を作成して渡す必要がある。その際は竣⼯
引き渡し図書の書式と維持管理 BIM モデルを作成するための書式が異なるのは作業が
2 度⼿間になる可能性がある。そのため書式は統⼀されていることが望ましい。 
 

（５）維持管理 BIM 作成者 

１）維持管理 BIM モデルの設計変更に追従する作業は徒労 
施⼯段階に参画していない第三者である維持管理 BIM 作成者が，設計変更に対応し

ながら維持管理 BIM を作成するのは効率的ではないと考えられる。これらの費⽤は発
注者が負担することになるが，変更の度合いが不明であれば別途精算作業が発⽣し費⽤
が⾒込めない。また作成者にとっても変更箇所を都度理解しながら修正作業を進めるこ
とになり，終わりが⾒えない作業は精神的にも負担が⼤きい。発注者は維持管理 BIM
や維持管理システムの稼働を竣⼯・引き渡しと同時に開始する必要があるか吟味し，稼
働開始時期の指⽰を明確にする必要がある。 
２）維持管理 BIM モデルの属性情報を⼊⼒する作業の効率化 

上述の１）の通り，設計変更に伴う属性情報の⼊⼒についても，作業効率や費⽤負担
の観点から発注者により事前の⽅針決定が求められる。『ガイドライン（第１版）』で⽰
された通り，維持管理 BIM で必要となる属性⼊⼒ができる設計 BIM を，設計者から受
領して活⽤することが最も効率的であり，設計当初よりの設計者の協⼒が不可⽋となる。 
 
（６）維持管理者（維持管理業者） 

１）業者の選定時期 
今回の維持管理業者の選定は，竣⼯の 4 か⽉前に確定している。その前に候補３社に

対して，発注者から明⽰した管理内容に対する管理体制，スペック，⾒積等による総合
評価⽅式の選定を⾏った。特定の維持管理業者がすでに選定されている場合を除いて，
実施設計が完了していない前からの選定作業は，発注者にとって具体的な管理内容を確
定できず，管理会社選定の評価を確定しにくい。今回のように社内に所有不動産に対す
る維持管理部⾨が存在し，で維持管理の情報を把握している維持管理者（発注者側の担
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当者）であれば問題はないが，⼀般的に外部の管理会社に管理内容の策定までを委託し
ている場合は発注者のメリット，デメリットが顕在化しづらく，問題になるケースも考
えられる。 

また，屋外の清掃では建物の特徴に合わせた清掃⼿順を検討し，必要であれば施⼯中
に清掃⽤の⾦物を仕込む等の対策により維持管理段階の作業⼿間を減らすことに⼤き
な効果があると考えられる。可能であれば外装材や外装サッシの承認時期から BIM 調
整会議や維持管理協議会の会議体を設け，管理品質の向上及び効率化を模索するのが望
ましいだろう。 
２）IT リテラシィの向上 

BIM を活⽤して施設管理ができる維持管理業者はまだまだ少ないのが実感である。
施設に常駐して管理する管理員まで，BIM が扱えるとなるとさらに難しいであろう。
⽇報作成や提出が紙でなされ報告が FAX であることも多いと聞く。維持管理段階で
BIM の活⽤を進めるには，維持管理業者においても BIM の作成までは要求しないが，
閲覧や属性情報の更新ができる程度には担当者を育成していく必要がある。発注者のメ
リットとしては維持管理 BIM や維持管理システムを活⽤する環境を構築し，⼊⼒作業
や更新作業の⼀部を施設に常駐している維持管理業者が担うことにより，正しい維持管
理段階の情報が蓄積されると考えられる。 
３）維持管理システムの採⽤基準 

今回は選定条件として維持管理 BIM システムを活⽤することが⽰されたが，応札し
た３社とも対応ができる旨の回答があった。⼀⽅，維持管理業者が⾃ら維持管理システ
ムを採⽤して運⽤している回答も存在していた。今回選定条件としたシステムではなか
ったものの，システムの違いにより⾒積⾦額の差異は⾒られなかった模様である。 

現在，さまざまな特徴を持った維持管理システムが存在しており，維持管理業者にと
っても複数のシステムの適⽤に備える時代になったと⾔える。⼀⽅，発注者としてどの
維持管理システムを社内標準として決めるのかは，市場の成熟を待つ必要があることを
指摘された。維持管理段階の情報は維持管理システムで更新されることになるため，⽬
的に合わせて採⽤したい。が，世の中にどのようなシステムが存在しているのか，どの
ような維持管理システムが発展していくのか，等の情報整理も必要と思われる。 
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5-2 『ガイドライン（第１版）』の改訂が望ましい項⽬ 
 
『ガイドライン（第１版）』を改訂するのが望ましい箇所を表 5-1 に⽰す。 
 

表 5-1 改訂が望ましい箇所 

NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

01 2-1．
基 本
的 な
考 え
⽅ 

P11 
12 ⾏  

「設計における BIM（以下「設計
BIM」）程度の情報は必要です」と
あるが，具体的に⼊⼒程度を⽰し
て欲しい。 

維持管理 BIM では特に設備の情報
を記載するのが重要になる。ベー
スとなる設計 BIM の詳細度が⽰さ
れていないため，維持管理 BIM 作
成者としては，前提条件が不明確
になるため。 

詳細度と共には維持
管理 BIM で必要と
なる項⽬を⼊⼒でき
るライブラリが必要
になる。 

02 2-1．
基 本
的 な
考 え
⽅ 

P11 
25 ⾏ 

「施⼯段階で確定していく，維持
管理・運⽤で必要な情報（設備施⼯
情報）を，施⼯者から順次提供を受
け，設計 BIM に⼊⼒する」ことを
実現するには，設計者が設計変更
に対応した設計 BIM を更新して維
持管理 BIM 作成者に渡す必要があ
る。 

設計 BIM が施⼯期間中に発⽣する
設計変更に対応する必要がある。
そうでなければ施⼯期間中に維持
管理 BIM 作成者が設計変更の修正
作業を都度対応しなければならな
いことになる。情報を提供する施
⼯者とも作業が煩雑となることが
想定され，設計 BIM が⽤意されて
いなければ確定された情報から新
たに作成する⽅が効率的である。 

維持管理 BIM 作成
者 に 渡 さ れ る 設 計
BIM の正確性が作
成の⼿順を決める。
⼀貫した活⽤を⽬指
すには設計者が正し
い設計 BIM を⽤意
する必要がある。維
持管理に必要な属性
は維持管理 BIM 作
成 者 が ⼊ ⼒ で も 良
い。 

03 2-1．
基 本
的 な
考 え
⽅ 

P12 
表 2-1 

「標準ワークフローでの対応の⽅
向性」について上述した通りであ
る。 

上述した通り。  

04 2-1．
基 本
的 な
考 え
⽅ 

P14 
図 2-1 
標 準
ワ ー
ク フ
ロ ー
パ タ
ー ン
② 

①設計 BIM が設計段階で終了して
いるが，施⼯期間中も設計 BIM の
ラインが延びていることが望まし
い。 
②維持管理 BIM 作成は施⼯期間と
同時に終わらないパターンがあり
得る。そのため，維持管理 BIM 作
成の⽮印を施⼯期間が終わってか
ら少し伸ばすのが望ましい 
③キーデートとして確認申請と竣
⼯・引き渡しの時期を記載する 

①上述した通り。 
②発注者の了解のもと維持管理
BIM の活⽤を開始する時期は必ず
しも竣⼯・引き渡しの時期ではな
い。 
③今後，確認申請 BIM の普及にと
もない，計画変更や完了検査にも
設計 BIM の活⽤が期待できる。維
持管理 BIM は竣⼯・引き渡し以降
まで作成期間が延びることが想定
される。キーデートを明⽰してお
くのが⽬標として分かりやすい。 

維持管理 BIM の作
成を設計 BIM から
作成するのか，新た
に作成するのかによ
り 作 業 時 期 が 変 わ
る。また維持管理シ
ステムとの連携作業
や登録する竣⼯引き
渡し図書の登録時期
を配慮する必要があ
る。 

05 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ

P25 
図 2-5 

①発注者も維持管理 BIM を活⽤す
る⾚印の四⾓があるのが望まし
い。 
②設計者の欄に設計 BIM の計画変

①図のままでは発注者が維持管理
BIM を活⽤しないように読み取れ
るため。 
②施⼯期間中の設計 BIM の存在が
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NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

ロー 
パ タ
ー ン
② 

更等対応を記載するのが望まし
い。 
③維持管理 BIM 作成者の維持管理
BIM 作成時期が施⼯と同時に完了
しているが，維持管理段階まで延
ばされているのが望ましい。 
④維持管理システムを作成するこ
とが想定されるので，システムを
提供する業者や設定作業について
も記載されるのが望ましい。 
⑤維持管理段階で発⽣する改修⼯
事の欄を設ける。 
⑥設計者と維持管理 BIM 作成者と
の関係性を考える必要がある。施
⼯者と維持管理 BIM 作成者で
BIM を作成してよいのか。そこで，
設計者は維持管理 BIM の作り⽅，
情報伝達の状況を把握して，⽣産
活動が維持管理 BIM の作成に及ぼ
す影響（費⽤・作業⼯程，など）を
把握しておくのが望まれる。 

曖昧であるため。設計変更に対応
していなければ維持管理 BIM はす
べての情報が確定されてからの作
成が効率的と考えられるため。 
③施⼯の終了と同時に維持管理
BIM が作成され，維持管理システ
ムとの連携や竣⼯引き渡し図書の
登録まで完了しているのは現在の
作業の進め⽅では無理があるた
め。 
④維持管理段階では BIM だけの運
⽤が想定されているが，情報の更
新には維持管理システムを並⾏し
て活⽤する必要があるため。 
⑤改修⼯事等では設計者や施⼯者
はどの BIM を継承して使⽤するの
が良いのかを⽰す必要がある。正
しい情報として竣⼯ BIM，参考と
して施⼯ BIM，改修⼯事が終了し
たら維持管理 BIM を修正する等の
ワークフローが必要になる。 
⑥維持管理 BIM の作成⼿間を設計
者が把握しておく必要がある。施
⼯者とだけ作業⼿間を共有してし
まうと，発注者との変更に伴う増
減や精算作業にも影響が出る可能
性がある。 

06 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P26 
25 ⾏ 

「設計者の契約前に検討するこ
と」とあるが，最初に⼀般論を提⽰
する。その後に設計者はライフサ
イクルコンサルタント業者と⼀緒
に基本設計（S2）が終了するまでに
維持管理の項⽬を⼊⼒できるファ
ミリ等を整える，ことを記載する。 

・建物の特徴や⽤途により維持管
理段階で必要となる情報は異な
る。設計図が無い状態で仕様を具
体的には決められない。 
・⼀般論を⽰すにはすでに発注者
側で仕様が整っていないといけな
い。⼀般論が無い場合は整理する
のに期間が必要となるため，遅く
ても基本設計段階に⼊っても良い
と考える。 
・設計者が使⽤する BIM ソフトウ
ェアは維持管理 BIM で使⽤するソ
フトウェアに合わせる必要がある
（特に発注者が BIM モデルの更新
やネイティブで閲覧する場合が想
定されるため） 

基本設計と実施設計
で使⽤するライブラ
リは異なるのか，設
計者に確認しておく
必要がある。 

07 2-2．
標 準
ワ ー

P27 
4 ⾏ 

「設計者の契約前に検討」とある
が，遅くても基本設計終了までに
確定させるのが良いではないか。 

設計図が整っていないと詳細な条
件を⽰すことができない。 
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NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

08 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P27 
9 ⾏ 

維持管理段階で BIM を活⽤するに
は「維持管理 BIM 作成者の選定」
より先に維持管理システムの選定
が必要になる。 

・維持管理 BIM の作成だけで維持
管理段階の情報を管理できない。
維持管理システムの機能により維
持管理 BIM モデルの作成に影響が
ある可能性を排除できないため。 
・維持管理 BIM 作成者は維持管理
システムの選定と同時期が望まし
い。⼀緒に打合せができるため効
率的である。 

 

09 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P27 
10 ⾏ 

「ライフサイクルコンサルティン
グ業者から維持管理 BIM 作成者を
経由して施⼯者に提⽰」とあるが，
発注者が⼯事⾒積段階で役割を⽰
しておく。 

施⼯者は⼯事を受注してから協⼒
の依頼を受けても⼯事⾒積条件の
中で作業の概要が⽰されていない
と対応する準備ができない。１次
業者の専⾨⼯事業者にも協⼒を依
頼するのであれば元請からの⾒積
条件にも提⽰される必要がある。 

設計者には契約時に
共有するのと同様に
施⼯者も事前に作業
を把握しておく必要
がある。 

10 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P27 
11 ⾏ 

「ライフサイクルコンサルティン
グ業者から直接施⼯者に提⽰」と
あるが，⼯事の⾒積徴収の段階で
条件を⽰しておく必要がある。 

上述した通り。  

11 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P27 
23 ⾏ 

「4.BIM による設計の成果物」に
は維持管理段階で⼊⼒する項⽬が
記載されたライブラリも提供して
いただく必要がある。 

・維持管理 BIM を作成する BIM
ソフトウェアと設計 BIM で使⽤す
る BIM ソフトウェアは同じでない
と属性⼊⼒は難しい。 
・属性⼊⼒が不要であれば設計
BIM を作成するソフトウェアと維
持管理 BIM で使⽤するソフトウェ
アの互換性を確認しておく必要が
ある。維持管理システムとの連携
についても同様である。 
・IFC 等を使⽤する場合は，データ
量の増⼤，属性記載の可否，閲覧が
塊になる可能性を排除できない。 

 

12 2-2．
標 準
ワ ー

P28 
29 ⾏ 

「適切な BIM の⼊⼒を⾏う」とあ
るが，BIM モデルだけでなくライ
ブラリのパラメーターに関する情

BIM モデルだけでなく，属性情報
に関しても維持管理では重要にな
る。たとえ BIM モデルが使⽤でき

設計図書に記載され
る建具リストや設備
機器リストの項⽬は
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NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

報も適切に準備することを明記す
る。 

なくてもライブラリがあれば新た
に維持管理 BIM を作成しても効率
的になる。 

維持管理で必要にな
る項⽬と重複してい
る。設計図から意識
したリストの作成が
望まれる。 

13 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P29 
16 ⾏ 

「設計成果図書（2D）を基に，⼊
札条件等を記載」とあるが，ライフ
サイクルコンサルティング業者が
作成した維持管理 BIM に係わる
EIR も含めるのが望ましい。 

維持管理 BIM の作成に施⼯者がど
のように協⼒するのを⽰していな
いと⾒積項⽬に記載できない。 

施⼯者から維持管理
BIM 作成者への情
報伝達に関する費⽤
も計上する。 

14 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P29 
29 ⾏
〜 
31 ⾏ 

「設計者は（中略）助⾔等を⾏うこ
と」とあるが，施⼯期間中の設計変
更に係わる情報の扱いについて記
載がない。維持管理 BIM 作成者が
都度設計変更に対応するのは現実
的ではない。 

維持管理 BIM 作成者が設計者から
受領した設計 BIM の変更対応をす
るのであれば，確定した情報から
作成していきたい。また，そのよう
な場合は維持管理 BIM 作成者の業
務に設計変更による修正作業を業
務として含める必要がある。上流
からは正しい情報が伝達されない
と下流側の業務負担が増えるだけ
で本来の⼀貫した活⽤とはニュア
ンスが異なる。 

設計者が作成する設
計 BIM の正確性に
⼤きく依存する。そ
こには意匠・構造・
設備の３部⾨で⾜並
みを揃える必要があ
る。 

15 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P30 
5 ⾏ 

「維持管理 BIM 作成者は，施⼯者
に（中略）事前に提⽰すること」と
あるが，発注者が⽰すべきである。
代⾏して維持管理 BIM 作成者が実
施することはあり得る。 

条件の提⽰は発注者が実施するべ
き内容である。その後，施⼯者と維
持管理 BIM 作成者が情報の受け渡
しをすることになる。 

 

16 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P30 
10 ⾏ 

「設計者から引き渡された BIM に
よる設計の成果物に⼊⼒」とある
が，施⼯期間中の設計変更への対
応を記載するべきである。 

設計変更の対応を施⼯期間中に維
持管理 BIM 作成者が担うのは負担
が多すぎる。そのような場合は維
持管理 BIM 作成者への作業の⾒積
条件として提⽰し，修正作業はす
べての情報が確定してから修正さ
れるのが望ましい（施⼯終了と同
時には作成ができないことが条件
となる） 

設計変更の修正履歴
管理を施⼯者と維持
管理 BIM 作成業者
で共有しなければい
けないのは⾮効率で
ある。互いに作業の
⼿ 間 が 発 ⽣ す る た
め，断⽚的な作業は
費⽤増⼤につながる
可能性がある。 

17 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ

P31 
7 ⾏ 

「設計者は（中略）助⾔等を⾏うこ
と」とあるが，施⼯期間中の設計変
更に係わる情報の扱いについて記
載がない。維持管理 BIM 作成者が

維持管理 BIM 作成者が設計者から
受領した設計 BIM の変更対応をす
るのであれば，確定した情報から
作成していきたい。また，そのよう

設計者が作成する設
計 BIM の正確性に
⼤きく依存する。そ
こには意匠・構造・
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NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

ロー 
パ タ
ー ン
② 

都度設計変更に対応するのは現実
的ではない（No.14 と同じ） 

な場合は維持管理 BIM 作成者の業
務に設計変更による修正作業を業
務として含める必要がある。上流
からは正しい情報が伝達されない
と下流側の業務負担が増えるだけ
で本来の⼀貫した活⽤とはニュア
ンスが異なる（No.14 と同じ） 

設備の３部⾨で⾜並
みを揃える必要があ
る（No.14 と同じ） 

18 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P31 
15 ⾏ 

「効率化のために BIM の活⽤例」
の記載に維持管理段階の検討項⽬
を追記する。 

設計段階で検討は⾏われている
が，メーカーや仕様が最終確定さ
れた段階で「点検ルートの確認や
点検しやすい機器の配置を BIM 調
整会議等で確認する」等の項⽬を
記載する。 

この時期に維持管理
業者が選定されてい
れば BIM 調整会議
に参画して発⾔して
いただく。 

19  P33 
11 ⾏ 

「設計者から引き渡された BIM に
よる設計の成果物に⼊⼒」とある
が，施⼯期間中の設計変更への対
応を記載するべきである（NO.16
と同じ） 

設計変更の対応を施⼯期間中に維
持管理 BIM 作成者が担うのは負担
が多すぎる。そのような場合は維
持管理 BIM 作成者への作業の⾒積
条件として提⽰し，修正作業はす
べての情報が確定してから修正さ
れるのが望ましい（施⼯終了と同
時には作成ができないことが条件
となる）。（NO.16 と同じ） 

設計変更の修正履歴
管理を施⼯者と維持
管理 BIM 作成業者
で共有しなければい
けない。互いに作業
の⼿間が発⽣するた
め，断⽚的な作業は
費⽤増⼤につながる
可能性がある。 

20 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン
② 

P33 
18 ⾏ 

「施⼯者は（中略）作成した完成図
（2D）を⼯事監理者に確認の上，
発注者に納⼊」とあるが，これらの
図⾯は維持管理で使⽤する設計
BIM（竣⼯ BIM？）から出⼒され
るのが望ましい。維持管理段階で
使⽤する図⾯と BIM モデルの整合
性を確保する必要がある。 

完成図（2D）が BIM モデルから出
⼒されなくても良いのであろう
か。維持管理 BIM が設計 BIM に
必要な情報を⼊⼒するのであれ
ば，設計者が設計 BIM を育てる必
要がある。確認申請 BIM や計画変
更 BIM の対応が維持管理 BIM の
作成⽅法の⼤きなカギになる。 

（要検討）BIM を維
持管理 BIM まで使
⽤するのであれば竣
⼯ 図 の 作 成 は 設 計
BIM モデルから実
施する必要がある。
そ の た め 確 認 申 請
BIM があれば計画
変更 BIM へさらに
は完了検査に使⽤す
る BIM へと進化さ
せ る こ と で 設 計
BIM を正しく維持
させる必要がでてく
る。 

21 2-2．
標 準
ワ ー
ク フ
ロー 
パ タ
ー ン

P33 
24 ⾏ 

「維持管理者は（中略）維持管理
BIM を活⽤し」とあるが，維持管
理システムの活⽤が並⾏される場
合が多い。そこで維持管理 BIM や
維持管理システムの活⽤を追加す
る。 

維持管理 BIM モデルだけでは維持
管理で⽇々発⽣する情報の管理や
更新はできない。点検記録や修繕
の履歴は維持管理システムで管理
しデータベースにするのが望まし
い。 

発注者や維持管理者
が BIM のオペレー
ションが可能であれ
ば想定できる。その
ためにはまだ時間を
要 す る と 考 え ら れ
る。 
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NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

② 
22 3-2. 

「設計・
施⼯・維
持 管 理
段 階 で
連 携 し
BIM を
活 ⽤ す
る」⼿法
に つ い
て 

P73 
4 ⾏ 

「［維持管理 BIM 作成業務］につ
いては，施⼯段階において」と記載
されているが，維持管理 BIM の作
成は施⼯段階だけに限定しない。 

維持管理 BIM の作成は竣⼯・引き
渡し後においても作成して良いも
のとする（発注者の了解が必要）。 

設計変更の対応を施
⼯ 段 階 で 維 持 管 理
BIM 作成者が都度
対応するのは⾮効率
である。 

23 3-2. 
「設計・
施⼯・維
持 管 理
段 階 で
連 携 し
BIM を
活 ⽤ す
る」⼿法
に つ い
て 

P73 
15 ⾏ 

「設計者から引き渡された BIM に
よる設計の成果物に⼊⼒」とある
が，属性情報の⼊⼒には必要な書
式がある。施⼯者には指定した書
式での⼊⼒が望まれる。 

竣⼯引き渡し図書の機器リストの
作成書式と維持管理 BIM 作成者に
提出する書式は揃えるのが望まし
い。施⼯者は同じ情報を書式違い
で何度も作成することがないよう
な配慮が必要である。 

施⼯者の作業負担に
ならないようにする
必要がある。そのた
め，竣⼯引き渡し図
書類で必要となる情
報をライフサイクル
コンサルティング業
者は発注者とすり合
わ せ を し て お く こ
と。 

24 3-2. 
「設計・
施⼯・維
持 管 理
段 階 で
連 携 し
BIM を
活 ⽤ す
る」⼿法
に つ い
て 

P73 
19 ⾏ 

維持管理 BIM の作成や属性情報の
整理を設備専⾨⼯事業者や専⾨⼯
事業者に依頼する場合が想定され
る。そのような場⾯を具体的に記
載するのが望ましい。特に設備（機
械・電気）はその傾向が⾼い。 

施⼯者（総合⼯事業者，設備専⾨⼯
事業者，専⾨⼯事業者，各種メーカ
ー）に作成を依頼する場合は，⼯事
⾒積条件として先に提⽰される必
要がある。契約は⼯事請負契約と
は別にするのが望ましい。維持管
理 BIM の活⽤⽬的から使⽤する
BIM ソフトウェアを先に指定（ま
たは協議）しておく必要がある。属
性情報の整理や台帳作成もあり得
る。竣⼯引き渡し図書の作成業務
と重複しないように条件に配慮す
る必要がある。 

契 約 は 維 持 管 理
BIM 作成者からの
業務委託契約として
納 品 物 を 明 確 に ⽰
す。 

25 3-2. 
「設計・
施⼯・維
持 管 理
段 階 で
連 携 し
BIM を
活 ⽤ す
る」⼿法
に つ い
て 

P73 
24 ⾏ 

「設計 BIM のデータが円滑に受け
渡される」とあるが，施⼯開始前の
設計 BIM では円滑に維持管理
BIM 作成業者に渡せない。施⼯期
間中に発⽣する設計変更（A ⼯事，
B ⼯事）に対応した設計 BIM が必
要になる。 

BIM モデルの詳細度は設計 BIM
で⽰される内容で良いが，設計変
更対応の扱いがグレーになってい
る。計画変更等の対応を設計者が
実施することが望ましい。対応で
きなければ維持管理 BIM 作成者に
修正する業務を含める。 

 

26 3-2. 
「設計・
施⼯・維
持 管 理
段 階 で
連 携 し
BIM を
活 ⽤ す
る」⼿法
に つ い

P73 
30 ⾏ 

「設計者との契約前に」とあるが，
設計図書が無い段階では詳細まで
は決められないので，基本設計段
階（S2）までに確定が延びる必要が
ある。 

基本設計（S2）段階までに設計者と
共同で決めても良い。 
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NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

て 
27 3-2. 

「設計・
施⼯・維
持 管 理
段 階 で
連 携 し
BIM を
活 ⽤ す
る」⼿法
に つ い
て 

P75 
10 ⾏ 

「BIM による維持管理を⾏う」と
あるが，BIM モデル単独では維持
管理に必要なデータベースは構築
しにくい。維持管理システムと連
携させて情報を管理する⼿法も記
載する。 

BIM による維持管理が発注者に誤
解される。例えば BIM を使⽤する
⼈がいない等の使⽤できないネガ
ティブな理由につながる。維持管
理段階で欲しいのは情報であり，
その中のひとつが BIM モデルであ
る。また，維持管理 BIM の活⽤⽅
法により属性情報の⼊⼒を不要に
する場合も想定される。あくまで
も閲覧を⽬的として情報の更新は
維持管理システムに限定する等の
使い⽅も想定しておくのが望まし
い。 

 

28 3-2. 
「設計・
施⼯・維
持 管 理
段 階 で
連 携 し
BIM を
活 ⽤ す
る」⼿法
に つ い
て 

P85 
表 3-4 
23 ⾏ 

「モバイル端末の利⽤」と記載さ
れているが，発注者が設計段階で
wi-fi の設置を地下階の機械室等に
も設置を計画する等の記述を追記
する。 

施設内の⼊居者だけでなく維持管
理の業務で必要になる環境の構築
が必要。または管理⼈室にパソコ
ン（BIM が閲覧できる）の設置も
必須となる。 

 

29 4-1.
業務区
分（ス
テージ
の考え
⽅） 

P86 
図 4-1 

①ステージの区分にキーデートを
記載する。 
▼確認申請（S4） 
▼竣⼯・引き渡し（S5） 
②維持管理 BIM 作成完了を施⼯期
間（S5）と同じにしない。施⼯が終
わってから数カ⽉間の猶予を設け
る 
③引き渡し（S6）期間は維持管理
BIM モデルの作成や維持管理シス
テムの連携準備なのか，建物の引
き渡し期間なのかを明確にしてお
く（竣⼯・引き渡しが S6 の前か後
に記載することでより分かりやす
くなる） 

①キーデートの記載により実施時
期がより分かりやすくなる。 
②維持管理 BIM の作成が施⼯と同
時に終わるとは限らない。 
③S6 の位置づけが「引き渡し段階」
とあるが，建物の引き渡しと維持
管理 BIM モデルの引き渡しが必ず
しも同⼀になるとは限らない。維
持管理 BIM の活⽤⽬的により確定
されるのが望ましい。 

 

30 4-1.
業務区
分（ス
テージ
の考え
⽅） 

P87 
24 ⾏ 

「予め，必要な項⽬を整理し，それ
ぞれの BIM の部品に，予め⼊⼒項
⽬（パラメーター）として設定して
おきます」と記載されているが，こ
れらは個別の企業が作成するので
はなくベースは無償で活⽤できる
環境の構築が必要と追記する。 

ファミリや図⾯を作成するシート
類が各社のノウハウが詰まってい
ると他社にそのまま渡せないこと
になりかねない。そのため，標準の
維持管理項⽬が記載されているラ
イブラリをメーカー等が事前に準
備してあらゆるユーザーが無償で
活⽤できる環境が必要になる。 

 

あ 4-1.
業務区

P87 
31 ⾏ 

「［いつ誰がどこまで何を⼊⼒す
るのか］とは，データ管理の観点で

「段階的な⼊⼒」とも記載されて
いるが，作成者の⽴場の効率化か
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NO. 箇所 
章・節 

箇所 
⾴・⾏ 修正意⾒ 理由等 備考 

分（ス
テージ
の考え
⽅） 

 は，段階ごとのデータの」と記述が
あるが，維持管理 BIM に必要な情
報は維持管理 BIM に記載すること
になっている。そのため維持管理
で必要になる属性情報を設計 BIM
や施⼯ BIM から⼊⼿することに無
理がある。維持管理 BIM 作成者が
必要な属性情報を⼊⼒することを
想定しているため。 

ら⾒ると，確定された情報から⼀
気に作業をする⽅が効率的であ
る。本当に竣⼯・引き渡しと同時に
維持管理 BIM が必要かの観点から
検討する必要がある。 

32 4-1.
業務区
分（ス
テージ
の考え
⽅） 

P89 
28 ⾏ 

「S6：引渡し段階での BIM モデル
の作成を定めた」とあるが，建物の
引き渡し段階と読み取れる。本⽂
では「維持管理 BIM を発注者に引
き渡す段階」とされており，けっし
て建物の引き渡し時期とイコール
にする必要はない。 

維持管理 BIM の引き渡し段階は発
注者とライフサイクルコンサルテ
ィング業者で活⽤⽬的に合わせて
設定する柔軟性が必要になる。設
計者や施⼯者にも提⽰するため，
「竣⼯引き渡し図書」との整合性
も重要になる。 

 

33 4-1.
業務区
分（ス
テージ
の考え
⽅） 

P89 
33 ⾏ 
36 ⾏ 

①ここで唐突に「維持管理システ
ムとの連携させる場合」が出てく
るが，本⽂にその可能性を⽰して
おく必要がある。維持管理システ
ムとの連携を業務として⾏うのは
ライフサイクルコンサルティング
業者？，維持管理 BIM 作成者？，
それともシステムを提供する企
業？。S6 の時期できちんと確保す
るのと同時に維持管理システムと
連携する作業量は設計段階から決
められていることが望ましい。 
②「これらの作業については，標準
ワークフローには明⽰しておりま
せんが」とあるが，業務を進める上
において維持管理システムの採⽤
はクリティカルになるので条件と
して明⽰しておくべきである。 

①維持管理システムとの連携を担
う業務を本⽂でも明確にしておく
のが望ましい。 
②ワークフローの説明の最後に維
持管理システムの連携時期に関す
る記述がある。作業時期を S5 にす
るのか S7 にするのかは先に確定
しておく必要がある。維持管理
BIM モデルの作成時期と⼤きく関
係するためである。 

 

34 4-1.
業務区
分（ス
テージ
の考え
⽅） 

P93 
28 ⾏ 

「情報が蓄積されていくことで，
建築物のライフサイクル全体での
BIM の活⽤が⾏われていきます」
とあるが，「BIM の活⽤には継続的
に情報が更新される環境が必要」
が望ましい。 

蓄積が BIM の活⽤との関連性は⾒
えにくい。逆に維持管理段階の情
報を更新できる環境が BIM の活⽤
を促す。 

 

35 別 添
参 考
資 料
パ タ
ー ン
② 

P100 図 5-3 参照   



80 
 

図 5-3 維持管理 BIM 作成から⾒たワークフロー（案） 
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5-3 建築 BIM 推進会議で検討するのが望ましい項⽬ 

１）維持管理 BIM の在り⽅から確認申請 BIM や計画変更 BIM、完了検査 BIM、竣⼯

BIM を再定義する 
ワークフローの引き渡し（S6）時期に，様々な BIM のデータが存在する可能性が残

る。維持管理段階では竣⼯図のような図⾯のアウトプットも必要と考えられることから，
維持管理段階で使⽤する図⾯と BIM モデルとの関係も整理しておく必要がある。⼀⽅，
維持管理 BIM の作成が設計 BIM をベースにするには，計画変更などにも対応している
設計 BIM が維持管理 BIM 作成者に引き渡されることが望まれる。維持管理 BIM 作成
者が施⼯中に発⽣する設計変更に対応するのは，業務内容から少し逸脱すると思われる。 
２）竣⼯図の作成と設計 BIM（竣⼯ BIM）との関係性を整理する 

竣⼯図は施⼯者が設計者から設計図の CAD データを受領して加筆・修正されること
が⼀般的である。データの流れを考えると，竣⼯図は設計 BIM から作成されるのが望
ましいと考えられる。設計図の CAD データを修正してしまうと，⼀貫した BIM デー
タを活⽤するワークフローにはならない。更には維持管理 BIM から竣⼯図を作成する
ことは想定しない事を前提とすべきであろう。 
３）竣⼯引き渡し書類と維持管理 BIM との関係性を整理する 

竣⼯引き渡し図書についても同様である。施⼯者が指定された書式や指定された項⽬
を施⼯段階で確定した情報に基づいて作成する。⼀⽅，設備設計図には機器リストが記
載されており，属性情報として必要な項⽬が表形式となっている。そのため，施⼯者に
対して維持管理 BIM 作成に必要となるリスト作成と引き渡し図書で必要となるリスト
作成が⼆度⼿間となる可能性が多分にある為，作業フローの⾒直しを含め，重複作業の
削減，業務の効率化を図る配慮が望まれる。 
４）発注者が必要とする BIM を活⽤する最低限の機能の定義 

維持管理 BIM の活⽤として想定されるのは，BIM ビューアーによる閲覧及び属性デ
ータを主とする更新作業が中⼼と考えられる。そのため，BIM による数量把握のよう
に，ソフトウェアの機能を使⽤するためには操作を習得する課題が残る。現在の BIM
ソフトウェアのユーザーとしては，設計・建設に関する技術者を想定しており，発注者
の社内担当者が習得するには越えるべきハードルが⾼く，現実的では無いと思われる。
発注者が設計から施⼯，そして維持管理に渡るまで⼀貫して BIM モデルを活⽤するこ
とが要求された場合に，活⽤⽬的に合わせて提供されるべき機能（専⾨技術者ではない
⼀般ユーザーを想定した）があると考えられる。このような機能，使い⽅を標準化する
ことも，⼀貫して BIM モデルが活⽤されるのに必要不可⽋な条件と考えられる。 
５）維持管理 BIM などを作成するために必要なライブラリが流通する環境 

維持管理 BIM の属性を⼊⼒する際は，⼊⼒する属性項⽬が先に設定されたライブラ
リを使⽤していないと，効率的に BIM モデルに記載することができなかった（建築・
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設備共に設定されることが必要）。結局，プロパティをひとつずつ開いて記載する作業
となり，⼈⼯⼿間的な作業となるため，ケアレスミスの発⽣も懸念される業務となって
しまう。そのようにならないためにも，設計 BIM から施⼯ BIM，維持管理 BIM まで
使⽤できるライブラリ（属性含む）の整備が求められる。合わせて，BIM から図⾯化で
きるシート作成の標準化も同様である。現状では各社がそれぞれに独⾃に費⽤をかけて
整備しているため，データを引き渡す際に，その部分は社内ノウハウのため開⽰できな
いことになってしまう。公共的な標準フォーマットの策定が BIM の普及には必要不可
⽋と考える。 
６）発注者に維持管理 BIM を引き渡す時期の選択肢を⽰す 

維持管理の基本原則を前提とすれば，維持管理 BIM の使⽤開始が建物の運⽤開始と
同時期であることが望まれる。⼀⽅，そのためには施⼯期間（S5）の早い時期から作成
を開始する必要があり，さらに維持管理 BIM の納期を発注者が指⽰し，明確にする必
要がある。合わせて，その際は竣⼯図や竣⼯引き渡し図書の作成時期との整合も図るこ
とが求められる。 
７）維持管理者（ビル管理業者）を対象とした BIM の啓発機会を設ける 

維持管理業者においては，BIM の活⽤が要求されてこなかった背景もあり，BIM に
対する知識や BIM の必要性，可能性を理解している場⾯が少ないことを感じた。維持
管理 BIM の活⽤を推進するには，実務での⽔平展開が必要不可⽋であり，維持管理段
階における BIM の啓発活動を進めるところから⼀歩ずつ業界全体に対する情報の浸透
を促すことが望まれる。 
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第６章 BIM 実⾏計画書（BEP），BIM 発注者情報要件（EIR）の検証結果 
 
6-1 BIM 実⾏計画（BEP）に記載するのが望ましい項⽬ 

BIM 実⾏計画（BEP）は，プロジェクトの維持管理段階における BIM の活⽤につい
て⽬標を設定し，関係者の業務連携を進める枠組みを⽰すとともに組織体制および BIM
モデルの作成プロセスを具体的に⽰すものであるべきと考える。本検証で検討する BEP
は，プロジェクトの維持管理段階における BIM の作成場⾯を捉えて，主に BIM の作成
⽅法，モデルの統合および関係者の役割分担を提⽰し，業務内容と業務連携を進める枠
組みとそのステップを⽰すことが重要と考えた。この中で維持管理 BIM の活⽤⽅法す
なわち活⽤場⾯を設定することが，BIM モデルの構成（レイヤー設定），リアリティ（詳
細度），操作性（⼊⼒する属性データを含めたデータ量）に⼤きく影響することがわか
った。また，⼀部の項⽬は BIM 発注者情報要件（EIR）に記載された項⽬を受けて計画
するものであるため，BEP は EIR と対⽐して整備されるべき項⽬も⾒受けられる。こ
こでは施⼯者が維持管理 BIM 作成業務を担ったケースにおける BEP に記載するのが
望ましい項⽬の検証結果を⽰す。 
 
6-1-1 プロジェクト情報 

（１）維持管理 BIM 作成の主担当 
この項⽬は，維持管理 BIM の作成に携わる主要⼯種の取りまとめの役割を担う者を

明⽰する。維持管理 BIM では，建築・電気設備・機械設備が統合された BIM モデルと
維持管理で必要になる各種部材や機器類などの属性と系統などの表⽰機能を有する必
要がある。本ケーススタディでは建築⼯事，電気設備⼯事，機械設備⼯事を対象とした
が，建物の規模や⽤途によっては外構・ランドスケープや付帯設備などが該当する場合
もあると考えられる。担当者は施⼯段階における資機材の発注情報および施⼯情報をも
とに BIM モデルのとりまとめを担う。 

 
（２）継承する BIM モデル 
 維持管理 BIM へ継承する BIM モデルの有無を明⽰する。継承する BIM モデルとし
て設計 BIM などが挙げられるが，その場合でも意匠，構造および設備の BIM モデルの
整合が取れていることが望ましい。なお，データの⼀貫性を担保するためには，設計変
更の内容までが網羅された設計 BIM を維持管理 BIM に継承することが望ましい。ま
た，継承する BIM モデルの有無，精度および詳細度は，維持管理 BIM の作成期間およ
び作成費⽤に⼤きく影響することから，維持管理 BIM 作成の業務委託契約または EIR
にも明記しておくべきである。 
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（３）維持管理 BIM モデルの作成範囲 
⼀般的に商業施設や賃貸ビルの場合，⼯事区分が A,B,C，3 つの⼯事区分に分類され

る。A ⼯事は建物のオーナーが発注する本体⼯事や共⽤の施設・通路⼯事，ガスや給排
⽔などの必要な設備⼯事がこれに含まれる。B，C ⼯事は事務所，店舗などのテナント
⼊居者などが発注する⼯事で B ⼯事は A ⼯事と同⼀の施⼯会社が施⼯するケースが多
く，C ⼯事は店舗やオフィスの内装⼯事等が該当し，⼊居者が選定するため A ⼯事と
異なる施⼯会社となる場合がある。今回は施⼯者が維持管理 BIM 作成者であるため，
BIM の作成範囲を B ⼯事までとした。また，C ⼯事部分についてはテナントの⼊退去
により形状が変更されることも多いので，このような⼯事区分を踏まえたうえで維持管
理 BIM 作成者は BIM モデルの作成範囲について発注者およびライフサイクルコンサ
ルタント業者の意向を確認しておく必要がある。 

 
（４）維持管理 BIM の作成開始時期と納品の時期 
 維持管理 BIM は，すべての設計変更が確定した後から作成を開始することが⼿戻り
を最も少なくし，コストが抑えられる進め⽅となる。しかし，⼀般的な建設⼯事におい
て，⼯事の最終段階でも設計変更がなされる場合が多く，このようなケースでは竣⼯・
引き渡しと同時に維持管理 BIM を引き渡すことは困難となる。竣⼯・引き渡しと同時
に維持管理業務が開始されるものの，実際には竣⼯後においても数か⽉間は⼯事施⼯者
が様々な対応をしているケースが多い。このようなことを踏まえて維持管理 BIM の作
成開始時期および納品時期は作成期間を考慮して，現実的な時期に定められることが望
ましい。 
 
6-1-2 維持管理 BIM の作成⽅針 

（１）維持管理に利⽤するシステム 
この項⽬では維持管理者がどのように維持管理 BIM を利⽤するのかを明⽰する。維

持管理システムと維持管理 BIM を併⽤する場合では，初期設定でどこまで BIM モデル
に⼊⼒するのか，更新はどうするのかを検討する必要がある。今回の検証では，別途⽤
意した維持管理システムとの連携が前提であったため，維持管理に必要な属性情報は，
その多くを施設管理システム側で更新するため，維持管理 BIM 側に付加するものは最
⼩限としている。 

 
（２）維持管理 BIM モデルの作成分類 

維持管理 BIM は建物全体を BIM モデル化するなかで，維持管理の⽬線でレイヤー分
け等の対応を⾏う必要がある。例えば機器からの⽔漏れが⽣じた場合，対象物の特定と
その配管ルート，⽌⽔するバルブの位置などが⽰されると短時間で応急処置が⾏える。
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したがって，維持管理に必要な給排⽔の系統，ダクトの系統など系統表⽰が必要な項⽬
についてレイヤー分け等の要件定義も合わせて⾏う。⼀⽅で，⾒え⽅にリアリティを求
めるとデータ量が増⼤し，維持管理システム全体の操作性を損なうことから，対象物に
ついてどこまでどのように表⽰するかを⽰す必要がある。 

 
（３）維持管理 BIM モデルに⼊⼒する機器類の属性情報 

対象物の名称，メーカー名，型式/型番，仕様（能⼒），消耗品を含む付属品など利⽤
するルールに従って維持管理 BIM に⼊⼒する属性情報を⽰す。 
 
6-1-3 維持管理 BIM の作成条件 

（１）パーソナルコンピュータの仕様および性能 
ここでは維持管理 BIM の動作環境，すなわち維持管理 BIM の利⽤者がどのようなス

ペックのパソコンを準備する必要があるかハードウェアの要件を⽰す。特に BIM モデ
ルのデータ量や使⽤する BIM ソフトウェアまたはビューアー等に依存するケースが多
いと考えられるが，事務作業⽤の汎⽤パソコンで動作させることは難しい場合が多いと
想定される。 
 
（２）タブレット端末の仕様および性能 

前項と同様に施設管理者が建物内の点検業務等を⾏う際に維持管理 BIM を利⽤する
端末機器について動作環境を⽰しておく。なお，この場合には建物の設備として⾼層部
や地下部などにも Wi-fi 等のインターネット環境が必要となる。 
 
6-1-4 維持管理 BIM の作成計画 

（１）基幹ソフトウェアおよびバージョン 
維持管理 BIM は視覚的に優れ，施設管理者にとってこれまでの建築・設備の図⾯を

読み解くスキルが不要になるといった⼤きなメリットがある。ここでは，維持管理 BIM
を作成する基幹ソフトウェアのバージョン情報，統合に⽤いる中間ファイルフォーマッ
トの形式を⽰す。本ケーススタディでは，維持管理システムは維持管理 BIM および点
検更新履歴等をデジタル情報として連携して⼀元的に管理できるシステムを採⽤した
ものの，将来における BIM モデルの更新において，専⾨スキルが必要な結果となった。
施設管理者にそのスキルが無い場合は外注によることとなり費⽤が発⽣する。 

⼀⽅で更新が遅れると維持管理 BIM と実際の建物に⾷い違いが⽣じることとなり，
BIM モデルの信頼性，利⽤度が低下すると考えられる。特に本件のように賃貸ビルの
場合はテナントの⼊退去により都度間仕切の変更や空調機器，照明器具の位置変更が想
定されるため，維持管理 BIM の更新についてどのように扱うか予め協議した上で使⽤
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するソフトウェアを選定することが重要である。 
 また，⼀般的に施⼯者が施⼯ BIM において統合に⽤いるソフトウェアは建築主体の
ものであるが，本件では維持管理の対象となるものをリストアップした結果，主に機械
設備と電気設備であることが明確となった。そこで統合する BIM ソフトウェアは施⼯
BIM の統合に⽤いた Revit（建築）のほかに設備の施⼯ BIM 作成で⽤いられた Rebro
等を想定することが考えられる。 
 
（２）役割分担および作成するソフトウェア 

建設⼯事は⾮常に多くの資材，部品，機器の集合体であり，維持管理 BIM の作成に
必要な対象物やパーツはこれらの組み合わせとなる。建具等の資材，⾦物などの部品，
設備機器などの作成には，メーカーやファブリケーターが製作段階で⽤いた BIM モデ
ルを活⽤できる。そのような場合では各社がどのような BIM ソフトウェアを⽤いてど
のくらいの詳細度でいつ納品するかについて記載する必要がある。このとき，統合後の
データ量を⾒据えて，形状の簡素化，維持管理で必要としない部品の削除等によりデー
タの軽量化を図り，実際の運⽤に即した BIM モデルとする事が重要となる。 
 
（３）データの共有環境と利⽤のルール 

前述のとおり維持管理 BIM の作成には，多くの関係者が介在することとなるため，
データのやり取りに関して⼀定のルールが必要となる。ここではオンラインストレージ
等のデータの共有場所とする具体的な名称とともに，ID の発⾏や操作権限を含めて規
定することを記載する。また，ファイル名の付け⽅やフォルダ構成等ファイル格納の際
のルールおよびセキュリティ指針等を定めて共有しておく。最終的に統合された維持管
理 BIM は発注者に納品され活⽤することを想定し，⼀般的に無償で使⽤することがで
きる権利を与えることになる。 

 
（４）維持管理 BIM を作成するための関連会議 

施設点検および維持管理業務において，点検ルート，作業スペース，作業姿勢および
点検時の安全確保などは重要な項⽬である。ここでは維持管理のフロントローディング
として施⼯段階でこれらを確認する場を設けて，その時期と頻度とともに計画する。本
ケーススタディでは施⼯ BIM による BIM 調整会議が開催され，主に建築，電気設備，
機械設備の不整合の確認が⾏われていたが，この会議体に施設管理者または施設管理の
知⾒を有する者が同席して維持管理の⽬線で点検動線等を確認することができた。この
ような会議体として維持管理協議会を設けることも有効と考える。また，必要に応じて
発注者および設計者とのコミュニケーション⽅法も記載しておく。 
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（５）BIM モデル作成のステップとマイルストーン 
様々な BIM ソフトウェアを⽤いて作成される各社の BIM モデルは，それぞれのデー

タの互換性および変換状況を早期に確認しておくことが重要となる。データ作成の初期
段階で基準階や 1 ブロック等⼀定の範囲に限定したデータを⽤いて，中間ファイルフォ
ーマットを介した統合に際して互換性が確保されているか，データや属性情報の⽋落が
ないか等について確認するステップを設けておく。また，この段階で変換に要する時間
や変換後のデータ量の変化，操作性などを把握しておくと統合時の状況が予⾒すること
で，あらかじめデータ量の調整やデータ作成⽅法の⾒直しなどの対応が取れると考える。 
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6-2 BIM 発注者情報要件（EIR）に記載するのが望ましい項⽬ 
BIM 発注者情報要件（EIR）はプロジェクトにおいて，維持管理段階における BIM の

活⽤について共通の⽬標を設定する必要がある。そのため，関係者の役割分担および責
任を定め，業務連携を進める枠組みを⽰すとともに組織体制およびプロセスの実⾏⽅法
を具体的に⽰すことで，受託者が BEP を策定する際の拠り所とすべき内容となる。 

プロジェクトの発注形態は様々であり，発注形態によって関係者の役割分担及び責任
も⾃ずと変化する。EIR の記載内容は発注形態により，適宜修正が必要と認識しておき
たい。 

 
6-2-1 基本要件 

（１）維持管理 BIM 作成業務に係る関係者 
①発注者（※基本的に施設所有者と同義） 

 ②ライフサイクルコンサルティング業者 
 ③設計者（⼯事監理者含む） 
 ④施⼯者 
 ⑤維持管理 BIM 作成者 
 ⑥維持管理者 

⑦施設管理業者（※施設所有者と同義，場合によって維持管理者を兼ねる） 
 

（２）維持管理 BIM 作成業務に係る関係者の⼯程毎の業務 
①発注者・②ライフサイクルコンサルティング業者 
１）企画⼯程： 

・BIM 活⽤のための計画の策定，EIR の作成 
２）設計⼯程： 

・設計者選定時における⾒積要綱での EIR の提⽰（委託契約前） 
・設計者への指⽰（委託契約後） 
・契約条件となっている BEP の確認 

３）施⼯⼯程： 
・施⼯者選定時における⾒積要綱での EIR の提⽰（請負契約前） 
・施⼯者への指⽰（請負契約後） 
・契約条件となっている BEP の確認 

４）維持管理⼯程： 
・維持管理業者選定時における⾒積要綱での EIR の提⽰（委託契約前） 
・維持管理業者への指⽰（委託契約後） 
・維持管理 BIM 作成者選定時における⾒積要綱での EIR の提⽰（委託契約前） 
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・維持管理 BIM 作成者への指⽰（委託契約後） 
・維持管理 BIM 作成者の BEP を確認 
発注者もしくはライフサイクルコンサルティング業者，または発注者とライフサイ

クルコンサルティング業者が協業して上記の⼯程毎に当該業務を遂⾏する。ライフサ
イクルコンサルティング業者は維持管理 BIM 作成についての知識，実績を有し，発
注者が求める維持管理に対する業務内容，品質，対象不動産の詳細を⼗分に理解し，
各種情報を共有し，適切に EIR の作成，提案及び関係者への意思伝達，調整業務を担
うものとする。 
③設計者 
１）企画⼯程： 

・BIM 活⽤のための計画の策定への協⼒ 
２）設計⼯程： 

・設計 BIM モデルの作成，活⽤ 
・BEP に準拠して維持管理 BIM 作成に必要なライブラリを整備 

３）施⼯⼯程： 
・設計 BIM モデルの引継ぎ 
・維持管理 BIM 作成のための情報提供・共有 

４）維持管理⼯程： 
・維持管理 BIM 作成者への設計 BIM の引継ぎ協⼒ 
EIR の作成にあたり，必要に応じて意⾒交換，参考資料の提⽰等，発注者，ライフ

サイクルコンサルティング業者の作業に協⼒する。設計業務契約もしくは設計監理業
務契約に付随する EIR に基づき，設計 BIM の作成，活⽤を⾏うとともに，施⼯者に
対し設計 BIM モデルの引継ぎと説明を⾏う。その際は，EIR に基づいた引継ぎが実
施されるように必要に応じて助⾔，協⼒する。また，施⼯ BIM の作成，活⽤に際し，
施⼯者に協⼒する。設計者はその業務の性質上，プロジェクトの上流から関わり，発
注者についでプロジェクトの全体像を俯瞰的に把握できる⽴場となる。その為，発注
者もしくはライフサイクルコンサルティング業者と並⾛しながら，BIM モデルの効
率的活⽤，適切な運⽤に対しても積極的な関与が必要となる。 

EIR の整備を契機として，従来の設計契約及び設計監理契約では明記されていない，
プロジェクトにおける⼀貫した BIM データの管理及び竣⼯ BIM モデル，維持管理
BIM モデルに対する関与，チェック業務を明確化し，設計者の業務として位置付ける
事が必要と考えられる。 
④施⼯者 
１）設計⼯程（技術協⼒をする場合） 

・設計 BIM モデルの作成，活⽤への協⼒ 
・施⼯技術に関する協⼒，提案 



90 
 

２）施⼯⼯程 
・請負契約前 

⾒積要綱の BIM 発注者情報要件（EIR）に基づき，⾒積書及び⼯程表，施⼯計  
画書の作成，必要に応じ技術提案書等の作成を⾏う。 

・請負契約後： 
施⼯ BIM の作成，活⽤をする。維持管理 BIM 作成者へ維持管理で必要となる属   
性情報を提出する（竣⼯後でも可） 

３）維持管理⼯程： 
・維持管理 BIM 作成者への施⼯ BIM の引継ぎ 
EIR に基づき維持管理 BIM 作成者に必要に応じて施⼯段階で確定された情報の引

継ぎと説明を⾏う。維持管理 BIM の作成・活⽤に際し，維持管理 BIM 作成者に協⼒
する。施⼯者は請負契約書に付随する EIR に基づき，施⼯ BIM の作成，活⽤を⾏う。 

施⼯者は施⼯ BIM の作成を担う事から，プロジェクトの最終形を最も把握してい
る。その為，従来から竣⼯図の作成を⾏っているが，竣⼯図が図⾯から BIM モデル
に発展し，竣⼯モデルが多⽅⾯に活⽤される可能性を考えると，竣⼯ BIM の作成の
在り⽅を業界の中で統⼀させる必要が考えられる。今後の発展的 BIM モデルの活⽤，
BIM そのものの普及促進の観点からも，従前の請負契約では網羅できていない，BIM
データの活⽤，BIM モデルの⼀貫した精度管理，竣⼯ BIM の作成から維持管理 BIM
への展開について，明確に責任区分と業務分担を表記する必要が求められる。 
⑤維持管理 BIM 作成者 
施⼯⼯程： 

・維持管理 BIM の作成（場合により竣⼯・引き渡し後） 
・維持管理⼯程：維持管理 BIM モデルの管理，更新 
EIR に基づき，維持管理 BIM の作成，BIM モデルの管理，更新及び必要に応じ発

注者へのコンサルティングを⾏う。維持管理 BIM は維持管理が始まって以降も継続
的にメンテナンスを⾏い，常に最新の状況を反映させたモデルづくりが必須条件とな
る。その為，竣⼯時に維持管理 BIM を作成するのみならず，その後の更新，維持管
理に係る情報共有を発注者と図る必要がある。現状では維持管理 BIM 作成者の位置
づけが不明確であり，業務の実績がないことから，今後⼿探りで EIR を整える必要が
ある。 

設計 BIM をベースに維持管理 BIM を作成することが望まれるが，維持管理 BIM
を施⼯者からデータ提供を受けて作成する場合では，設備⼯事業者や各種専⾨⼯事業
者の協⼒を要請する事が予想される。業務としては請負契約に付随する従来までの竣
⼯モデル作成業務に包含する形ではなく，新たな委託契約として締結する事が望まし
い。 

発注者としては新たなコスト負担が⽣じる事となり，それに伴うメリットの創出，
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コスト⾒合いの合理性の確⽴が BIM の普及に対する重要なファクターとなる事が考
えられる。 

⑥維持管理者・⑦維持管理業者 
維持管理⼯程： 

・維持管理 BIM の活⽤ 
維持管理業務を実施する中で EIR に基づき，維持管理 BIM を活⽤する。維持管理業

者はプロジェクトの最終段階で関わり始める場合が多い。通常の管理業務のツールとし
て維持管理 BIM を活⽤し，業務の効率化を図ると共にデータ保全の合理化，情報伝達
に有効に利⽤する事が求められる。発注者及び維持管理 BIM 作成者の要請に応じて，
維持管理 BIM のモデル管理，更新に協⼒し，維持管理データに最新の現状が反映され
ているか注視する事が求められる。 
 

（３）維持管理 BIM の活⽤⽬的 
維持管理 BIM を発注者や維持管理業者が活⽤する⽬的を明確に記載するのが望まし

い。施⼯者や維持管理作成者側からも作成に関する提案を引きだせる。今回の想定で
は，以下の項⽬が想定された。施設管理会社の選定，⽇常の施設管理業務，不具合・
緊急時対応，修繕・修理業務，維持管理計画の策定，テナント⼊退去対応（原状回復
含む），更新時の⼯事計画，エネルギー管理，その他（点検ルートのシミュレーショ
ン）。 
 
6-2-2 維持管理 BIM の作成要件 

（１）前提与件 
維持管理 BIM 作成の為，発注者及びライフサイクルコンサルティング業者（以下，

発注者等）より提供される BIM の有無について明記し，設計 BIM は設計者より，施⼯
BIM は施⼯者より，引継ぎの説明を受け，維持管理 BIM 作成に活⽤する事を記載する。
また，各種の BIM モデルが提供されない場合は，発注者等より提⽰された EIR に基づ
き，新たに維持管理 BIM を作成する。  

維持管理 BIM の作成範囲については，A ⼯事，B ⼯事，C ⼯事の別を発注者等と協
議をする必要がある。維持管理 BIM の作成完了引渡し時期についても，対象建物の竣
⼯引渡し時，または指定の期間を経過した後の期⽇を明記する。この時点で従来の竣⼯
図や竣⼯引き渡し図書の完了引渡し時期も合わせて確認し，引渡し後から開始される維
持管理業務に必要な図⾯，BIM の運⽤スケジュールについて明確にしておくのが望ま
しい。 

 
（２）BIM ソフトウェアの選定 
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⼀般的に流通している製品（汎⽤性を重視）を選定するのが望ましい。ライフサイク
ルコンサルティング業者は，発注者が重視する BIM モデルの要件の打合せを通じ，⼗
分に確認の上，選定作業を⾏う。発注者から指定のある場合は，指定されたソフトウェ
アを使うことを前提とし，やむを得ず指定以外のソフトウェアを選定したい場合は発注
者と協議する。ソフトウェアの選定に際しては，発注者が準備できる運⽤環境に配慮し，
⼗分実⽤に耐える製品を選定する事を考慮の上，必要に応じて運⽤環境の整備を発注者
に提案する。設備⽤ BIM ソフトウェアの選定では，意匠図を作成する BIM ソフトウェ
アとの相互互換性を⼗分に考慮する。 

 
（３）維持管理システムについては BIM ソフトウェアとの連携を重視して選定 

すでに発注者において運⽤中の維持管理システムがある場合は，BIM ソフトウェア
の選定時点において連携が取れる事を確認しておく。また，維持管理システムを単独で
利⽤し BIM モデルとの連携を⾏わない場合はその旨を明記する。BIM モデルのデータ
変換⽅式は汎⽤性を重視し，常に互換フォーマットの最新バージョンのリリースに対応
するのが望ましい。 

 
（４）維持管理 BIM の詳細度 

維持管理 BIM の詳細レベルは，求める機能によりプロジェクト毎に策定する必要が
ある。基本的に施⼯ BIM 同等の詳細度は要求されない。 

維持管理に必要な要件としては，特に竣⼯後は容易に⽬視できない天井内配管や PS，
DS，EPS 等のシャフト内，地下ピットの設備スペースなど，設備機器の配置，配管取
り回し，各種バルブ位置の情報が重要になる。しかしながら，図形的詳細度は精緻であ
る必要はなく，属性として機器名称，メーカー，型番，消耗品等のデータが紐づけられ
ている事が望ましい。また，建築的表現は建物全体の概要把握，事前の管理ルートの確
認，直感的位置形状の把握のために基本設計レベルのモデル情報は必要と考えるが，円
弧の正確性や細かい部材（ボルト，建具枠等）の図形的表現は必要ないと考えられる。 
 
（５）維持管理 BIM のレイヤー 

現時点で発注者等が指⽰する事は不必要であり，考慮する必要は無いと考えられる。
主な理由として，維持管理 BIM についてのレイヤー分けは主に作図，修正の為に必要
な要件であるが，実際には発注者等⾃らが作図修正作業を⾏う事は，業務の効率性，実
⾏体制の構築の⾯から想定しづらい。発注者等が指定する事により，設計 BIM，施⼯
BIM，維持管理 BIM の各作成者に既存のルールと異なる運⽤を強いる事となり，作業
の混乱を招き，効率を低下させる可能性が⼤きいためである。 

ただし，維持管理段階で BIM を活⽤する⽬的に応じて閲覧する区分は決めておく必
要がある（例えば，設備系統別にビューを分けておくこと，等）。今後，メリットがリ
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スクを上回る事が明らかになった場合には，知⾒を集め，EIR に盛り込むことも検討す
べきであることを書き添えておく。 
 
6-2-3 維持管理 BIM 作成に伴う管理⼿法，体制 

（１）維持管理 BIM における情報構築 
維持管理を⽬的に運⽤するために必要となる情報は，建物の設計，施⼯の為に必要な

情報とは異なる。建築物（躯体，仕上げ，設備全般）としての図形モデルを必要な精度
に修正し，この BIM モデルに維持管理⽤に必要なデータを紐づける作業の事を情報構
築と呼んで差し⽀えないように感じている。いわゆるテキストベースの属性データを付
加し，BIM モデルに連結されている事が望ましく，特別なスキルなしにアクセスでき
る閲覧性を重視すべきである。 

運⽤に際して維持管理システムとの併⽤，連携の有無，維持管理 BIM を単独で利⽤
する場合のスキーム作りも求められる。更に既存の維持管理⼿法（例えばペーパーベー
スでの情報共有）との併存も視野に⼊れる事が現実的であり，理想的な体制に偏ること
なく事実に⽴脚した体制作りが必要である。 

 
（２）維持管理 BIM のモデリングと⼊⼒ルール 

以下の各項⽬について BIM モデル作成の条件を提⽰する必要がある。 
①維持管理 BIM の作成⽅法 

・建築⼯事，機械設備⼯事，電気設備⼯事について設計 BIM を継承する有無 
・竣⼯ BIM を継承する有無 
・施⼯ BIM を継承する有無 
・新たに作成する必要性 

②施⼯期間中に発⽣する設計変更の維持管理 BIM への対応者 
・設計者，施⼯者，維持管理 BIM 作成者もしくは設計変更対応は不要 

③維持管理で必要な属性情報の項⽬ 
・維持管理 BIM で⼊⼒更新，もしくは維持管理システムで⼊⼒更新 

④維持管理で必要な属性情報の作成⽅法 
・設計 BIM のライブラリを使⽤，もしくは新たに作成 

⑤維持管理で必要な属性情報の⼊⼒分担 
・建築⼯事，機械設備⼯事，電気設備⼯事について属性情報の⼊⼒を維持管理 

BIM 作成者が⾏うか，設計者，施⼯者もしくは専⾨⼯事会社が⾏うかを指定し，
いずれでもない場合は，⼊⼒者を確定し明⽰する。 

⑥テナント内装⼯事等別途⼯事に対する維持管理 BIM の作成範囲 
・B,C ⼯事は対象外，B ⼯事まで対応，B,C ⼯事まで対応 
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（３）施⼯者と維持管理 BIM 作成者間の情報伝達 
以下の項⽬について，ルールを提⽰する必要がある。 
①維持管理 BIM の作成開始時期 

・施⼯期間中の場合は着⼿⽇程を明⽰，もしくは竣⼯引き渡し後 
②維持管理 BIM の引き渡し時期 

・竣⼯引き渡し時，もしくは竣⼯引き渡し後の期⽇を指定 
③維持管理 BIM の統合 

・施⼯者，設備専⾨⼯事業者，専⾨⼯事業者及び維持管理 BIM 作成者の役割を明
⽰し，最終的に BIM モデルを統合し，維持管理 BIM の作成者を規定 

 
6-2-4 維持管理 BIM の運⽤に伴う管理⼿法，体制 
（１）関係者および役割分担 

維持管理 BIM の運⽤に係る関係者及び役割分担は以下のとおりとする。 
①施設管理者（施設所有者）： 

・発注者等は建物の維持管理について EIR を策定し，維持管理⽅針の決定，管理会
社の選定，維持管理 BIM の構築，運⽤，更新を⾏う 

②維持管理業者： 
・施設管理者より選任を受け，維持管理⽅針に従い維持管理 BIM を運⽤し，建物

管理を⾏う。 
・維持管理 BIM 作成者：施設管理者より委託を受け，維持管理 BIM の作成，更新

を⾏う。 
 

（２）維持管理 BIM を活⽤する業務及び協働⽅針 
維持管理 BIM を活⽤する業務は以下のとおりとする（以下「管理業務」という）。 
①維持管理業者の選定 
②⽇常業務（定期点検/清掃） 
③不具合/緊急時対応 
④修繕/修理業務 
⑤維持管理計画（計画⽴案/検討） 
⑥テナント⼊退去 
⑦更新⼯事計画 
⑧点検記録/修繕記録/更新記録 
⑨エネルギー管理 
⑩その他 
施設管理者は維持管理業者を選任し，維持管理に必要な維持管理 BIM を提供し，維
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持管理システムとの連携，管理業務内容を EIR にて明⽰する。維持管理業者は維持管理
の進捗に伴い維持管理 BIM の更新の必要性を判断する。維持管理 BIM を更新する場合
は維持管理 BIM 作成者に更新に関する情報提供を⾏う。 

維持管理者は維持管理システムを利⽤し EIR で指定された管理業務を⾏う。維持管
理システムと維持管理 BIM の整合性をチェックし，必要に応じて維持管理 BIM の更新
を発注者に提案する。 

維持管理 BIM の主な更新時期は「間仕切等，レイアウト変更時/更新時」「主要な設
備機器の変更/更新時」「テナント⼊退去時」「⼤規模修繕時」等が想定される。 

 
（３）プロジェクトの進⾏に伴う情報プロセス管理 

維持管理業務で維持管理 BIM を参照する項⽬は以下のとおりとする。 
①建築の躯体及び仕上の種類 
②機械設備の機器と系統 
③電気設備の機器と系統 
④防災設備の機器と系統 
⑤セキュリティ設備の機器と系統 
⑥什器・備品に関する情報 
プロジェクト固有の情報が多い為，情報管理のルールを作成し関係者外に情報が漏洩

しないように配慮する。 
 

（４）プロジェクトの進⾏に伴う情報構築，連携 
維持管理業務で維持管理 BIM との連携が必要とされる属性情報等は以下のとおりと

する。 
①建築（躯体・仕上等）に関する属性情報（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
②機械設備に関する属性情報（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
③電気設備に関する属性情報（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
④防災設備に関する属性情報（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
⑤セキュリティ設備に関する属性情報（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
⑥什器・備品に関する属性データ（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
プロジェクト固有の情報が多い為，情報管理のルールを作成し関係者外に情報が漏洩

しないように配慮する。 
 
6-2-5 維持管理 BIM 作成におけるデータ利⽤形式 

（１）納品するファイルフォーマット 
下記のそれぞれのファイルフォーマットにて納品（DVD 等）する。 



96 
 

① 選定された BIM ソフトウェア固有のファイルフォーマット 
 ② 汎⽤性の⾼い業界標準ファイルフォーマット 
 
（２）維持管理 BIM の運⽤環境 
 ① サーバー 

・クラウドサーバー ・社内サーバー ・その他（   ） 
 ② オペレーティングシステム 

・Windows ・macOS ・その他（    ） 
 ③ 使⽤機器およびスペック 

・パーソナルコンピュータ ・タブレット ・スマートフォン 
 
（３）版権および著作権 
 版権及び著作権はデータ作成者に帰属する。ただし，発注者はデータ作成者の許可を
得ることなく運⽤，改変が出来るものとする。詳細については，別途締結の各種の業務
委託契約に準じる。 
 
（４）守秘義務 
 別途締結の守秘義務契約に準じる。 
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第７章 参考資料 
 
７-1 採択事業概要（2020 年 6 ⽉ 30 ⽇） 
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７-2 評価結果報告書［本事業分］（2020 年 6 ⽉ 30 ⽇） 
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７-3 第 5 回建築 BIM 環境整備部会発表資料（2020 年 08 ⽉ 07 ⽇） 
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７-4 第 6 回建築 BIM 環境整備部会発表資料（2020 年 11 ⽉ 18 ⽇） 
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７-5 第 7 回建築 BIM 環境整備部会発表資料（2021 年 02 ⽉ 12 ⽇） 
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７-6 BIM 実⾏計画書（BEP）［案］ 

 
1. プロジェクト情報 

1-1 維持管理 BIM 作成の主担当者 
■ 維持管理 BIM 作成・統合：前⽥建設⼯業 
■ 建築⼯事        ：前⽥建設⼯業 
■ 電気設備⼯事      ：※※電気 
■ 機械設備⼯事            :※※設備⼯業 
■ 外構/ランドスケープ  ：前⽥建設⼯業 
■ 付帯設備        ：※※ 
各社の担当者名，連絡先（TEL,メールアドレス）は別途体制表に記載する。 

 
1-2 継承する BIM モデル 

□ 設計 BIM モデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） 
□ 竣⼯ BIM モデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） 
□ 施⼯BIM モデル（・建築 ・電気 ・設備） 
■ なし（新たに作成） 

 
1-3 維持管理 BIM モデルの作成範囲 

□ A⼯事のみ ■ A⼯事および B⼯事 □ A⼯事，B⼯事および C⼯事 □ 周辺建物（外形のみ） 
 
1-4 維持管理 BIM の作成開始時期と納品の時期 
（1）作成開始 

■ 施⼯期間中（2020 年 10⽉） □ 竣⼯引き渡し時 □ その他（  ） 
（2）納品 

□ 竣⼯引き渡し時 ■ 竣⼯引き渡しの 3 か⽉以内 □ 竣⼯引き渡しの 6 か⽉以内 
 

2. 維持管理 BIM の作成⽅針 

2-1 施設管理に利⽤するツール 
■ BIM モデルと施設管理システムの併⽤（システム名称：アイクロア） 
□ 維持管理 BIM を主として利⽤ 
□ 汎⽤表計算ソフトを主として利⽤ 
□ その他 

 
2-2 維持管理 BIM モデルの作成範囲 
(1)建築 

■ 躯体（形状のみ） 
■ 鉄⾻（形状のみ，スリーブは位置と径） 
■ 床（仕上種） 
■ 壁（壁種を分類） 
■ 天井（仕上種とメーカー） 
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■ 外部建具（メーカーと品番） 
■ 内部建具（メーカーと品番） 
□ 什器備品（C ⼯事のため対象外） 

（2）機械設備 
■ 空調設備（系統表⽰含む） 
■ 換気設備（系統表⽰含む） 
■ 衛⽣設備(系統表⽰含む）  
■ ⾃動制御設備（制御盤含む） 
■ 消⽕設備（系統表⽰含む） 
■ 排煙設備（系統表⽰含む）  

（3）電気設備 
■ 電⼒（引込ラック） 
■ ⾼圧受電設備（引込ラック） 
■ 発電設備（B⼯事⽤） 
■ 幹線/動⼒/コンセント設備（形状） 
■ 照明設備（形状・メーカー・品番） 
■ 雷保護設備（形状） 
■ ⾮常⽤発電設備（形状・仕様） 
■ ⾮常⽤照明設備（形状・仕様） 
■ 誘導灯設備（形状・仕様） 
■ ⾮常放送設備（形状・仕様） 
■ ⾃動⽕災報知設備（形状・仕様） 

 
2-3 維持管理 BIM モデルに⼊⼒する属性情報 

■ 部屋名・階数 
■ 機器・部材・部品・製品の名称□ 仕様（能⼒・容量） 
■ メーカー名□ 付属品（消耗品含む） 
■ 型式・型番・品番□ その他（ ） 

 

3. 維持管理 BIM の作成条件 

3-1 維持管理 BIM モデルの動作環境 
（1）PC の動作環境 

■ Windows( 8, 10 64 ビット版） ■ メモリ（4GB の RAM) □ macOS( 10.13 )  ■ ディスプレイ
の解像度（1280×1024 以上） ■ CPU（マルチコアの Intel i5 相当） ■グラフィック（24 ビットカ
ラー対応のディスプレイアダプタ） 

（2）携帯端末 
■ スマートデバイス（Windows） □ スマートデバイス（iOS) □ スマートデバイス（Android) 

 
4. 維持管理 BIM の作成計画 

4-1 基幹ソフトウェアおよびバージョン 
■ Revit 2019（AUTODESK 社）       □ ARCHICAD  ■ Rebro（NYK システム社） 
□ GROOBE ■ 中間ファイルフォーマットの指定(ifc)   □ その他（ ） 
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4-2 役割分担および作成するソフトウェア 
（1）統合モデルの作成者：（前⽥建設⼯業） 
（2）⼯種別 BIM モデルの作成担当と詳細度等 

NO. ⼯種 作成担当者 ソフトウェア 詳細度 納期 
1 躯体 前⽥建設⼯業 Revit2019 ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 
2 内外装仕上げ 前⽥建設⼯業 Revit2019 ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 
3 鉄⾻ 鉄⾻ FAB IFC ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 
4 鉄⾻階段 鉄⾻階段 FAB IFC ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 
5 アルミ建具 サッシメーカー Revit2019 ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 
6 機械設備 設備専⾨⼯事業者 IFC｜REBRO 総合図 〇年〇⽉〇⽇ 
7 電気設備 設備専⾨⼯事業者 IFC｜REBRO 総合図 〇年〇⽉〇⽇ 
8 昇降機設備 エレベーターメーカー Revit2019 ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 
9 機械式駐⾞場 駐⾞場メーカー IFC ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 

10 外構全般 前⽥建設⼯業 Revit2019 ⼀般図 〇年〇⽉〇⽇ 
11 外部⾜場 ⾜場リース業者 Revit2019 ⼀般割付図 〇年〇⽉〇⽇ 

 
4-3 データの共有環境と利⽤のルール 
（1）共有場所：オンラインストレージ ShareFile（Citrix 社） 

各社の BIM 作成担当者に維持管理 BIM 作成者より ID を発⾏する 
（2）BIM ライブラリー・ファイル名指針 

ファイル格納の際のフォルダ構成，命名規則は別途定める 
（3）情報管理・データセキュリティ指針 

作成する BIM モデルは本プロジェクト以外に利⽤しない 
作成する BIM モデルは本プロジェクト関係者以外に開⽰しない 

（4）BIM モデルの権利・利⽤範囲 
統合した BIM モデルは著作権を含めて発注者に納品する 

 
4-4 維持管理 BIM 作成のための関連会議 

会議名 参加者 開始時期 頻度 
維持管理分科会 発注者・LSC 業者・維持

管理業者・設計者 
〇年〇⽉〇⽇ １回/⽉ 

施⼯ BIM 調整会議 発注者・設計者・施⼯者 〇年〇⽉〇⽇ ２回/⽉ 
 
4-5 BIM モデル作成のステップとマイルストーン 
（1）作成開始     （〇年〇⽉） 
（2）互換性の確認   （〇年〇⽉） 
（3）データ変換状況確認（〇年〇⽉） 
（4）データの統合   （〇年〇⽉） 
（5）設計変更の確認対応（〇年〇⽉） 
（6）納品       （〇年〇⽉） 
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７-7 BIM 発注者情報要件（EIR） 

 
1. 基本要件 

1-1 維持管理 BIM 作成業務に係る関係者 
（1）発注者                            ：荒井商店 
（2）施設所有者（基本的に発注者と同義） ：荒井商店 
（3）ライフサイクルコンサルティング業者：前⽥建設⼯業 
（4）設計者                            ：※※設計 
（5）施⼯者                            ：前⽥建設⼯業 
（6）維持管理 BIM 作成者               ：前⽥建設⼯業 
（7）維持管理者                        ：荒井商店 
（8）施設管理業者                      ：※※※ 
（9）その他                            ：※※※ 
 
1-2 維持管理 BIM 作成業務に係る関係者の業務 
（1）発注者・ライフサイクルコンサルティング業者 

・企画⼯程   □ BIM 活⽤のための計画の策定 
・設計⼯程   □ 設計者への指⽰ 
・施⼯⼯程   □ 施⼯者への指⽰（請負契約前） 

□ 施⼯者への指⽰（請負契約後） 
・維持管理⼯程 □ 維持管理者への指⽰（委託契約前） 

□ 維持管理業者への指⽰（委託契約後） 
（2）設計者 

・企画⼯程   □ BIM 活⽤のための計画の策定への協⼒ 
・設計⼯程   □ 設計 BIM モデルの作成，活⽤ 
・施⼯⼯程   □ 設計 BIM モデルの引継ぎ 
・維持管理⼯程 □ 維持管理 BIM 作成者への施⼯BIM モデル引継ぎの協⼒ 

（3）施⼯者 
・設計⼯程      □ 設計 BIM モデルの作成，活⽤への協⼒ 
・施⼯⼯程      □ 請負契約前   □ ⾒積書の作成 

□ ⼯程表の作成 
□ 施⼯計画書の作成 
□ 技術提案書の作成 

□ 請負契約後   □ 施⼯BIM モデルの作成活⽤ 
□ 竣⼯BIM モデルの作成 

・維持管理⼯程  □ 維持管理 BIM 作成者へ施⼯BIM モデル引継 
（4）維持管理 BIM 作成者 

・施⼯⼯程   □ 維持管理 BIM モデルの作成 
・維持管理⼯程 □ 維持管理 BIM モデルの管理，更新 

（5）維持管理者 
・維持管理⼯程 □ 維持管理 BIM モデルの活⽤ 
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1-3 維持管理 BIM の活⽤⽬的 
 □ 施設管理会社の選定 □ ⽇常の施設管理業務 □ 不具合・緊急時対応 □ 修繕・修理業務 
 □ 維持管理計画の策定 □ テナント⼊退去対応（原状回復含む） □ 更新時の⼯事計画 
 □ エネルギー管理 □ その他（点検ルートのシミュレーション） 
 
2. 作成要件 

2-1 前提与件 
（1）提供する BIM モデル 

□ 設計 BIM モデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） 
□ 竣⼯BIM モデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） 
■ なし 

（2）維持管理 BIM モデルの作成範囲 
□ A⼯事のみ  ■ A⼯事および B⼯事  □ A⼯事，B⼯事および C⼯事 

（3）維持管理 BIM の引き渡し時期 
□ 竣⼯引き渡し時  ■ 竣⼯引き渡しの 3 か⽉後 □ 竣⼯引き渡しの 6 か⽉後 

 
2-2 BIM ソフトウェアの選定 
（1）BIM ソフトウェアの指定 

■ 統合 BIM： 
□ 設備 BIM： 
□ なし 

（2）BIM ソフトウェアおよびバージョンの指定 
■ 統合 BIM： 
□ 設備 BIM： 
□ なし 

 
2-3 維持管理システムソフトウェアの選定 
（1）維持管理システムソフトウェアの指定 

■ 指定あり：アイクロア 
□ なし 

（2）維持管理システムソフトウェアおよびバージョンの指定 
■ 指定あり： 
□ なし 

 
2-4 BIM モデルのデータ変換⽅式 
（1）中間ファイルフォーマット 

■ 指定あり： 
□ なし 

（2）納品ファイルフォーマット 
■ 指定あり： 
□ なし 
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2-5 BIM モデルの詳細レベル 
■ 指定あり： 
□ なし 

 
2-6 BIM モデルのレイアー指定 

■ 指定あり： 
□ なし 
 

3. 維持管理 BIM 作成に伴う管理⼿法，体制 

3-1 維持管理 BIM モデルにおける情報構築 
（1）維持管理システムとの併⽤/連携（別途協議の上選定する） 

■ 指定あり： 
□ なし 

（2）維持管理 BIM モデルの単独利⽤ 
■ 指定あり： 
□ なし 

（3）属性データとの連結 
■ 指定あり： 
□ なし 

（4）既存の管理⼿法との連携 
■ 指定あり： 
□ なし 

（5）その他 
 
3-2 維持管理 BIM のモデリングと⼊⼒ルール 
（1）維持管理 BIM モデルの作成⽅法 

□ 設計 BIM モデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） 
□ 竣⼯BIM モデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） 
□ 施⼯BIM モデル（・建築 ・電気 ・設備） 
□ なし（新たに作成） 

（2）施⼯期間中に発⽣する設計変更の維持管理 BIM モデルへの対応者 
□ 設計者 
□ 施⼯者 
□ 維持管理 BIM モデル作成者 
□ その他 
□ 設計変更対応不要 

（3）維持管理で必要な属性情報の項⽬ 
□ 維持管理 BIM で⼊⼒更新 
□ 維持管理システムで⼊⼒更新 
□ その他 

（4）維持管理で必要な属性情報の作成⽅法 
□ 設計 BIM モデルのライブラリを使⽤ 
□ 新たに作成 
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（5）維持管理で必要な属性情報の⼊⼒分担 
① 建築⼯事及び BIM モデルの統合作業 

□ 維持管理 BIM モデル作成者  □ 設計者  □ 施⼯者  □ その他 
② 機械設備⼯事 

□ 維持管理 BIM モデル作成者  □ 設計者  □ 施⼯者  □ 専⾨⼯事業者 
□ その他 

③電気設備⼯事 
□ 維持管理 BIM モデル作成者  □ 設計者  □ 施⼯者  □ 専⾨⼯事業者□ その他 

（6）テナント内装⼯事等別途⼯事に対する維持管理 
① BIM モデルの作成範囲 

□ B，C⼯事は対象外 
□ B⼯事まで対応 
□ B，C⼯事まで対応 
□ その他 
 

3-3 施⼯者と維持管理 BIM 作成者間の情報伝達 
（1）維持管理 BIM モデルの作成開始時期 

□ 施⼯期間中（着⼿⽇程の取決め） □ 竣⼯引渡後 
（2）維持管理 BIM の引き渡し時期 

□ 竣⼯引渡時 □ 竣⼯引渡後（引渡し期⽇の取決め） 
（3）維持管理 BIM モデルの統合 

□ 維持管理 BIM モデル作成者 □ 設計者 □ 施⼯者 □ 専⾨⼯事業者 □ その他 
 
4. 維持管理 BIM の運⽤に伴う管理⼿法，体制 

4-1 関係者及び役割分担 
（1）施設管理者（施設所有者）の業務，責任範囲 
（2）維持管理者（建物管理会社）の業務，責任範囲 
（3）維持管理 BIM モデル作成者の業務，責任範囲 
 
4-2 維持管理 BIM モデルを利⽤する業務及び協働⽅針 
（1）維持管理 BIM モデルを利⽤する業務のリストアップ 

■ 管理会社の選定 ■ テナント⼊退去 □ ⽇常業務（定期点検/清掃）  
■ 更新⼯事計画 ■ 不具合/緊急時対応 □ 点検記録/修繕記録/更新記録 
■ 修繕/修理業務 □ エネルギー管理 ■ 維持管理計画（計画⽴案/検討）  
■ その他（点検ルートのシミュレーション） 

（2）維持管理業務時の関係者間での連絡体制 
■ 施設所有者 ■ 施設管理者 ■ 維持管理会社 □ その他 

（3）維持管理 BIM モデルの更新時期 
□ 間仕切の変更/更新時 □ 主要設備機器の変更/更新時 □ テナント⼊退去時 
■ ⼤規模修繕時 □ その他 

 
4-3 プロジェクトの進⾏に伴う情報プロセス管理 
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■ 建築の躯体および仕上の種類 
■ 機械設備の機器と系統 
■ 電気設備の機器と系統 
■ 防災設備の機器と系統 
■ セキュリティ設備の機器と系統 
■ 什器・備品に関する情報 
□ その他 
 

4-4 情報構築・連携 
■ 建築（躯体・仕上 等）に関する属性データ（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
■ 機械設備に関する属性データ（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
■ 電気設備に関する属性データ（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
■ 防災設備に関する属性データ（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
■ セキュリティ設備に関する属性データ（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
■ 什器・備品に関する属性データ（部材呼称，製品名，メーカー，型番 等） 
□ その他 

 
5. 維持管理 BIM 作成におけるファイルフォーマット 

5-1 納品するファイルフォーマット 
（1）ファイルフォーマット 

□ 選定された BIM ソフトウェアソフトウェア固有 
□ 汎⽤性の⾼い業界標準ファイルフォーマット 

（2）納品媒体 
□ 光ディスク（CD，DVD，BR，その他） □ その他 

 
5-2 維持管理 BIM の運⽤環境 
（1）データベース・利⽤端末 

■ クラウドサーバー  ■ パーソナルコンピュータ  □ 社内サーバー 
■ タブレット端末  □ その他  □ スマートフォン 

（2）オペレーティングシステム 
■ Windows  □ IOS  □ その他 

（3） 版権及び著作権 
①版権 

□ 維持管理 BIM モデル作成者  □ 設計者  □ 施⼯者  □ 専⾨⼯事業者 
□ その他 

②著作権 
□ 維持管理 BIM モデル作成者  □ 設計者  □ 施⼯者  □ 専⾨⼯事会社 
□ その他 

③利⽤権 
□ 発注者  □ 維持管理者  □ その他 

（4）守秘義務 
①守秘義務契約締結が必要な関係者 

□ 発注者 □ 施設所有者（基本的に発注者と同義） □ ライフサイクルコンサルティング業者 □ 
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設計者 □ 施⼯者 □ 維持管理 BIM 作成者 □ 維持管理者 □ 施設管理者（基本的に施設所有
者と同義） □ その他
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７-8 維持管理システム（アイクロア）概要 
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おわりに 

 
 施⼯期間中に維持管理 BIM を効率的に作成するには，様々な条件を満たさない限り，⾮
効率な作業が多いことが分かりました。設計 BIM から引き継がれるべき属性情報を⼊⼒で
きるライブラリの整備や施⼯期間中に施⼯者と維持管理 BIM 作成者が共有する情報の伝達
⼿法などの体系化や標準化の取り組みが必要不可⽋であると⾔えます。施⼯期間中（S5）の
維持管理に関する情報の伝達に⼤きな影響を与えたのは設計変更でした。維持管理 BIM が
それらに追従するために，変更箇所の情報⼊⼿や修正作業が，かなり徒労となりました。⼤
きく影響を受けた維持管理 BIM 作成担当者は，建築と設備（電気・機械）でした。本⽂で
も触れましたが，確定した情報から作成するより倍以上の労⼒がかかっています。初めて取
り組んだことを差し引いても，いかに労⼒が必要であったのか分かると思います。今後，経
験を踏まえることで効率化されると考えられますが，同等にはなりにくいと思われます。ま
た，これらの費⽤は発注者が負担することになるため，作成開始時期は慎重に考えるべきで
しょう。従来，維持管理 BIM の作成では，前⼯程（例えば施⼯ BIM）から正しい情報を受
領すれば，維持管理 BIM や維持管理システムの構築が効率化されると⾔われていますが，
施⼯者が必要な情報を整理する労⼒⾃体が⼤変であることを，認識していただくことも必
要と思います。今回のモデル事業では設計から施⼯そして維持管理にわたり⼀貫して情報
を連携しながら活⽤する難しさをあらためて感じた取り組みとなりました。 
 引き渡し（S6）段階では，竣⼯ BIM または維持管理 BIM と竣⼯図や竣⼯引き渡し図書
との関連性を決めておかないとデータの⼀貫性を担保することが難しいことも明らかにし
てきました。これまでの維持管理 BIM の作成で，このような実務にまで踏み込んだ課題を
指摘することは少なかったと思います。今後は，発注者と設計者，施⼯者（専⾨⼯事業者含
む），ライフサイクルコンサルティング業者により適⽤事例が増えることで，進め⽅が標準
化されていくことを期待します。 
 今後，発注者や維持管理者，維持管理業者が BIM を活⽤する場⾯が増えることが期待さ
れますが，本検証で⽰した通りごく⼀部の業務での活⽤が想定されるに過ぎません。建物の
竣⼯後に維持管理 BIM の情報を活⽤するためには，単に施設の維持管理や運⽤に関する業
務だけでなく，社会的に活⽤するインセンティブが必要です。設計者や施⼯者が⾃らデジタ
ル情報を活⽤する効果を語る視点ではなく，発注者（施設所有者）がデジタル情報を保有・
活⽤する価値を⽰すことができる社会になることを期待します。本検証がそれらの取り組
みに少しでも貢献できていれば幸いです。 
 今回の効果検証・課題分析には，社内外で多くの⽅々の協⼒により進めることができまし
た。最後に関係したみなさまに御礼を申し上げます。 
 
 

2021（令和 3）年 3 ⽉ 
国交省 BIM 検討 WG メンバー ⼀同 
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維持管理BIM作成業務等に関する効果検証・課題分析
（中間報告）

令和2年度 BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業

前⽥建設⼯業株式会社
株式会社荒井商店

2020.10.18
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モデル事業の概要

⽤途 ︓（賃貸）事務所｜A,B,Cの⼯事区分が発⽣
階数 ︓地下３階地上10階塔屋１階
延床⾯積︓約5,300㎡
構造種別︓SRC造
竣⼯ ︓2021年3⽉（予定）

◎ 建物概要

◎ 検証ワークフロー

設計
（設計BIM作成・活⽤）

維持管理
（維持管理BIM活⽤）

ライフサイクル コンサルティング

企画
基本計画

維持管理BIM作成

設計意図伝達・⼯事監理

荒井商店前⽥建設⼯業

施⼯
（施⼯BIM作成・活⽤）

前⽥建設⼯業

標準ワークフローのパターン︓②

前⽥建設⼯業

BIM受渡

BIMに限らない
データ受渡

※着⾊部分が検証対象

【業務内容】

【データ受渡】
※着⾊部分が検証対象
※記載⽂字は実施主体を⽰す

BIM作成・活⽤

検証の対象

施工者が維持管理BIMの作成を担う場合の効果検証・課題分析
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作業の進め方と分析する課題

◎ 作業の進め⽅

〇 効率的な維持管理の付加価値 10％の低減（予防保全との組合せ）
〇 修繕計画・施⼯時の作業⼿間減 10％の低減
〇 ⽇常管理の作業⼿間減 10％の低減

2020 2021
8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

3. バーチャル試⾏

4. 成果まとめ

ユースケース
を想定

1. 現状の考察・分析

・維持管理BIMのモデリング・⼊⼒ルール
・施⼯者と維持管理BIM 作成者間の情報伝達

仮想空間で
試⾏・改善

・BEP｜EIR
・ライフサイクルコンサルティング業務
・維持管理BIM作成業務

◎ 定量的な効果とその⽬標｜施設管理に特化して検証

中間発表

2. 維持管理BIMシステム

3©2020 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店

1. 現状の考察・分析

発注者（施設所有者）のニーズなどの項⽬を抽出

発注者（施設所有者）がこれまでに得ている課題を抽出
維持管理段階の課題等を考察

維持管理で必要となるデジタル
情報を分析

設計者・施⼯者等への聞き取り調査

デジタルデータを連携する作業⼿順を整理

ユースケースとして整理
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発注者（施設所有者）の視点（１）

〇 テナントビル（事務所・店舗）を14棟を保有し運営・管理をしている
〇 施設の維持管理を専⾨に担当する部⾨がある（技術マネジメント部）
〇 維持管理業務を専任で担当している
〇 BIMを扱える技術者は不在である（CADまでは対応できる）

◎ 発注者（＝施設管理者）の維持管理に関する体制

◎ 維持管理BIMシステムへのスタンス
〇 特別な専⾨知識やスキルがなくても活⽤できること
〇 汎⽤性のあるデータ形式で構築すること（特にBIMソフトウェア）
〇 ⽇常業務で情報の更新が容易であること（データの軽量化）
〇 ビル管理業者の選定に、維持管理BIMシステムの活⽤を⾒積条件になること

◎ ⼯事区分と維持管理BIMシステムの関係
維持管理システム 維持管理BIM 備考

Ａ⼯事（所有者⼯事） 〇 〇

B⼯事（所有者⼯事） 〇 〇 テナント要望による。費⽤
負担はテナント

C⼯事（テナント⼯事） 〇 ×
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発注者（施設所有者）の視点（２）

◎ 維持管理段階に関する主な要望｜BIM関連

〇 設備の系統等をすみやかに把握・説明したい

⇒ 建物のカタチと配管類の系統と経路、レベルの閲覧

⇒ 鉄⾻のスリーブ位置（配線の位置を検討）

⇒ テナント⼊退去時に⼯事区分（A/B/C⼯事）を明⽰

〇 建築は現物を⾒ても分かりにくい部分を把握したい

⇒ 壁種（構造壁・雑壁｜躯体壁・乾式壁｜A⼯事・B⼯事）を確認

〇 部材・部品類の交換時の対応をすみやかに処理したい

⇒ 型番・メーカーの把握

〇 外壁に⾜場を計画する際の⼿間を減らしたい

⇒ 新築時の外部⾜場計画を継承

盤に張り付けられた系統図
（イメージ）
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ユースケースの想定（案）｜BIMはスポットで活用

⽇常業務
（定期点検・清掃）

緊急対応
不具合対応
修理・修繕

維持管理会議
（１回/⽉）

建物⽬視点検
（１回/年）

テナント
⼊居・退去

（B/C⼯事）
更新・改修
（⼤規模）

施設
所有者 BIM

必要に応じて閲覧 発⽣箇所を閲覧し対策
を検討

必要に応じて閲覧 ⽬視点検の際に点検ポ
イントを事前にシミュ
レーション

⼯事計画時に⼯事区分
と設備ルートを確認

・⼯事計画時に閲覧し
計画の妥当性を評価

・BIMモデル更新

デジ
タル

点検等の結果を更新 ・発⽣箇所の過去履歴
を検索し把握

・対応結果を更新

・当⽉の実施内容確認
・翌⽉の実施内容確認

・⽬視点検報告書を更
新（予算確保）

・過去履歴等を分析し
重点点検箇所を特定

テナント⼯事・原状回
復等に関する図⾯・仕
様を更新

⼯事の図⾯・仕様・コ
スト等を更新

ビル管理
業者 BIM

必要に応じて閲覧 ・発⽣箇所を閲覧
・対策⽅法を共有
・現地初期対応

必要に応じて閲覧 － 必要に応じて閲覧 －

デジ
タル

点検結果を作成・更新 対応結果を作成・更新 ・当⽉の実施内容報告
・翌⽉の実施内容報告

－ 法定点検項⽬の確認 －

保守・点検
業者

（メーカー）
BIM

－ 発⽣箇所の履歴・施⼯
状況を現地で閲覧

－ － － －

デジ
タル

点検結果を報告 対応結果を施設所有者
に報告

－ － － －

設計者 BIM － 必要に応じて現地にて
閲覧 － － － ⼯事計画時に閲覧

設計BIM（確申BIM）

デジ
タル － 対応結果を施設所有者

に報告 － － － ⼯事に関する⽂書類を
報告

施⼯
業者

（A･B⼯事）
BIM

－ 必要に応じて現地にて
閲覧

－ － 計画段階で必要に応じ
て⼯事区分・ルートを
確認

⼯事計画時に閲覧
施⼯BIM

デジ
タル

－ 対応結果を施設所有者
に報告

－ － 空調容量・消防設備配
置の検討

⼯事に関する⽂書類を
報告｜竣⼯図書

テナント
⼯事業者
（C⼯事）

BIM
－ － － － 計画段階で必要に応じ

て⼯事区分・ルートを
確認

－

デジ
タル

－ 対応結果を施設所有者
に報告

－ － ⼯事結果を施設所有者
に報告
※消防等と役所協議

－
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〇 台帳として必要な項⽬
・建築︓サッシ・鋼製建具・シャッター
・設備︓電気設備・機械設備

〇 修理・修繕・更新の履歴
・事象・対応⽅法・発⽣⽇時・原因、等

〇 形状・配置と連携｜形状・配置を補完
・竣⼯引き渡し書類（取説、図⾯類、等）

〇 法定内外点検（作業⼯程・報告書）＋⽇常管理（修繕・修理）
〇 A⼯事・Ｂ⼯事＋C⼯事（⼊退去）の⼯事履歴

〇 ⾒えない・⾒えにくい部分を可視化
・建築︓壁種・スリーブ・建具類
・設備︓配置・系統・プロット
・施⼯計画（外部⾜場）

〇 テキスト情報＝属性情報
・建築︓壁種記載
・台帳管理＝属性情報

⇒ 消耗品・部品のメーカー・型番、等

〇 A⼯事・Ｂ⼯事を対象

結び：維持管理BIMシステムの在り方

形状・配置
（維持管理BIM）

テキスト情報
（維持管理システム）

維持管理に必要な
デジタル情報

同じ情報をどち
らからでも閲覧

記録した内容を仮
想空間で表⽰

表現されていないテキ
スト情報と連携

・更新

・閲覧
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2. 維持管理BIMシステムの構築

維持管理BIMモデルの作成

維持管理システムの構築

① BIMモデルの詳細度
② BIMモデルの⼊⼒ルール
③ テキスト情報＝属性情報

④ 情報伝達⼿法（ワークフロー）

＋

維持管理BIMシステム

＝
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① 維持管理BIMモデルの詳細度（作成中）

◎ 建築｜⾒える部分は簡素表現 ◎ 設備｜系統別表⽰（プロット表⽰含む）
〇 躯体︓形状（ふかし含む）
〇 鉄⾻︓形状

⇒節・ダイヤフラム・スリーブ・2次部材
〇 鉄⾻階段︓形状（⼿摺・段床）
〇 外装仕上︓形状（割付⽬地）
〇 内装仕上︓床（OA除く）｜⼱⽊｜壁種毎｜システム天井
〇 建具︓枠形状＋扉

〇 電気設備︓電⼒（引込）｜⾼圧受変電設備｜発電設備（テナント）｜
幹線・動⼒・コンセント設備｜照明設備｜弱電設備｜雷保
護設備

〇 防災設備︓⾮常⽤発電設備｜⾮常⽤照明設備｜誘導灯設備｜⾮常放送
設備｜⾃動⽕災報知設備

〇 機械設備︓空調設備｜換気設備｜衛⽣設備｜⾃動制御設備
〇 防災設備︓消⽕設備｜排煙設備

設計図（⼀般図）レベルの詳細度 総合図レベルの詳細度
プロット等は箱形状

維持管理BIMモデル 躯体 仕上＋製作 電気設備 機械設備

＝ ＋ ＋ ＋
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⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬ 表現する形状 表現が不要

機械設備

1 空調設備 1 各種パッケージエアコン 室内機･室外機外形･チャンバーBOX

2 加湿器 外形･加湿給⽔系統

3 加湿⽤タンク 外形・加湿給⽔系統

4 ダクト 空調設備⽤ダクト系統

5 制気⼝ 器具BOX･制気⼝

6 配管 冷媒管･加湿給⽔･ドレン管系統

7 バルブ 外形

8 スイッチ 外形 配線

9 センサー 外形 配線

2 換気設備 1 各種ファン 給気ファン･排気ファン外形･チャンバ

2 フィルターユニット 外形

3 各種ダンパー 外形

4 ダクト 換気設備⽤ダクト系統

5 制気⼝ 器具BOX･制気⼝

3 衛⽣設備 1 各種ポンプ 給⽔･汚⽔･雑排⽔･⾬⽔･湧⽔ポンプ･外形

2 各種⽔槽 受⽔槽･呼⽔槽外形

3 ⽔処理装置 塩素滅菌装置外形

4 緊急遮断弁 外形

5 各種衛⽣陶器 外形

6 電気温⽔器 外形

7 配管 給⽔･排⽔･雑排⽔･通気･ガス管系統

8 バルブ 外形

9 桝 外形

4 ⾃動制御設備 1 緊急遮断弁操作盤 盤外形 配線

2 ⾬⽔排⽔ポンプ制御盤 盤外形 配線

3 ⽔位制御盤 盤外形 配線

4 店舗ファン廻り制御 盤外形 配線

5 ファン廻り制御 盤外形 配線

6 量⽔器 盤外形 配線

防災設備 1 消⽕設備 1 各種ポンプ 屋内消⽕栓兼⽤スプリンクラー･加圧ポンプ外形

2 ⽔槽 消⽕⽤補助⾼架⽔槽外形

3 スプリンクラー設備 配管系統･外形 フレキ管

4 屋内消⽕栓設備 配管系統･外形

5 連結送⽔管設備 配管系統･送⽔⼝･放⽔⼝外形

6 不活性ガス消⽕設備 配管系統･外形 ガスボンベ廻り

7 バルブ 外形

2 排煙設備 1 排煙ファン 排煙ファン外形

2 排煙ダンパー 外形

3 排煙⼝ 器具BOX･制気⼝

4 排煙ダクト 排煙ダクト系統

5 排煙⽤⼿動開放装置 外形 配線

⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬ 表現する形状 表現が不要

電気設備

1 電⼒ 1 強電・弱電の引き込み位置 引込配管

2 ⾼圧受変電設備 1 ⾼圧キャビネット

2 受変電設備 機器外形・基礎

3 ケーブルラック サイズ

3 発電設備（銀⾏⽤） 1 ディーゼル発電装置 容量（KVA）

2 燃料タンク 容量（リットル）

3 給油⼝

4 オイルタンク 容量（リットル）

4 幹線・動⼒・コンセント設備 1 動⼒制御盤 機器⼨法（扉軌跡）・基礎

2 動⼒制御盤 電動シャッター

3 共⽤分電盤

4 テナント分電盤

5 電灯動⼒盤

6 壁・天井・露出コンセント

7 ケーブルラック サイズ

5 照明設備 1 埋込型 サイズ 詳細までは不要

2 直付型 サイズ 詳細までは不要

3 間接照明 サイズ 詳細までは不要

4 反射笠付き サイズ 詳細までは不要

5 ブラケット・ウォールライト サイズ 詳細までは不要

6 システム天井⽤照明 サイズ 詳細までは不要

7 ダウンライト サイズ 詳細までは不要

8 フットライト サイズ 詳細までは不要

9 テープライト サイズ 詳細までは不要

10 スポットライト サイズ 詳細までは不要

11 ボラードライト サイズ 詳細までは不要

6 弱電設備 1 インターホン設備 インターホン・ドアホン・呼出ボタン 詳細までは不要

2 ITV設備（別途⼯事） カメラ・配管 詳細までは不要

3 ケーブルラック サイズ

7 雷保護設備 1 機器（突針） ⽀持管・架台

防災設備 1 ⾮常⽤発電設備 1 ディーゼル発電装置 容量（KVA）

2 燃料タンク 容量（リットル）

3 給油⼝

4 オイルタンク 容量（リットル）

2 ⾮常⽤照明設備 1 ⾮常灯 サイズ 詳細までは不要

3 誘導灯設備 1 階段通路誘導灯 サイズ 詳細までは不要

2 避難⼝誘導灯 サイズ 詳細までは不要

3 通路誘導灯 サイズ 詳細までは不要

4 ⾮常放送設備 2 ⾮常放送設備 アンプ・各種スピーカー・アッテネーター 詳細までは不要

5 ⾃動⽕災報知設備 1 感知器 詳細までは不要

2 ガス検知器 詳細までは不要

◎ 共通︓配線は表⽰しない

② 維持管理BIMモデルの入力ルール｜設備
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③ テキスト情報 ＝ 属性情報（台帳整備分）

◎ 電気設備の属性

◎ 機械設備の属性

管理 No ⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬-1 設置場所 台数 機器番号 メ−カ− メ−カ−型式 その他 その他 供給電源元 連絡先（代理店名） 担当者 連絡先 備考
＜設計図記号＞ G INV 仕様1 ⼯事区分 <盤名称>

電源 kw
防災設備 ⾮常照明 システム天井⽤ 6階 事務室 12 ee71d パナソニック㈱ NNFB93605J 1φ 100V 電池内蔵型 30分タイプ L-6-N/L-6-S

シーリング灯 6階 屋外避難階段(1) 2 ec91Ewp パナソニック㈱ NWCF11100J 1φ 100V 電池内蔵型 L-1

消費電⼒⼜は電動機出⼒ 保全

管理 No ⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬-1 ⼩項⽬-2 設置場所 台数 機器番号 メ−カ− メ−カ−型式 製造番号 その他 供給電源元 連絡先（代理店名） 担当者 連絡先 消耗品更新履歴 連絡先 製作図（承諾図） 備考

＜設計図記号＞ G INV ⼯事区分 <盤名称> ＜代理店＞
電源 kw (保安 ) 項⽬ 単位 項⽬ 単位 (担当者）

1 機械設備 換気設備
ファン類 ミツワ電機㈱

給気ファン

B3階 衛⽣機械室 1 FS-B3-1 ㈱ミツヤ送⾵機製作所 1φ200V 0.27 ⾵量 750 m3/h 静圧 310 Pa ㈱ﾐﾂﾔ送⾵機製作所

B2階 ファンﾙｰﾑ(1) 1 FS-B2-1 ㈱ミツヤ送⾵機製作所 3φ200V 1.5 ⾵量 6,600 m3/h 静圧 340 Pa ㈱ﾐﾂﾔ送⾵機製作所

電動機出⼒ 仕様1 仕様2

消費電⼒⼜は、 保安 その他 その他

◎ サッシの属性

◎ 建具の属性

管理番号 ⼤項⽬ 中項⽬ 設置場所 数量 建具符号 メーカー 製品シリーズ 製造ロット番号 開閉形式 W⼨法 H⼨法 消耗品名称 付属部品名称 連絡先（代理店名） 担当者 連絡先 UID（Revit） PDF図⾯添付 備考
1 アルミ製建具 アルミサッシ ３F会議室 1 AW-00 LIXIL E-SHAPE ABC-123456 縦辷り＋FIX 2000 2500 気密ガスケット ハンドル、ヒンジ03-1234-5678 ABDD-1234-EFGH-5678 D-０１A

・ 記載項⽬の特徴︓供給電源元（盤名称）｜⼯事区分

・ 記載項⽬の特徴︓供給電源元（盤名称）｜⼯事区分｜消耗品型番｜製造番号

・ 記載項⽬の特徴︓製造ロット番号（メーカー側で部品管理）⇒劣化等における発注業務

・ 記載項⽬の特徴︓⾦具メーカー｜製品番号⇒故障等における発注業務

管理番号 ⼤項⽬ 中項⽬ ⼩項⽬ 設置場所 数量 建具符号 メーカー 開閉形式 性能 W⼨法 H⼨法 ⼯事区分 ⾦具品名１ メーカー１ 品番形式 備考１ ⾦具品名２ メーカー２ 品番形式 備考２ ⾦具品名３ メーカー３ 品番形式 備考３ ⾦具品名４ メーカー４ 品番形式 備考４ ⾦具品名５ メーカー５ 品番形式 備考5 代理店名 担当者 連絡先 消耗品更新履歴 PDF図⾯添付 備考
1 鋼製建具 アルミサッシ − 地下1階MDF 1 SD-1 ⽂化シャッター ⽚開きフラッシュ⼾ 防⽕ 900 2100 A レバーハンドル錠 ミワ LAS-1 BS/76 レバーハンドル ユニオン UL-775-001S 丁番 マツエイ BX-SD-5S DC リョービ B1003P ⼾当り ユニオン UT260-53
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④ 情報伝達手法（ワークフロー）｜課題

竣⼯BIM

（調整）
施⼯BIM

維持管理BIM

◎ 作成後の活⽤⽅法が⾒えない
◎ 維持管理BIM作成者が作成する必要性が⾒えない
◎ 施⼯BIM ＝ 竣⼯BIMにはならない

※施⼯BIMは図⾯作成以降は更新していない
◎ 設計BIM ＝ 竣⼯BIMでもない（計画変更発⽣）

（承認）
施⼯図
製作図

設計BIM

別物

デジタル情報のフロー

施⼯BIMの⽬的︓空間調整
◎ 維持管理の属性は使⽤しない
◎ 専⾨⼯事業者からIFC形式で受領
◎ 各⼯種を重ね合わせする
◎ 施⼯図・製作図＝施⼯BIMにならない ◎維持管理で使⽤するデジタル

情報はここで決まる
◎施⼯者としてあらためて

施⼯BIMモデルを修正する
理由がない

◎竣⼯引き渡し図書の作成
時期・作成内容を調整す
る必要がある
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施⼯者
（設備専⾨⼯事業者）

専⾨⼯事業者
（鉄⾻FAB・階段FAB・

サッシ・ELV・
機械式駐⾞・外部⾜場）

維持管理BIM
作成者

ライフサイクル
コンサルティング

オーナー

施⼯者
（総合⼯事業者）

維持管理BIMモデル作成

維持管理BIMモデル作成

台帳作成（エクセル）

施⼯図・総合図

建築BIMモデル作成
属性⼊⼒

維持管理BIMモデル作成
（統合）

維持管理シテム
台帳等の構築

⼊⼒作業
提供

連携作業

IFC・RVT形式

RVT読込み形式

提供

作成
依頼

作成
依頼

◎ 維持管理BIMシステムの要件定義（発注者からの聞き取り調査）
◎ 維持管理BIM作成者との成果物精査（維持管理BIM作成者との調整）

◎ 維持管理の⽅針を提⽰｜◎ 維持管理BIMの活⽤⽬的の明確化
◎ 今回︓ライフサイクルコンサルティング ＝ 維持管理BIM作成者 ＝ 施⼯者

作成
依頼

④ 情報伝達手法（ワークフロー）｜維持管理BIM作成
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結び：維持管理BIMシステムの構築（１）

◎ 考察
〇 形状・配置｜施⼯図・製作図に合わせて維持管理BIMの作成

⇒ 建築︓施⼯図・製作図（表現の軽量化）から維持管理BIMモデル（新規作成）

⇒ 設備︓設備専⾨⼯事業者は総合図と維持管理BIMの整合性（施⼯BIMの修正・追記）

〇 テキスト情報｜維持管理BIMモデルに記述するのが効率的

⇒ 施⼯BIMは図⾯承認（最終形でない）｜施⼯者は指定された項⽬の情報を提供

⇒ 記述する情報（メーカー・製造番号、等）は順次確定｜竣⼯図書との整合

〇 設計BIM（確認申請BIM）が計画変更に追従 ⇒ 竣⼯BIM に成り得る可能性がある

⇒ 維持管理BIM（建築）の詳細度は設計BIMと同等で良い

⇒ 竣⼯後も法規を順守した建物を維持する必要がある

⇒ ただし竣⼯BIMが完了検査には成り得ない（消防検査のように実物を検査している）
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結び：維持管理BIMシステムの構築（２）

◎ 課題

〇 維持管理BIMシステムの構築は引き渡し後に猶予期間があるのが望ましい

⇒ （新築⼯事と同時作成）維持管理BIMシステムの構築に必要な情報が⼀気に揃わない

⇒ （新築⼯事と同時作成）引き渡し書類の作成時期と調整が必要になる（慣習がある）

〇 IFCデータでは形状の塊・属性受渡しの不完全さがから編集作業が難しい

⇒ ひとつのソフトウェアでの作成は現実的ではない（専⾨⼯事業者が担当する場合）

⇒ 施⼯BIMのモデルをそのまま提供できない製造メーカーがある（IFC形式のみ対応）

〇 維持管理BIMモデルの更新作業

⇒ B,C⼯事の発注先が対応できるのか。都度、作成・設定が必要になる

〇 竣⼯引き渡し書類と維持管理BIMのテキスト情報の棲み分けをする必要がある

⇒ 作成するリストが重複する。どのように管理するのか（メーカーリスト、等）

⇒ 引き渡し書類の作成を施⼯期間中に順次⽤意するフローが必要になる
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維持管理BIM

設計BIM

確申BIM 計変BIM 竣⼯BIM

確申BIM

建築BIM
（維持管理BIM業務）

竣⼯BIM

維管BIM修正

設計BIM

施⼯BIM 施⼯BIM

設計 施⼯ 維持管理

設備︓
総合図BIM

（維持管理BIM契約）

台帳類︓テキスト
（維持管理BIM業務）

作成・
⼊⼒

台帳類︓
テキスト

（維持管理
BIM）

維持管理BIM作成者｜
・設計者と施⼯者から必要な情報をマージ（統合）する

設計者｜表現︓在り様（法規・プロット・記号）

施⼯者｜表現︓遣り様（ものづくり）

竣⼯図・引渡し書類（⼯事契約）

◎ 維持管理BIM作成者が設計者＋施⼯者からのデジタル情報を取り扱う

竣⼯図・引渡し書類（⼯事契約）

作成・
⼊⼒

維持管理システム

提出 提出

建築BIM
（維持管理BIM業務）

設備︓
総合図BIM

（維持管理BIM契約）

今後の進め方（１）｜ワークフローの検討（案）

維管BIM修正

テナント⼊退去
B⼯事（BIM︖）

竣⼯図・引渡し書類
（⼯事契約）

提出
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◎ 作業の進め⽅ 2020 2021
8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

2. 維持管理BIMシステム

3. バーチャル試⾏

4. 成果まとめ
1. 現状の考察・分析

〇 施⼯段階における維持管理に関する検討項⽬の分析｜〇 維持管理BIMシステム構築

１. （継続）現状の考察・分析｜２. 維持管理BIMシステムの構築

〇 維持管理BIM作成︓作業ワークフロー（データの流れ）
〇 維持管理BIMシステム︓発注者（施設所有者）の効果検証

３. バーチャル試⾏

〇 EIR,BEPの書式等の検討

４. 成果まとめ

発注者（＝施設管理者）と維持管理
BIMシステムの操作⽅法を共有

（2020年11⽉）

今後の進め方（２）｜効果等の検証
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【参考】 EIR・BEPの検討（案）

◎ BIM発注者情報要件項⽬（EIR） ◎ BIM実⾏計画書項⽬（BEP）

オーナー ⇔ 維持管理BIM作成者

⼤項⽬ 中項⽬

１ ⽬的 ※※※

２ 維持管理BIMモデル ソフトウェア・詳細度・
更新⽅法・作成者（指定）

３ 必要な属性情報の提⽰ 必要な項⽬を指定

４ 維持管理BIMシステム 指定・更新⽅法

５ 作業⼯程 納期・期間

６ 作業体制 新築の場合・既存の場合
施⼯者との連携⽅法

７ 会議体の体制 開催頻度・開催内容

８ その他 守秘義務｜データの著作権｜

⼤項⽬ 中項⽬

１ 費⽤

２ 維持管理BIMモデル

３ 必要な属性情報の提⽰

４ 維持管理BIMシステム

５ 作業⼯程

６ 作業体制 施⼯者との連携⽅法
役割分担

７ 会議体の体制 開催頻度・開催内容

８ その他 守秘義務｜データの著作権｜

〇 継続して検討をすすめます
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◎ 設備系BIMソフトウェアがベースとなる可能性がある

〇 設備管理が主⽬的であれば設備系BIMソフトウェアで管理︖︕
〇 発注者（施設所有者）が設備BIMソフトウェアの試⾏（建築系BIMソフトウェアよりハードルが低そう）

建築系BIM
ソフトウェア

設備系BIM
ソフトウェア

維持管理
システム

IFC

URL連携

BIM
ビューアー

変換 建築系BIM
ソフトウェア

維持管理
システム

IFC

連携
（今回は実現せず）

設備系BIM
ソフトウェア

属性

⼊⼒

台帳作成

属性

⼊⼒

データ連携のフロー（今回） 設備管理を中⼼としたデータ連携のフロー（可能性のひとつ）

台帳作成

・利点︓ 施⼯BIMで使⽤したBIMソフトウェアを活⽤
・検討︓インポート機能強化・連携⽤APIの公開

【参考】 設備系ソフトウェアの可能性
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〇 屋外引込みルート
〇 EPS内のメンテナンス動線の確保
〇 ピット⽔槽の配置（マンホール位置）
〇 駐輪場ラックと設備ルート

発注者（施設所有者）

施⼯BIMモデル図⾯・⽂書情報

総合建設業者

設計者専⾨⼯事業者

専⾨⼯事業者

BIM調整会議（2019年8⽉）

総合図BIM調整会議（2020年1⽉） 〇 プロット（仕上げ⾯にあるモノ）

発注者（施設所有者）

【参考】 施工BIMの視点｜維持管理の効率化に寄与

仮想空間｜施工BIM ⇒ 日常管理作業手間の低減にも寄与

©2020 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店
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維持管理BIM作成業務等に関する効果検証・課題分析

令和2年度 BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業

前⽥建設⼯業株式会社
株式会社荒井商店

2021.02.12

1©202１ 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店

モデル事業の概要｜建築概要

⽤途 ：（賃貸）事務所｜A,B,Cの⼯事区分が発⽣
階数 ：地下３階 地上10階 塔屋１階
延床⾯積：約5,300㎡
構造種別：SRC造
竣⼯ ：2021年3⽉（予定）

◎ 建物概要

◎ 検証ワークフロー

設計
（設計BIM作成・活⽤）

維持管理
（維持管理BIM活⽤）

ライフサイクル コンサルティング

企画
基本計画

維持管理BIM作成

設計意図伝達・⼯事監理

荒井商店前⽥建設⼯業

施⼯
（施⼯BIM作成・活⽤）

前⽥建設⼯業

標準ワークフローのパターン︓②

前⽥建設⼯業

BIM受渡

BIMに限らない
データ受渡

※着⾊部分が検証対象

【業務内容】

【データ受渡】
※着⾊部分が検証対象
※記載⽂字は実施主体を⽰す

BIM作成・活⽤

検証の対象

施工者が維持管理BIMの作成を担う場合の効果検証・課題分析
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ワークフロー｜パターン②における検証・分析する課題と効果

モデル事業の概要｜検証する効果と課題等

◎ 発注者・LSC業者

② ③

①②③

1-① 維持管理BIMのモデリング・⼊⼒ルールの分析
本来は企画段階で検討する事項であるが、遡って検討をする。維持管理段階
で発注者がBIMをどのように活⽤するのか⽅向性を決める。

①

◎ 施⼯者・維持管理BIM作成者
1-②情報伝達に関する課題の分析
今回は設計BIMモデルを設計者から受領していないこと、施⼯BIMは設計期
間中の設計変更にすべて対応しきれていないこと、などから施⼯期間中に新
たに作成をした。ガイドラインでは設計BIMに必要な情報を⼊⼒するとされ
ているため、設計BIMと維持管理BIMをつなげる条件等を⽰す。

◎ 発注者・LSC業者・維持管理BIM作成者
1-③ BEP、EIR、LSC業務、維持管理BIM作成の標準的な

在り⽅の分析
各者がどのように業務を進めるのが良いのかを明らかにする。

◎ 発注者・LSC業者
2-① 効率的な維持管理の付加価値：10%低減
2-② 修繕計画・施⼯時の作業⼿間：10%低減
2-③ ⽇常管理の作業⼿間 ：10%低減
発注者や維持管理者が維持管理BIMや維持管理システムをバーチャル
で活⽤した効果を試算し、課題点を提⽰する。

③

3©202１ 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店

モデル事業の概要｜実施の体制

発注者
（荒井商店）設計者 総合⼯事業者

（前⽥建設）

設備専⾨⼯事業者

専⾨⼯事業者

維持管理BIM作成者
（前⽥建設）

維持管理システム
（前⽥建設）

（業務委託）

使⽤許諾契約

維持管理システムと
維持管理BIMの連携設定

業務委託
（EIR・BEP）情報提供

情報の受け渡し

施⼯者

ライフサイクル
コンサルティング

業者
（前⽥建設）

維持管理
業者

業務委託

使⽤

EIR
BEP

1-② 施⼯者との
情報伝達の課題

1-③ 作成者の在り⽅

1-① 維持管理BIMの
⼊⼒ルール

1-③ 業者の在り⽅

2-① 効率的な維持管理の付加価値
2-② 修繕計画・施⼯時の作業⼿間
2-③ ⽇常管理の作業⼿間

⼯事現場
と別部隊
が担当



4©202１ 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店

期間

施
⼯
B
I
M
の
適
⽤

⼯程

BIM
モデル

図⾯
等

維
持
管
理

B
I
M

2021年2020年2019年
10⽉ 5⽉ 9⽉ 12⽉ 6⽉ 10⽉ 3⽉

2018年

維持管理解体⼯事 ⼭留⼯事 掘削
構台 地下躯体⼯事 地上躯体⼯事 仕上⼯事 引

渡
し

設計 契約

作業の進捗

竣⼯着⼯

施⼯計画系
・総合仮設計画
・外部⾜場
・施⼯ステップ

設計BIM
作成・活⽤

設計図BIM
（元請作成）

活⽤

施⼯図・製作図（並⾏して使⽤）

修繕等記録

⽇常管理

修繕計画策定
（内装系）図⾯系 ・ＢＩＭモデル合意

（躯体系）

施工期間中に維持管理BIMを新規作成

竣⼯図
竣⼯引き渡し
図書作成

◎施⼯者は設計
BIMを受領して
いない

◎施⼯BIMは図⾯承認前で
更新を修了
◎図⾯承認後の設計変更は
図⾯対応

1. 現状の考察・分析 ｜2020年8⽉~11⽉

2. 維持管理BIMシステム構築｜2020年9⽉~11⽉

3. バーチャル試⾏ ｜2020年11⽉~2021年1⽉

4. 成果まとめ ｜2021年1⽉~2⽉

モデル事業の概要｜実施の手順

施⼯BIMの実施計画通り

データの
取り込み
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1-①維持管理BIMのモデリング・入力ルールの分析

発注者の視点｜聞き取り調査

〇 テナントビル（事務所・店舗）を14棟を保有し運営・管理
〇 維持管理業務を専任で担当する部⾨がある
〇 BIMを扱える技術者は不在（CADまでは対応できる）

◎ 発注者（＝施設管理者）の維持管理に関する体制

〇 設備の系統等をすみやかに把握・説明したい
⇒ 建物のカタチと配管類の系統と経路、レベルの閲覧
⇒ 鉄⾻のスリーブ位置（配線の位置を検討）
⇒ テナント⼊退去時に⼯事区分（A/B/C⼯事）を明⽰

〇 建築は現物を⾒ても分かりにくい部分を把握したい
⇒ 壁種（構造壁・雑壁｜躯体壁・乾式壁｜A⼯事・B⼯事）

〇 部材・部品類の交換時の対応をすみやかに処理したい
⇒ 型番・メーカーの把握

〇 外壁に⾜場を計画する際の⼿間を減らしたい
⇒ 新築時の外部⾜場計画を継承

〇 活⽤⽅法｜維持管理BIMはビューアーで閲覧する
・図⾯では説明・確認しにくい空間構成を把握
・ 維持管理BIMモデルはワンモデルでなくても良い

⇒中間ファイル形式で構築する
・系統で⾒えるようにビューを設定する
・設備機器類の属性情報は閲覧したい
・閲覧するBIMモデルはクラウド環境で構築
〇 更新作業｜維持管理システムを使⽤する
・内製でBIMモデルの更新は難しいため、関係者が容易に

情報を閲覧・更新できるシステムが必要
・維持管理業者が⼊⼒・更新する項⽬がある
・維持管理システムはクラウド環境で情報更新
〇 台帳整備｜維持管理システムで⼊⼒・更新する
・設備・建具系
〇 テナント⼊居フロアはB⼯事まで作成
・発注者はB⼯事までを資産管理している

〇 維持管理システム業者は維持管理BIMの閲覧⽅法や維持管理
BIMシステムの操作教育を担う

◎ 維持管理BIMの活⽤⽅法

◎ 活⽤⽅法から維持管理BIMの作成ルール
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1-①維持管理BIMのモデリング・入力ルールの分析

◎ 建築｜⾒える部分は簡素表現 ◎ 設備｜系統別表⽰（プロット表⽰含む）
〇 躯体：形状（ふかし含む）
〇 鉄⾻：形状

⇒節・ダイヤフラム・スリーブ・2次部材
〇 鉄⾻階段：形状（⼿摺・段床）
〇 外装仕上：形状（割付⽬地）
〇 内装仕上：床（OA除く）｜⼱⽊｜壁種毎｜システム天井
〇 建具：枠形状＋扉
※B⼯事までを対象としているので、C⼯事（什器等）は対象外

〇 電気設備：電⼒（引込）｜⾼圧受変電設備｜発電設備（テナント）｜
幹線・動⼒・コンセント設備｜照明設備｜弱電設備｜雷保
護設備

〇 防災設備：⾮常⽤発電設備｜⾮常⽤照明設備｜誘導灯設備｜⾮常放送
設備｜⾃動⽕災報知設備

〇 機械設備：空調設備｜換気設備｜衛⽣設備｜⾃動制御設備
〇 防災設備：消⽕設備｜排煙設備

設計図（⼀般図）レベルの詳細度 総合図レベルの詳細度｜プロット等は箱形状

維持管理BIMモデル 躯体 仕上＋製作 電気設備 機械設備

＝ ＋ ＋ ＋

維持管理BIM｜成果物（S6｜引き渡し）
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1-①維持管理BIMのモデリング・入力ルールの分析

成果物（S6）｜意匠＋構造

◎ 空間要素＋建築要素

RC躯体｜形状

RC躯体｜形状

鉄⾻｜形状 鉄⾻｜形状

屋上｜防⽔層・機械基礎・タラップ

屋上｜屋上緑化・ドレイン・樋・丸環

ガラス⼿摺｜割付

ルーバー｜形状

外部鉄⾻階段｜床・⼿摺

外装サッシ｜属性
簡易枠形状・ガラス・
⽔切り・幕板

外装ガラリ｜属性
簡易枠形状・ガラリ形状・
⽔切り＋属性

床｜形状

内装壁｜形状＋属性

内部壁｜形状＋属性

⼱⽊｜形状

昇降機設備｜形状
かご・三⽅枠・敷居・
扉・押し釦

◎ 留意点
○ 現物との整合性の確認（照査）
⇒ BIMモデルの引き渡し前に現地確認のステップ（施⼯者協⼒）
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1-①維持管理BIMのモデリング・入力ルールの分析

◎ 設備機器＋設備メインルート＋プロット システム天井｜形状（割付）

内部建具｜属性
簡易枠＋扉形状

鉄⾻｜スリーブ位置

電気設備・防災設備｜形状・位置
・属性
◎系統：
電⼒（引込）｜⾼圧受変電設備｜発電設備（
テナント）｜ 幹線・動⼒・コンセント設備
｜照明設備｜弱電設備｜雷保護設備
⾮常⽤発電設備｜⾮常⽤照明設備｜誘導灯設
備｜⾮常放送設備｜⾃動⽕災報知設備
◎表現：
強電・弱電の引き込み位置｜⾼圧キャビネッ
ト｜受変電設備｜ケーブルラック｜ディーゼ
ル発電装置｜燃料タンク｜給油⼝｜オイルタ
ンク｜動⼒制御盤｜共⽤分電盤｜テナント分
電盤｜電灯動⼒盤｜インターホン設備｜ITV
設備｜ケーブルラック｜機器（突針）｜

プロット｜誘導灯

プロット（電気・機械）｜
形状
壁・天井・露出コンセント｜埋込型
｜直付型｜間接照明｜反射笠付き｜
システム天井⽤照明｜ダウンライト
｜⾮常灯｜階段通路誘導灯｜避難⼝
誘導灯｜通路誘導灯｜⾮常放送設備
｜感知器｜ガス検知器｜スイッチ｜
センサー

プロット｜照明器具具

機械設備・防災設備｜形状・位置
・属性
◎系統：
空調設備｜換気設備｜衛⽣設備｜⾃動制御設備
｜消⽕設備｜排煙設備
◎表現：
各種パッケージエアコン｜加湿器｜加湿⽤タンク｜ダ
クト｜制気⼝｜配管｜バルブ｜各種ファン｜フィルタ
ーユニット｜各種ダンパー｜｜ダクト｜各種ポンプ｜
各種⽔槽｜⽔処理装置｜緊急遮断弁｜各種衛⽣陶器｜
電気温⽔器｜配管｜桝｜緊急遮断弁操作盤｜⾬⽔排⽔
ポンプ制御盤｜⽔位制御盤｜店舗ファン廻り制御｜フ
ァン廻り制御｜量⽔器｜各種ポンプ｜⽔槽｜スプリン
クラー設備｜屋内消⽕栓設備｜連結送⽔管設備｜不活
性ガス消⽕設備｜バルブ｜排煙ファン｜排煙ダンパー
｜排煙⼝｜排煙ダクト｜排煙⽤⼿動開放装置

プロット｜スプリンクラー

成果物（S6）｜設備（電気＋機械）

9©202１ 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店

1-①維持管理BIMのモデリング・入力ルールの分析

維持管理BIM項⽬ RC躯体 鉄⾻ 鉄⾻階段 外装仕上 内装仕上 外部建具 内部建具 電気設備 機械設備 昇降機
設備 外構 外部⾜場

設
計

B
I
M

意匠BIM
構造BIM
電気設備BIM
機械設備BIM

施
⼯
図

躯体図BIM ● ●

平⾯詳細図BIM
天井伏図BIM ● ● ● ●

総合図BIM ● ● ● ●

製作図 各⼯種のBIM ● ● ● ● ● ●

B
I
M

作
成
者

維持管理BIM作成者 ● ● ● ● ●

専⾨⼯事業者
（施⼯BIMを納品）

●
IFC

●
IFC

●
ネイティブ

●
IFC

ネイティブ

●
IFC

ネイティブ
●

ネティブ ● ●

属
性

作
成

維持管理BIM作成者 ● ● ● ● ●

専⾨⼯事業者
（施⼯BIMに記載） 不要 不要 ● ● ● ● ● 不要

◎ 留意点 ◎ 課題
○ 最初から作るには施⼯図の情報が必要
〇 鉄⾻系や外装建具、昇降機設備は各専⾨⼯事業者の施⼯BIMを

転⽤（軽量化、不要な部材を削除して納品）
〇 設備の系統は施⼯図の情報から作成が必要

○ ⾚点線範囲で設計変更に追従する作業
〇 BIMへの属性⼊⼒作業（項⽬を記⼊するテンプレート未準備）

※ ライブラリの作成⽅法に課題（設計BIMから引き継ぎたい）
〇 施⼯者（設備専⾨⼯事業者含む）からの情報伝達が渋滞した
〇 ⼲渉箇所がある（現場合わせの調整箇所までは再現できない）

◎ 維持管理BIMモデルの作成開始時期︓鉄⾻建⽅完了、RC躯体構築中 ⾚点線が施⼯図の修正
作業が発⽣

成果物（S6）｜設計図・施工図・製作図との関係性
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1-①維持管理BIMのモデリング・入力ルールの分析

◎ 台帳として必要な項⽬から抽出｜テキスト情報

鋼製建具
設置階｜部屋名｜建具符号｜メーカー｜開閉
形式｜性能｜W⼨法｜H⼨法｜⾦具品名（個
別）｜メーカー｜品番形式｜代理店名｜担当
者｜連絡先｜消耗品更新履歴

外装建具
設置場所｜建具符号｜メーカー｜製品シリー
ズ｜製造ロット番号｜開閉形式｜W⼨法｜H
⼨法｜消耗品名称｜付属部品名称｜担当者｜
連絡先

機械設備
系統⼤項⽬｜系統中項⽬｜系統⼩項⽬｜設置
場所｜台数｜機器番号｜メーカー｜メーカー
型式｜製造番号｜消費電⼒・電動機出⼒（電
源）｜保安対象｜仕様｜供給電源元（盤名称
・ブレーカー番号は不要）｜連絡先

壁種
・仕様（躯体・軽量・耐⽕）
・⼯事区分（A・B）
※B⼯事対象は表⽰⾊を変えた（今回はピン
ク⾊）

電気設備
系統⼤項⽬｜系統中項⽬｜系統⼩項⽬｜設置
場所｜台数｜機器番号｜メーカー｜メーカー
型式｜消費電⼒・電動機出⼒（電源）｜保安
対象｜仕様｜供給電源元（盤名称・ブレーカ
ー番号は不要）｜連絡先

◎ 留意点
・設置場所の部屋名の命名規則

⇒PSやEPS・場所名が特定しにくい
⇒設計図から配慮されるのが望ましい

成果物（S6）｜属性項目

・⼊⼒範囲（活⽤⽬的で必要な項⽬を選択）
・⼊⼒⽅法

⇒表計算ソフトで作成し維持管理BIMに
インポート
⇒テンプレートの準備不⾜は致命的

⇒属⼈的な⼿⼊⼒作業が発⽣
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1-②情報伝達に関する課題の分析

成果物（S6）｜属性情報の伝達

⼀般的
⼊⼒

今回

◎ 維持管理BIM作成者が施⼯側に情報を取りに⾏く

施⼯BIM（＝維持管理BIM）
（維持管理の属性）

属性情報取出
（CSV）

ファイル変換
（取込める型式） 維持管理システム

取込
インポート

継承

維持管理に必要な
属性⼊⼒項⽬作成

施⼯者作業 発注者側

属性情⼊⼒（エクセル）

維持管理システム

取込
インポート 維持管理BIM+属性

取込
インポート

施⼯BIM
（各⼯種を重ね合わせ）

施⼯者作業 維持管理BIM作成者

維持管理BIM＋属性

※施⼯BIMの転⽤：
⼯事前に伝達して最
終形に修正作業

情報を
取りに⾏く

LSCは
必要な
項⽬を
事前に

伝達

EIR

伝達するため
の資料整理

設計変更対応等で
作業量が確定できない
⇒お互いに作業が負担

請負⼯事

ファイ
ル変換
（取込
める型
式）

凡例：
BIMに⼊⼒する属性関連

表計算ソフトウェア等で作
成された情報関連

先にテンプレートを準備
して取り込む先を⽤意

施⼯図
リスト
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維持管理
BIM作成

維持管理
BIM修正

設計者の参画はなし

1-②情報伝達に関する課題の分析

S6（成果物）｜施工者との連携における課題

発注者
＋LSC

設計者

施⼯者
（総合⼯事業者）

施⼯者
（設備専⾨業者）

施⼯者
（専⾨⼯事業者）

維持管理BIM
作成者

◎ 今回の進め⽅｜今回は新規作成

鉄⾻FAB｜鉄⾻階段FAB｜
外装サッシ｜昇降機設備
機械式駐⾞場

電気設備
機械設備

施⼯BIMは
調整業務
で終了

BEP

EIR

設計BIMは
未受領

最新版施⼯図
（平詳・天伏）

変更発⽣

変更箇所
指⽰書作成

最新版施⼯図
（総合図）

変更発⽣

変更箇所
指⽰書作成

属性記⼊リスト

外装
サッシ

鉄⾻
階段

昇降機
設備

機械式
駐⾞場

鉄⾻

最新版施⼯図
（平詳・天伏）

最新版施⼯図
（総合図）

属性記⼊リスト追従できない

竣⼯図

引き渡し
図書

の準備

引き渡し
図書

の準備

引き渡し
図書

の準備

後
作
業

情報伝達と引き渡
し図書作成の２重
⼿間が発⽣する可
能性

・製作図関係は施⼯BIM
のデータを転⽤できる

・IFCでの受領となる

・変更箇所を都度対応するのは業務と
は異なる（実費精算範囲）

・属性⼊⼒に必要なライブラリの準備
・竣⼯図との整合性

・引き渡し時期の明確化
⇒維持管理BIMも同様

施⼯者から情報
が来るので維持
管理BIMが共有
されない

※施⼯BIMを
転⽤※

以下の⼯種は承
認図から作成可

⼯事の繁忙期では
情報整理に追従で
きない場合がある

維持管理
システム

設定
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1-②情報伝達に関する課題の分析

成果物（S6）｜施工期間中に作成する場合の着眼点

◎ 維持管理BIM作成者
❺ ⼀気に維持管理BIMモデルが作成できないため、作業⼈⼯を継

続的に確保する必要がある（設計変更時は作成費⽤も計上）

❹

◎ 施⼯者
❹ 設計変更に関する情報を維持管理BIM作成者に伝える体制を構

築すること（専⾨⼯事会社含む｜設計変更時は作成費⽤も計上）

◎ 発注者・LSC業者・設計者が協議
❻ 竣⼯図や竣⼯引き渡し図書との整合性担保に関する内容も先に

精査しておくこと
❼ 設計BIMと施⼯BIMの何をベースに作成するのかを整理する

こと

❻❼

❶

❷

◎ LSC業者
❶ 維持管理で使⽤する属性情報を⽰すこと（ライブラリの仕様）

◎ 設計者
❷ 維持管理BIMで必要項⽬を⼊⼒できるライブラリを設計段階から

使⽤すること（設計BIMの成果物を修正するなら）
❸ 請負契約書に添付する設計BIMがあること。施⼯中は設計変更指

⽰書として更新して、最終的に竣⼯BIMになること

❺

◎ 設計BIMの成果物︓設計変更に追従が望まれる

❸
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1-③ EIR・BEPの在り方

維持管理BIM作成｜EIR・BEPに記載が必要な項目

◎ 今回は維持管理BIMの作成に関する項⽬を検討
発注者情報要件（EIR) BIM実⾏計画（BEP)

1 プロジェクト情報 1 プロジェクト情報
① 維持管理BIM作成業務に係る関係者 ① 維持管理BIM作成の主担当者

・ 発注者 荒井商店 ・維持管理BIM作成、統合 前⽥建設⼯業
・ ライフサイクルコンサルティング会社 前⽥建設⼯業 ・ 建築⼯事 前⽥建設⼯業
・ 設計者 ⽇建設計 ・ 電気設備⼯事 ヘクセルワークス
・ 施⼯者 前⽥建設⼯業 ・ 機械設備⼯事 東洋熱⼯業
・ 維持管理BIM作成者 前⽥建設⼯業 ・ 外構/ランドスケープ ー
・ 施設管理会社 荒井商店 ・ 付帯設備 ー
・ 維持管理会社 FBS 各社の担当者名、連絡先（TEL,メールアドレス）は別途体制表に記載する。
・ その他

② 提供するBIMモデル ② 継承するBIMモデル
□ 設計BIMモデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） □ 設計BIMモデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合）
□ 竣⼯BIMモデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合） □ 竣⼯BIMモデル（・意匠 ・構造 ・設備 ・統合）
■ なし □ 施⼯BIMモデル（・建築 ・電気 ・設備）

■ なし（新たに作成）
③ 維持管理BIMモデルの作成範囲 ③ 維持管理BIMモデルの作成範囲

□ A⼯事のみ □ A⼯事のみ
■ A⼯事およびB⼯事 ■ A⼯事およびB⼯事
□ A⼯事、B⼯事およびC⼯事 □ A⼯事、B⼯事およびC⼯事

④ 維持管理BIMの引き渡し時期 ④ 維持管理BIMの作成開始時期と納品の時期
□ 竣⼯引き渡し時 ・ 作成開始 ・納品
■ 竣⼯引き渡しの3か⽉後 ■ 施⼯期間中（2020年10⽉） □ 竣⼯引き渡し時
□ 竣⼯引き渡しの6か⽉後 □ 竣⼯引き渡し時 ■ 竣⼯引き渡しの3か⽉後

⑤ BIMソフトウェアおよびバージョンの指定 □ その他 □ 竣⼯引き渡しの6か⽉後
■ 指定あり（Revit 2019）
□ なし

2 維持管理BIMの利⽤⽬的と⽅法 2 維持管理BIMの作成⽅針
① 施設管理に利⽤するツール ① 施設管理に利⽤するツール

■ 施設管理システムとの併⽤/連携（別途協議の上選定する） ■ 併⽤/連携する施設管理システム（システム名称：アイクロア）
□ 維持管理BIMモデルの単独利⽤ □ 維持管理BIMモデルの単独利⽤
□ その他 □ その他

② 維持管理BIMモデルを利⽤する業務 ② 維持管理BIMモデルの作成範囲
■ 管理会社の選定 ■ テナント⼊退去 ・ 建築 ・ 機械設備 ・ 電気設備
□ ⽇常業務（定期点検/清掃） ■ 更新⼯事計画 ■ 躯体（形状のみ） ■ 空調設備（系統表⽰含む） ■ 電⼒（引込配管含む
■ 不具合/緊急時対応 □ エネルギー管理 ■ 鉄⾻（形状のみ、スリーブは位置と径） ■ 換気設備（系統表⽰含む） ■ ⾼圧受電設備（  
■ 修繕/修理業務 ■ その他（点検ルートのシミュレーション） ■ 床（     ） ■ 衛⽣設備(系統表⽰含む） ■ 発電設備（B⼯事⽤
■ 維持管理計画 ■ 壁（壁種を分類） ■ ⾃動制御設備（制御盤含む） ■ 幹線/動⼒/コンセン

③ 維持管理業務でBIMモデルを参照する項⽬ ■ 天井（システム天井含む） ■ 消⽕設備（系統表⽰含む） ■ 照明設備（   ）
■ 建築の躯体および仕上の種類 ■ 外部建具（     ） ■ 排煙設備（系統表⽰含む） ■ 雷保護設備（   
■ 機械設備の機器と系統 ■ 内部建具（     ） ■ ⾮常⽤発電設備（ 
■ 電気設備の機器と系統 □ 什器備品（   ） ■ ⾮常⽤照明設備（ 
■ 防災設備の機器と系統 ■ 誘導灯設備（   

■ ⾮常放送設備（  
■ ⾃動⽕災報知設備

③ 維持管理BIMモデルに⼊⼒する機器類の属性情報
■ 名称 □ 仕様（能⼒）
■ メーカー名 □ 付属品（消耗品含む）
■ 型式/型番 □ その他（   ）

3 維持管理BIMの利⽤環境および運⽤⽅針 3 維持管理BIMの作成条件
① 維持管理BIMの運⽤環境 ① パーソナルコンピューターの仕様および性能

・ データベース ・ 利⽤端末 ・ CPU性能（     ）
■ クラウドサーバー ■ パーソナルコンピュータ ・ GPU性能（     ）
□ 社内サーバー ■ タブレット端末 ・ メモリ（    ）
□ その他 □ スマートフォン ・ HDD（     ）
・ オペレーティングシステム ② タブレット端末の仕様および性能
■ Windows □ iPad（     ）
□ iOS ■ Windowsタブレット（    ）
□ その他 □ スマートフォン（iPhone)

② BIMモデルの利⽤者 □ スマートフォン（Android)
■ 施設所有者
■ 施設管理者
■ 維持管理会社
□ その他

③ BIMモデルの更新時期
□ 間仕切の変更/更新時
□ 主要設備機器の変更/更新時
□ テナント⼊退去時
■ ⼤規模修繕時
□ その他

4 BIMモデルの著作権・版権 4 維持管理BIMの作成計画
納品されるBIMモデルは、著作権等が発注者に譲渡されるものとする ① 基幹ソフトウェアおよびバージョン

・ Revit 2019（AUTODESK社） ※中間ファイルフォーマットの指定：ifc
・ ⽐較参照：Rebro（NYKシステム社）

② 役割分担および作成するソフトウェア
・統合モデルの作成者：（前⽥建設⼯業）
・⼯種別BIMモデルの作成担当と詳細度等

⼯種 作成担当 ソフトウェア 詳細度（LOD) 納品期限
■ 躯体、内外装仕上 前⽥建設⼯業 Revit 200 〇年〇⽉
■ 鉄⾻ イタガキ REAL4 200 〇年〇⽉
■ 鉄⾻階段 ステアックス Inoventor 200 〇年〇⽉
■ アルミ建具 LIXIL Revit 400 〇年〇⽉
■ 機械設備 東洋熱化学 Tfas 500 〇年〇⽉
■ 電気設備 HEXEL Works Tfas 400 〇年〇⽉
■ エレベーター 三菱電機ビルテクノ Revit 200 〇年〇⽉
■ 機械式駐⾞場 ⽇精 SolidWorks 200 〇年〇⽉
■ 外構全般 前⽥建設⼯業 Revit 200 〇年〇⽉
■ 仮設（外部⾜場） 前⽥建設⼯業 Revit 200 〇年〇⽉

③ データの共有環境と利⽤のルール
・ 共有場所：オンラインストレージ ShareFile（Citrix社）

 各社のBIM作成担当者に維持管理BIM作成者よりIDを発⾏する
・ BIMライブラリー・ファイル名指針

 ファイル格納の際のフォルダ構成、命名規則は別途定める
・ 情報管理・データセキュリティ指針

 作成するBIMモデルは本プロジェクト以外に利⽤しない
 作成するBIMモデルは本プロジェクト関係者以外に開⽰しない

・ BIMモデルの権利・利⽤範囲
 統合したBIMモデルは著作権を含めて発注者に納品する

④ 維持管理BIM作成のための関連会議
会議名 参加者 開始時期 頻度

■ 維持管理協議会 ○年〇⽉ ⽉1回
■ BIM調整会議 ○年〇⽉ ⽉2回

⑤ BIMモデル作成のステップとマイルストーン
・ 作成開始 （〇年〇⽉）
・ 互換性の確認 （〇年〇⽉）
・ データ変換状況確認 （〇年〇⽉）
・ データの統合 （〇年〇⽉）
・ 設計変更の確認対応 （〇年〇⽉）
・ 納品 （〇年〇⽉）

◎ EIR（案）
１．基本要件

※関係者・業務内容分担・等
２．作成要件

※前提条件・ソフトウェア・作成条件・活⽤⽬的・等
３．作成に伴う管理⼿法・体制

※使⽤する情報・⼊⼒ルール・情報伝達・等
４．運⽤に伴う管理⼿法・体制

※役割分担・業務及び協働⽅針・情報構築・等
５．ファイルフォーマット等

※版権・著作権・利⽤権・守秘義務・等

◎ BEP（案）
１．プロジェクト情報

※担当者と業務分担・使⽤するBIM・作成範囲・納期・等
２．作成⽅針

※維持管理システム・作成範囲・⼊⼒する属性情報・等
３．作成条件

※動作環境・等
４．作成計画

※ソフトウェア・役割分担・情報共有・共有環境・関連会議・等
５．ファイルフォーマット等

※版権・著作権・利⽤権・守秘義務・等
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EIR（発注者情報要件） BEP（BIM実⾏計画） 備考
①提供するBIMモデル

□設計BIM(･意匠 ･構造 ･設備 ･統合)
□竣⼯BIM(･意匠 ･構造 ･設備 ･統合)
☑なし

①継承するBIMモデル
□設計BIM(･意匠 ･構造 ･設備 ･統合)
□竣⼯BIM(･意匠 ･構造 ･設備 ･統合)
☑施⼯BIM(･意匠 ･構造 ･設備 ･統合)
☑新規作成

提供するBIMモデル
の有無が作成期間と
費⽤に影響する

②維持管理BIMの作成範囲
□A⼯事のみ
☑A⼯事およびB⼯事
□A⼯事、B⼯事およびC⼯事
□周辺建物（外形のみ）

②維持管理BIMの作成範囲
□A⼯事のみ
☑A⼯事およびB⼯事
□A⼯事、B⼯事およびC⼯事
□周辺建物（外形のみ）

作成範囲がBIMモデ
ルの作成開始時期や
納期に影響する

③施設管理に利⽤する主なツール
☑施設管理システムとBIMモデルの併⽤

（ 使⽤するシステムは別途協議 ）
□維持管理BIMを主として利⽤
□汎⽤表計算ソフトを主として利⽤

③施設管理に利⽤する主なツール
☑BIMモデルと施設管理システムの併⽤

（使⽤するシステム：アイクロア ）
□維持管理BIMを主として利⽤
□汎⽤表計算ソフトを主として利⽤

BIMモデルに⼊⼒す
る属性情報および⼊
⼒する情報量が異な
る

1-③ EIR・BEPの在り方

維持管理BIM作成｜EIR・BEPに記載が必要な項目（抜粋1/3）

◎ 今回の場合（サンプル）
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1-③ EIR・BEPの在り方

維持管理BIM作成｜EIR・BEPに記載が必要な項目（抜粋2/3）

◎ 今回の場合（サンプル）

EIR（発注者情報要件） BEP（BIM実⾏計画） 備考
④維持管理BIMモデルの利⽤⽬的
☑施設管理会社の選定
□⽇常の施設管理業務
☑不具合・緊急時対応
☑修繕・修理業務
☑維持管理計画の策定
☑テナント⼊退去対応（原状回復含む）
☑更新時の⼯事計画
□エネルギー管理
☑その他（点検ルートのシミュレーション）

④維持管理BIMモデルに⼊⼒する属性情報
☑部屋名・階数
☑機器・部材・部品・製品の名称
☑メーカー名
☑型式・型番・品番
□仕様（能⼒・容量）
□付属品（消耗品含む）
□その他（ ）

※施設管理者に利⽤
⽬的に合わせてBIM
モデルへ⼊⼒する属
性情報が異なる。
※ す べ て の 属 性 が
BIMに⼊⼒されてい
なくても良い

⑤施設管理でBIMモデルを参照する項⽬
☑建築の躯体および仕上の種類
☑機械設備の機器と系統
☑電気設備の機器と系統
☑防災設備の機器と系統

⑤BIMモデルの作成範囲と表⽰する系統
・建築 ・機械設備
☑躯体（形状のみ） ☑空調（系統含む）
☑鉄⾻（形状のみ） ☑換気（系統含む）
☑床（仕上種とメーカー） ☑衛⽣（系統含む）
☑壁（壁種を分類） ☑排煙（系統含む）
☑天井（仕上種とメーカー）・電気設備

・防災設備

BIMで参照する項⽬
がレイヤー設定に関
わる

17©202１ 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店

1-③ EIR・BEPの在り方

維持管理BIM作成｜EIR・BEPに記載が必要な項目（抜粋3/3）

◎ 今回の場合（サンプル）

EIR（発注者情報要件） BEP（BIM実⾏計画） 備考
⑦維持管理BIMを閲覧するソフトウェア
（納品ファイル形式）

□Archicad
□Revit
□GLOOBE
□Rebro
☑その他（BIM360）
□指定なし

⑦-1維持管理BIMを作成する基幹ソフトウェア
（作成するソフトウェア）

□Archicad ☑Revit（2019）
□GLOOBE ☑Rebro（⽐較対象）
☑その他（BIM360） □指定なし

⑦-2納品するファイル形式
□Archicad                  □Revit（2019）
□GLOOBE                ☑Rebro（⽐較対象）
☑その他（IFC） □指定なし

ソフトウェアにより
異なるスキルが必要
となる

⑧施⼯者と維持管理BIM作成者間の情報伝達
（１）維持管理BIMモデルの作成開始時期
☑施⼯期間中 □竣⼯引き渡し時

（２）維持管理BIMモデルの引き渡し時期
□竣⼯と同時 ☑竣⼯引き渡し後（期間を協議）

（３）維持管理システムとの紐づけ
□維持管理BIM作成者 ☑維持管理システム業者

⑧維持管理BIMモデル作成のステップとマイルストーン
□互換性の確認（2020年10⽉）
□作成開始（2020年11⽉）
□データ変換状況確認（2020年12⽉）
□設計変更の確認対応（2020年12⽉）
□データの統合（2021年1⽉）
□納品（2020年2⽉）
□維持管理システムとの紐づけ（2021年2⽉）

維持管理BIMと竣⼯
図の整合性が課題
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1-③ LSC業者・維持管理BIM作成者の在り方

◎ LSC業者 ◎ 維持管理BIM作成者

■ 設計変更作業に追従する業務は対象外

・業務の⽬的と逸脱する業務範囲と考えられる・竣⼯図はどのBIMモデルから作成されるのが望ましいのかを
先に⽰す必要がある（作成時期）

■ 竣⼯図・竣⼯引き渡し図書までを包含

維持管理BIM作成

■ 施⼯BIMからデータを引き継ぐ部分を想定

・すべてを設計BIMから作成するのは現実的ではない
・製作物等は製作図からデータを受領することが想定される

⇒ 施⼯BIMでは中間ファイル形式で受領となることを想定

・引き渡し図書には、図⾯やトリセツ、機器リストなどの維持
管理段階で使⽤する情報が含まれる。施⼯者が作成の２度⼿
間にならないように作成項⽬と作事時期を事前に協議する

・維持管理に必要な情報をBIMに記載するのか、情報管理にす
るのかを明確に⽰しておく必要がある
※維持管理BIMにすべての情報が必要かを精査する

19©202１ 前田建設工業株式会社＋株式会社荒井商店

2. BIMの活用による生産性向上等のメリットの検証等

維持管理ソフトウェア（アイクロア）

修繕・改修等の履歴 台帳更新（設備・建具）

電⼦書庫（竣⼯図書電⼦化）

ビル管理業務管理

検索（全⽂検索）

履歴の分析（項⽬・費⽤）

バーチャル適⽤（2020年11⽉5⽇）

維持管理BIM（ビューアー）

・（活⽤する⽬的） 閲覧

・ （活⽤する⽬的）属性情報を更新・検索する
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⽇常業務
（定期点検・清掃）

緊急対応
不具合対応
修理・修繕

維持管理会議
（１回/⽉）

建物⽬視点検
（１回/年）

テナント
⼊居・退去
（B/C⼯事）

更新・改修
（⼤規模）

施設
所有者 BIM

必要に応じて閲覧 発⽣箇所を閲覧し対策
を検討

必要に応じて閲覧 ⽬視点検の際に点検ポ
イントを事前にシミュ
レーション

⼯事計画時に⼯事区分
と設備ルートを確認

・⼯事計画時に閲覧し
計画の妥当性を評価

・BIMモデル更新

デジ
タル

点検等の結果を更新 ・発⽣箇所の過去履歴
を検索し把握

・対応結果を更新

・当⽉の実施内容確認
・翌⽉の実施内容確認

・⽬視点検報告書を更
新（予算確保）

・過去履歴等を分析し
重点点検箇所を特定

テナント⼯事・原状回
復等に関する図⾯・仕
様を更新

⼯事の図⾯・仕様・コ
スト等を更新

ビル管理
業者 BIM

必要に応じて閲覧 ・発⽣箇所を閲覧
・対策⽅法を共有
・現地初期対応

必要に応じて閲覧 － 必要に応じて閲覧 －

デジ
タル

点検結果を作成・更新 対応結果を作成・更新 ・当⽉の実施内容報告
・翌⽉の実施内容報告

－ 法定点検項⽬の確認 －

保守・点検
業者

（メーカー）
BIM

－ 発⽣箇所の履歴・施⼯
状況を現地で閲覧

－ － － －

デジ
タル

点検結果を報告 対応結果を施設所有者
に報告

－ － － －

設計者 BIM － 必要に応じて現地にて
閲覧 － － － ⼯事計画時に閲覧

設計BIM（確申BIM）

デジ
タル － 対応結果を施設所有者

に報告 － － － ⼯事に関する⽂書類を
報告

施⼯
業者

（A･B⼯事）
BIM

－ 必要に応じて現地にて
閲覧

－ － 計画段階で必要に応じ
て⼯事区分・ルートを
確認

⼯事計画時に閲覧
施⼯BIM

デジ
タル

－ 対応結果を施設所有者
に報告

－ － 空調容量・消防設備配
置の検討

⼯事に関する⽂書類を
報告｜竣⼯図書

テナント
⼯事業者
（C⼯事）

BIM
－ － － － 計画段階で必要に応じ

て⼯事区分・ルートを
確認

－

デジ
タル

－ 対応結果を施設所有者
に報告

－ － ⼯事結果を施設所有者
に報告
※消防等と役所協議

－

2. 生産性向上等のメリットの検証等｜ユースケース
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2-①効率的な維持管理の付加価値

維持管理業務｜施工時に保守点検ルート等の検証

◎ 施⼯段階のBIM調整会議（発注者側の施設管理部⾨の⽅が参加）
 機械室ーピットＭＨ位置、

機械室内階段仕様

 駐輪場ラックとダクトルー
トの⼲渉検討

 受⽔槽ＦＭ弁の取付位置変
更、汚⽔ポンプ更新時の検
討、汚⽔槽清掃作業時の経
路検討

 地下２階喫煙室排気ファン
の機種選定・天井フトコロ
検討により、喫煙室の位置
を変更

 １階給油⼝（⾮常⽤発電機
の燃料タンク）点検⼝扉⼲
渉により配置変更

発注者（施設所有者）

施⼯BIMモデル図⾯・⽂書情報

総合建設業者

設計者専⾨⼯事業者

専⾨⼯事業者

BIM調整会議（2019年8⽉）

総合図BIM調整会議｜VRによる検討（2020年1⽉）

発注者（施設所有者）
VR
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2-①効率的な維持管理の付加価値

空間を説明・共有する業務で検証

◎ 維持管理のポイント周知

◎貸室レイアウト変更相談時業務

◎⽉次点検業務フロー

◎管理⼈着任時のビル内部ツアー

7⽇

現地視察の⽇程調整（0.5⽇）
現地調査(1) 清掃⽅法の検討 現地で最確認（1)

6⽇

現地案内の⽇程調整（0.5）
共⽤部管理動線を現地で確認(0.5)

操作⽅法、注意事項を現地で説明・確認（0.5）

▲11%

▲33%
(0.25）

12⽇

必要な図⾯を
準備して配布（1.0）

テナント側内装業者でレ
イアウト案作成(12.0)

レイアウト案
を修正（6.0）

11.5⽇

9.5⽇

▲ 5%
0.5

担当者が内容を
チェック（1.0）

管理会社担当者が各テナントへ予定表配付（0.5）

点検作業（1.0）

▲ 7%

点検予定を年間計画表に⼊⼒（0.5）

3.5⽇
点検報告書受領

内容確認（1.0）

3⽇

■補⾜
・点検⽅法や清掃⽅法は施⼯段階のBIM調整会議

において、すでに検討済みであるため、効率的
な管理につながる

従来

BIM

従来

BIM

従来

BIM

従来

BIM

8.5⽇

1.5⽇
1.0⽇

19⽇

18⽇

7.5⽇

7.0⽇

■補⾜
・テナントが⼊居していると、室内の案内は頻繁

にできない。そのような時にBIMで隠ぺい部が
確認できることは有効となる

■補⾜
・C⼯事の業者がBIMを活⽤すればデータの流通

がはじまる（現在、CADデータが流通）
・その際は発注者側もBIMを扱える必要がある

■補⾜
・直接的にBIMの効果は少ない分野
・維持管理システムの効果が⼤きい

凡例： BIMが寄与する項⽬
属性情報が寄与する項⽬
（情報は維持管理システムで管理）
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2-②修繕計画・作業時の施工手間

空調機の修理・更新（貸室内）業務で検証

設置年の確認（概ね15〜18年経過で更新を判断)（0.5）
業者に更新⾒積を依頼（メーカー・型番・図⾯等の情報を提供）（0.5）
現地確認（0.5）

▲11%

▲ 5%

従来 3⽇

⾒積受領（3.0）
検証（1)

社内稟議（３.0）
発注・事前準備(4.0）

施⼯ ３⽇
報告書受領（3.0）

請求書処理（2.0）

2⽇ 施⼯ 2.75⽇BIM

0.25

17.5⽇

15.5⽇

テナント、管理⼈より連絡受領（0.5）
(電話・メール等で）状況を確認（0.5）

業者現調依頼（機器情報の提供（0.5）

従来

現地確認（0.5）
⾒積受領（３.0）

検証(1.0）

発注

報告書受領（3.0）

請求書処理
（2.0）

BIM

社内稟議(3.0）
⼯事⽇調整(3.0）

施⼯

施⼯(3.0）

３⽇

発注 施⼯ 2.75⽇

部品交換か機器更新の判断（1)

0.25
0.75 2.75

21⽇

20⽇

◎ テナント退去時
■補⾜
・情報の価値は資産台帳（属性情報）の管理にあ

る。更新作業が台帳中⼼になるため、BIMは原
状回復時に閲覧をする程度になる。発注者とし
てはBIMと図⾯が紐づけられた操作が簡易にで
きるようになると活⽤⽅法が⾒えてくる

・クリティカルになるのは、⾒積徴収や内容精査、
社内稟議、発注業務等である。このような範囲
は維持管理システムが担う範疇と考える

◎ 機器故障時
■補⾜
・故障時は現地で故障状況の把握が必要である。

その際は、過去の修繕履歴が重要になる。維持
管理システムにて故障情報等を更新をする計画
のため、BIMは現地確認作業前に場所等や系統
を確認するのに有効である

凡例： BIMが寄与する項⽬
属性情報が寄与する項⽬
（情報は維持管理システムで管理）
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2-③日常管理の作業手間

日常業務で検証

◎ ⽉次点検
■補⾜
・法定内外の点検作業にBIMの関連は少ない。維

持管理システムによる効率化が期待できる範囲
である

翌⽉の点検内容をチェック（1）
管理会社担当者が各テナントへ
予定表配付地調査(0.5)

点検予定を年間計画表に⼊⼒（0.5）
現地で点検（1)

従来

BIM
▲13%

3⽇
点検結果受領（3)

内容確認（1)

ファイリング（0.5)

2.5⽇
0.250.25

7.5⽇

6.5⽇

◎ ⼯事履歴の記録 担当者が修繕履歴をＤＢに⼊⼒（0.5）

検索・⼀覧作成（0.5）
担当者に履歴を照会（0.5）

機器更新・予算案策定に活⽤（5)
従来

BIM
▲23%

5⽇

9.5⽇

■補⾜
・物件売買・機器類の故障時・修繕予算の計画で必

要要になる情報。⽇常管理の中で活⽤の効率化が
図れる。BIMにより分かりにくい系統を確認 4⽇

10.5⽇

0.25

◎ 汚⽔・雑排⽔清掃
■補⾜
・清掃ルートは施⼯BIMの段階で検討済みである。

清掃業者との計画段階の打合せ時に現地を⾒な
くても作業⽅針の打合せが容易になる

図⾯配布（1.0）

従来

BIM

図⾯検討（1.0）
現地確認（0.5）

打合せ（0.5）
⽇程調整（1.0）

現地検証（0.5）
現地清掃（1.0）

報告書受領（3.0）

請求書処理（2.0） ▲10%

5.0⽇

6.5⽇

0.5 2.5

凡例： BIMが寄与する項⽬
属性情報が寄与する項⽬
（情報は維持管理システムで管理）
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まとめ｜維持管理段階のBIM

今後、検討が望ましい項目

◎ 維持管理BIMを設計BIMから作成するためのデータ連携⼿法（⼀気通貫）

・ 設計BIMの成果物（実施設計⇒設計変更対応済）があることが望ましい。設備の系統も追従する
⇒ 無い場合は新規作成が効率的（すべての情報が確定した後に対応）｜EIRにおける条件提⽰

・ 維持管理BIM ⇔ 建物（現物） ⇔ 竣⼯図（設計図）を効率的に照査する⼿法
⇒  現地と確認｜図⾯（竣⼯図）と確認

◎ 発注者がBIMの効果を享受するために⾃らがBIMソフトウェアを操作できる環境

・現在、テナント⼯事の業者からCADデータを要求される（⼗数年前までは⼿書き図⾯が主流）
⇒ 顧客からのニーズがあれば内製化やデータ整理のメリットを享受できる

・ 現在のBIMソフトウェアは技術者向きであり発注者向けではない
⇒ 設計BIMや施⼯BIMとは違う発注者BIMが欲しい（今回はRebroを試⾏したが、建築分野の機能不⾜）

◎ 設計から維持管理まで使⽤できるライブラリの流通を早く整える

・ 各社が独⾃で仕組みづくりを始めているため、他社にデータを引き渡せない事象がある
⇒ データ連携はネイティブになるため、誰もが使⽤できる標準化

・ 3Dデータの取り扱い（EIRに記載する著作権等の考え⽅の統⼀）
・ 竣⼯図や竣⼯引き渡し図書との整合があり、必要に応じて取捨選択できるのが望ましい
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参考｜維持管理BIM作成のワークフロー（案）

着⼯ 竣⼯・引き渡し

維持管理BIM作成

確認申請BIM
（計画変更⇒完了検査）

確認申請
BIM

竣⼯
引き
渡し
図書
作成

維持管理システム
仕様確定

ライブラリ整備
（属性項⽬欄）

EIR
作成

維持管理
業者選定

施⼯BIM

引き
渡し
図書

維持管理で
必要な項⽬
の提⽰

確認申請

◎ 維持管理BIMの作成時期
① 設計BIMが設計変更に対応 ｜竣⼯BIMに追記・構築
② 設計BIMが設計変更に未対応｜情報が確定されてから新規作成
◎ 維持管理BIMの引き渡し時期︓
・竣⼯時に必要なら設計者・施⼯者に負担⼤（コストアップの要因）

⇒設計変更に伴う作業量が読めない

連携

施工期間中の設計BIMが鍵 ※※

※※

：BIMのデータ

：⽂書類

【凡例】

設計BIM
（基本設計⇒実施設計）

EIR
作成

設計BIM
（変更指⽰⇒竣⼯BIM）

連携

連携

維持管理BIM活⽤

発注者としては請負契約図書
に添付するBIMの納品を希望
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